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は
じ
め
に

消
費
税
を
導
入
し
た
税
制
改
革
関
連
六
法
は
、

一
九
八
八
年
(
昭
和
六

三
年
)
一
二
月
二
四
日
に
成
立
し
、
消
費
税
法
は
翌
八
九
年
(
平
成
元
年
)

四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
消
費
税
導
入
に
対
す
る
反
対
は

強
く
、
こ
れ
に
リ
ク
ル
ー
ト
疑
惑
事
件
が
絡
ま
り
、
八
九
年
の
選
挙
は
い

ず
れ
も
与
党
自
民
党
の
大
敗
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の
通
常
選
挙
の
結
果
、

参
議
院
は
与
野
党
逆
転
と
な
り
、
野
党
は
、
連
合
政
権
構
想
を
に
ら
み
つ

北法41(4・250)1710



っ
、
共
同
で
消
費
税
廃
止
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
少
な
く
と

も
参
議
院
で
可
決
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

こ
こ
で
は
、
臨
時
国
会
で
あ
る
第
一
一
六
国
会
に
お
い
て
野
党
四
党
か

ら
提
出
さ
れ
た
消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

立
案
、
発
議
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
審
議
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
事
実
経
過
を
、

立
案
に
あ
た
っ
た
参
議
院
法
制
局
に
席
を
置
い
た
立
場
か
ら
の
視
点
を
中

心
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
案
・
審
議
の
全
過
程
を
網
羅

的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
ご
了
承
願
い
た
い
。

消
費
税
廃
止
関
連
法
案
の
概
要

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
の
発
議
者
は
、
次
の
八
名
の
議
員
で
あ
る
。

久
保
百
寸
佐
藤
三
吾
、
梶
原
敬
義
、
小
川
仁
一
(
以
上
日
本
社
会

党
・
護
憲
共
同
)

峯
山
昭
範
、
太
田
淳
夫
(
以
上
公
明
党
・
国
民
会
議
)

笹
野
貞
子
(
連
合
参
議
院
)

勝
木
健
司
(
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
)

発
議
に
あ
た
り
、
賛
成
者
と
し
て
名
を
列
ね
た
の
は
、
全
員
で
一
一

O

名
、
発
議
者
と
同
じ
会
派
の
議
員
に
加
え
、
参
院
ク
ラ
ブ
二
名
、
無
所
属

五
名
が
含
ま
れ
て
い
る
。

法
案
は
、
消
費
税
廃
止
三
法
案
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
、
代
替
財
源

五
法
案
の
三
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ

る。

消
費
税
廃
止
三
法
案

消
費
税
を
廃
止
す
る
た
め
の
法
案
で
、
そ
の
た
め
の
措
置
及
び
関
係
規

定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

消
費
税
の
廃
止
だ
け
で
あ
れ
ば
こ
れ
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

①
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
(
第
一
一
六
回
国
会
参
第
一
号
)

本
則
で
、
消
費
税
法
を
平
成
二
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る

こ
と
と
し
、
附
則
で
消
費
税
の
経
過
措
置
な
ど
の
後
始
末
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。
経
過
措
置
と
し
て
は
、
廃
止
前
に
行
わ
れ
た
課
税

資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も

の
と
し
、
た
だ
し
特
例
と
し
て
、
平
成
二
年
三
月
=
二
日
の
属
す
る

課
税
期
間
は
同
日
ま
で
の
期
間
と
し
、
個
人
事
業
者
に
限
り
そ
の
確

定
申
告
期
限
を
同
年
六
月
三

O
日
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
他
、

廃
止
後
の
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
場
合
等
に
つ
い

て
の
経
過
措
置
を
定
め
る
ほ
か
、
関
係
法
律
の
改
正
等
規
定
の
整
備

を
行
う
。

消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
(
参
第
二
号
)

消
費
税
収
の
五
分
の
一
を
消
費
譲
与
税
と
し
て
地
方
に
譲
与
す
る

北法41(4・251)1711

② 



料

こ
と
と
し
て
い
る
消
費
譲
与
税
法
を
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
っ
て
、

平
成
二
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。
ま
た
、
消
費
税
収
は
消

費
税
法
廃
止
後
の
平
成
二
年
度
以
降
も
見
込
ま
れ
る
が
、
平
成
二
年

度
の
消
費
税
収
に
つ
い
て
も
そ
の
五
分
の
一
を
消
費
譲
与
税
と
し
て

地
方
に
譲
与
す
る
こ
と
と
す
る
。

③
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
(
参
第
三
号
)

消
費
税
収
の
五
分
の
四
の
二
四
%
は
、
地
方
交
付
税
の
財
源
と
さ

れ
、
地
方
に
配
分
さ
れ
て
い
る
が
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
、
地

方
交
付
税
の
対
象
税
目
か
ら
消
費
税
を
除
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

消
費
譲
与
税
と
同
様
に
、
平
成
二
年
度
の
消
費
税
収
に
つ
い
て
も
そ

の
一
定
割
合
を
地
方
交
付
税
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

H

税
制
再
改
革
基
本
法
案
(
参
第
四
号
)

消
費
税
廃
止
後
に
行
う
税
制
再
改
革
の
趣
旨
、
環
境
整
備
、
基
本
原
則

及
び
基
本
方
針
を
定
め
、
そ
の
再
改
革
の
手
続
を
定
め
る
。
先
の
税
制
改

革
を
否
定
し
、
税
制
再
改
革
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

税
制
再
改
革
の
環
境
整
備
と
し
て
は
、
行
財
政
改
革
の
一
層
の
推
進
、

社
会
保
障
総
合
計
画
の
策
定
、
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
社
会
保
障
と
国
民

負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
合
意
の
形
成
等
を
必
要
と
す
る
。

税
制
再
改
革
の
基
本
原
則
は
、
次
の
五
原
則
と
す
る
。

①
民
主
的
手
続
に
よ
る
国
民
の
合
意
に
基
づ
く
こ
と
。

資

②
税
負
担
の
公
正
・
公
平
を
確
保
す
る
こ
と
。

③
総
合
課
税
主
義
を
基
本
と
す
る
応
能
負
担
原
則
を
重
視
し
つ
つ
応

益
負
担
に
も
配
慮
し
、
直
接
税
を
主
、
間
接
税
を
従
と
し
て
、
所
得
・

資
産
・
消
費
等
の
均
衡
あ
る
税
体
系
の
構
築
を
図
る
こ
と
。

④
安
定
し
た
地
方
財
政
の
確
立
を
図
り
、
分
権
・
自
治
の
発
展
に
資

す
る
こ
と
。

北法41(4・252)1712

⑤
税
制
の
社
会
的
再
配
分
機
能
の
向
上
に
配
慮
し
て
、
活
力
あ
る
福

祉
社
会
を
支
え
る
税
制
を
め
ざ
す
こ
と
。

税
制
再
改
革
の
基
本
方
針
は
、
各
種
特
例
措
置
の
抜
本
的
な
整
理
合
理

化
、
納
税
環
境
の
整
備
に
よ
り
税
負
担
の
不
公
平
を
払
拭
す
る
こ
と
、
所

得
・
資
産
・
消
費
等
に
対
す
る
均
衡
の
と
れ
た
課
税
が
さ
れ
る
こ
と
等
を

柱
と
す
る
税
体
系
の
構
築
を
め
ざ
す
も
の
と
す
る
。

具
体
的
手
続
と
し
て
、
国
民
税
制
改
革
協
議
会
を
設
置
す
る
。
国
民
税

制
改
革
協
議
会
は
設
置
後
二
年
を
目
途
に
調
査
審
議
の
結
果
を
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。
そ
の
報
告
さ
れ
た
も
の
か
ら
順
次
立
法
措
置
を
講
じ
て
い

く
も
の
と
す
る
。

税
制
改
革
法
を
廃
止
す
る
。

m
代
替
財
源
五
法
案

消
費
税
が
廃
止
さ
れ
、
二
年
後
を
目
途
に
税
制
再
改
革
が
行
わ
れ
る
が
、

そ
の
聞
の
代
替
財
源
と
し
て
、
以
下
の
税
制
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。



法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
(
参
第
六
号
)

有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
の
源
泉
分
離
課
税
に
つ
き
み
な
し
譲
渡
利

益
率
を
七
%
に
引
き
上
げ
、
有
価
証
券
取
引
税
の
税
率
を
引
き
上
げ

ヲ
匂
。

① 

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

土
地
譲
渡
所
得
に
つ
き
保
有
期
間
の
長
短
区
分
を
一
O
年
に
戻
し
、

超
短
期
譲
渡
所
得
の
特
例
を
延
長
す
る
。

法
人
税
に
つ
き
、
基
本
税
率
の
引
下
げ
の
凍
結
、
賞
与
引
当
金
等

の
圧
縮
、
受
取
配
当
益
金
不
算
入
割
合
の
引
下
げ
等
を
行
う
。

相
続
税
及
び
贈
与
税
の
最
高
税
率
七
五
%
を
復
活
す
る
。

酒
税
及
び
た
ば
こ
税
の
税
率
を
平
均
三
%
引
き
上
げ
る
。

②
通
行
税
法
案
(
参
第
七
号
)

旧
通
行
税
を
復
元
す
る
。
た
だ
し
、
税
率
は
五
%
と
す
る
。

③
物
品
税
法
案
(
参
第
八
号
)

旧
物
品
税
を
復
元
す
る
。

第
一
種
品
目
の
税
率
を
一
O
%
及
び
八
%
と
し
、
第
二
種
品
目
の

税
率
を
八
%
、
六
%
及
び
四
%
の
三
段
階
と
す
る
。

④
入
場
税
法
案
(
参
第
九
号
)

旧
入
場
税
を
復
元
す
る
。
た
だ
し
、
税
率
は
五
%
と
す
る
。

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
(
参
第
一
O
号
)

電
気
税
・
ガ
ス
税
を
復
元
し
、
税
率
を
電
気
税
三
%
、
ガ
ス
税
二
%

⑤ 

と
す
る
。

特
別
地
方
消
費
税
を
料
理
飲
食
等
消
費
税
と
し
、
税
率
を
一
O
%

と
す
る
。
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
を
娯
楽
施
設
利
用
税
と
し
、
旧
税
を
復
元
す
る
。

地
方
た
ば
こ
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
。

国
税
改
正
に
伴
う
住
民
税
等
の
改
正
を
行
う
。

立
案
過
程

ω
四
党
・
法
制
局
・
調
査
室
の
関
係
と
態
勢

立
案
に
あ
た
っ
て
は
、
政
策
調
整
・
決
定
は
四
党
が
政
策
審
議
会
及
び

そ
の
事
務
局
を
中
心
と
し
て
行
い
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
意
見
交
換
・
調

整
を
行
い
な
が
ら
参
議
院
法
制
局
が
法
案
化
を
進
め
た
。
参
議
院
常
任
委

員
会
調
査
室
は
、
そ
の
役
割
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
税
財
政
を
中
心
に

各
分
野
の
政
策
問
題
の
検
討
な
ど
に
よ
り
、
政
策
形
成
へ
の
補
佐
を
行
っ

た
と
見
ら
れ
る
。

北法41(4・253)1713

四
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ
政
策
審
議
会
と
そ
の
事
務
局
を
置
い
て
い
る
が
、

事
務
局
は
い
ず
れ
も
衆
参
通
じ
て
各
一
で
あ
り
(
連
合
参
議
院
は
参
議
院

の
み
)
、
消
費
税
廃
止
関
連
法
案
に
関
わ
っ
た
ス
タ
ッ
フ
の
数
は
必
ず
し
も

多
く
は
な
い
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
各
事
務
局
三

1
七
名
と
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い
わ
れ
、
臨
時
的
な
応
援
態
勢
を
と
っ
た
と
し
て
も
若
干
増
員
が
あ
る
程

度
の
よ
う
で
あ
る
。
四
党
の
共
同
の
態
勢
と
し
て
は
、
政
策
審
議
会
長
会

議
が
最
終
的
な
判
断
を
し
た
よ
う
で
あ
り
、
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
こ
れ

に
若
干
の
政
策
審
議
会
メ
ン
バ
ー
な
ど
を
含
め
て
設
け
ら
れ
た
「
四
党
税

政
改
革
協
議
会
」
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
政
策
審
議
会
事
務
局
ス
タ
ッ
フ

の
合
同
会
議
が
、
細
か
な
政
策
検
討
・
積
上
げ
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

法
制
局
は
、
事
務
分
掌
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
大
蔵
委
員
会
担
当
課
と
地

方
行
政
委
員
会
担
当
課
と
が
当
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
課
で
総
勢
八
名

で
あ
り
、
対
応
し
き
れ
な
い
の
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l
ム
を
結
成
し
た
。

最
終
的
に
チ
l
ム
は
、
部
長
三
名
、
課
長
四
名
、
課
員
一
七
名
で
構
成
さ

れ
た
。

資

調
査
室
も
実
質
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l
ム
が
構
成
さ
れ
、
予
算
委
員

会
、
大
蔵
委
員
会
、
地
方
行
政
委
員
会
の
調
査
室
ス
タ
ッ
フ
を
中
心
と
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

実
際
の
立
案
の
進
め
方
は
、
各
党
で
す
で
に
検
討
し
て
い
た
政
策
を
持

ち
寄
り
、
政
審
事
務
局
の
協
議
で
検
討
・
調
整
を
進
め
、
こ
れ
に
基
づ
い

て
四
党
税
制
改
革
協
議
会
で
決
定
し
、
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
分
は
政
策

審
議
会
長
会
議
で
決
定
す
る
、
と
い
う
過
程
を
経
た
よ
う
で
あ
る
。
関
係

す
る
議
員
は
、
各
党
の
内
部
検
討
や
、
メ
ン
バ
ー
で
あ
れ
ば
四
党
税
制
改

革
協
議
会
に
関
与
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
発
議
者
は
こ
れ
ら
に
加
わ
っ
て

は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
務
局
レ
ベ
ル
で
は
、
社
会
党
政
審
事
務

局
が
協
議
の
中
心
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

法
制
局
と
の
立
案
協
議
は
、
社
会
党
政
審
事
務
局
を
主
た
る
窓
口
と
し
、

そ
の
ス
タ
ッ
フ
と
法
制
局
と
が
随
時
意
見
交
換
、
調
整
を
行
っ
て
進
め
た
。

そ
の
ほ
か
、
各
党
政
審
事
務
局
と
法
制
局
と
の
全
体
合
同
会
議
を
聞
い
て

協
議
を
進
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
法
制
局
の
補
佐
は
、
要
綱
で
示
さ
れ
た

政
策
の
法
的
可
能
性
、
合
理
性
を
検
討
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
再
度
四
党

側
と
協
議
し
、
条
文
化
し
て
最
終
的
に
法
案
化
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
要
綱
、
新
旧
対
照
表
、
参
照
条
文
な
ど
の
審
議
用
の
法
案
関

係
資
料
の
作
成
・
印
刷
と
、
発
議
者
補
佐
用
の
想
定
問
答
集
、
法
案
逐
条

解
説
、
そ
の
他
の
資
料
の
作
成
・
印
刷
、
さ
ら
に
発
議
者
へ
の
レ
ク
チ
ャ
ー

な
ど
を
行
っ
た
。

他
方
、
調
査
室
は
、
や
は
り
社
会
党
政
審
事
務
局
を
窓
口
と
し
、
政
策

関
係
の
想
定
問
答
集
と
関
係
資
料
の
作
成
を
担
当
し
た
よ
う
で
あ
る
。
政

策
形
成
・
調
整
や
立
案
に
関
し
て
は
、
調
査
室
と
法
制
局
と
の
聞
に
直
接

の
連
絡
・
協
議
は
行
わ
れ
ず
、
合
同
会
議
も
も
た
れ
な
か
っ
た
。

以
下
の
立
案
過
程
は
、
資
料
2
の
一
覧
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
一
覧

は
、
四
党
と
法
制
局
と
の
立
案
上
の
関
係
を
、
二
つ
に
分
け
て
日
程
を
追
っ

て
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
立
案
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、

随
時
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
聞
で
意
見
交
換
・
協
議
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
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の
よ
う
な
細
か
な
動
き
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

ω
消
費
税
廃
止
三
法
案
と
税
制
再
改
革
基
本
法
案

四
党
の
消
費
税
廃
止
の
方
針
は
通
常
選
挙
の
公
約
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
税
制
再
改
革
の
内
容
は
、
四
党
で
ま
と
め
た
八
八
年
八
月
一
七

日
付
寸
不
公
平
税
制
是
正
共
同
提
案
L

や
八
八
年
一

O
月
一
八
日
の
寸
税

制
に
関
す
る
基
本
構
想
L

(

資
料
3
参
照
)
の
内
容
を
引
き
継
い
で
い
る
と

い
え
よ
う
。

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

廃
止
三
法
案
の
立
案
は
な
し
崩
し
的
に
始
ま
っ
て
い
る
。
八
九
年
六
月

二
五
日
の
参
議
院
新
潟
補
欠
選
挙
の
結
果
、
廃
止
法
案
を
提
出
す
る
と
い

う
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
し
、
七
月
二
日
の
都
議
会
選

挙
の
結
果
が
さ
ら
に
こ
の
動
き
を
促
進
し
た
と
い
え
よ
う
。
七
月
一
一
一
一
一
日

の
通
常
選
挙
の
結
果
こ
れ
は
確
定
的
と
な
り
、
翌
二
四
日
に
公
明
党
か
ら

廃
止
法
案
を
提
出
し
た
い
旨
の
打
診
が
あ
り
、
法
制
局
で
も
廃
止
法
案
の

内
容
に
つ
い
て
内
部
検
討
に
着
手
し
て
い
る
。

廃
止
法
案
立
案
の
正
式
依
頼
は
、
八
月
七
日
、
社
会
党
政
策
審
議
会
長

か
ら
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
社
会
党
か
ら
の
依
頼

と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
日
一
一
五
臨
時
国
会
が
召
集
さ
れ
、
海
部

新
内
閣
が
発
足
し
た
。
一
二
日
の
国
会
最
終
日
に
は
、
第
一
回
の
四
党
税

制
改
革
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
立
案
方
針
の
大
筋
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
点
で
は
ま
だ
顔
合
わ
せ
程
度
で
、
法
案
内
容
は
各
党
が
後
に
持
ち

寄
る
こ
と
と
さ
れ
、
代
替
財
源
に
つ
い
て
も
法
案
化
す
る
か
要
綱
に
よ
る

か
未
定
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

八
月
一
四
日
、
四
党
の
政
審
事
務
局
長
か
ら
立
案
依
頼
が
あ
り
、
こ
れ

が
四
党
と
し
て
の
正
式
立
案
依
頼
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
二
ハ
目
、
法
制

局
の
担
当
と
社
会
党
政
審
側
と
の
懇
談
会
が
も
た
れ
、
今
後
の
基
本
方
針
、

法
案
の
概
要
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
、
廃
止
三
法
案
と

税
制
再
改
革
法
案
と
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
、
代
替
財
源
は
項
目
を
整
理
中

で
あ
っ
て
、
法
案
と
し
て
の
内
容
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
、
が
伝
え
ら
れ
、

こ
の
段
階
で
代
替
財
源
は
法
案
の
形
に
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
一
九
日
に
は
四
党
の
政
審
会
長
会
談
が
あ
り
、
二
三
日
に

こ
の
会
談
を
受
け
て
四
党
税
制
改
革
協
議
会
が
聞
か
れ
、
廃
止
関
連
法
案

の
内
容
の
概
要
が
大
筋
合
意
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
会
議
に
提
出
さ

れ
た
四
党
政
審
事
務
局
作
成
の
討
議
資
料
に
基
づ
き
、
一
二
日
に
、
法
制

局
に
対
し
て
も
概
要
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
立
案
の
全
容
が

ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
し
、
法
制
局
も
、
こ
の
日
、
当
面
一

七
名
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l
ム
を
発
足
さ
せ
た
。

廃
止
三
法
案
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
通
常
選
挙
後
か
ら
法
制
局

内
部
の
検
討
は
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
八
月
二
一
一
日
に
、
そ
の
検
討
結
果

に
よ
る
概
要
を
ま
と
め
、
四
党
側
に
こ
れ
を
説
明
し
た
。
二
三
日
、
四
党

税
制
改
革
協
議
会
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
廃
止
三
法
案
の
法
案
骨
子
に
合
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料

意
し
た
。
し
か
し
、
法
案
の
経
過
措
置
に
つ
き
、
若
干
未
解
決
部
分
が
残

り
、
こ
の
内
容
が
固
ま
っ
た
の
が
二
五
日
頃
で
あ
り
、
法
案
内
容
が
ほ
ぼ

ま
と
ま
っ
た
の
は
九
月
初
め
と
な
っ
た
。
九
月
二
二
日
に
は
社
会
党
の
税

制
改
革
勉
強
会
で
法
案
の
概
要
を
説
明
し
、
二
一
日
に
は
発
議
者
及
び
政

審
事
務
局
に
最
終
的
な
法
案
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
廃
止

三
法
案
の
立
案
作
業
は
ほ
ぼ
こ
の
頃
に
終
わ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
、

八
月
二
三
日
、
参
議
院
自
民
党
に
井
上
吉
夫
議
員
を
座
長
と
す
る
税
制
改

革
研
究
会
が
設
置
さ
れ
た
。
自
民
党
は
、
こ
の
研
究
会
の
研
究
・
検
討
の

成
果
の
上
に
立
っ
て
審
議
に
臨
む
と
し
た
。

税
制
再
改
革
基
本
法
案
に
つ
い
て
は
、
八
月
二
三
日
の
廃
止
三
法
案
骨

子
の
決
定
と
同
時
に
「
税
制
の
再
改
革
の
基
本
に
関
す
る
法
律
案
大
綱
」

(
資
料
4
①
)
が
四
党
税
制
改
革
協
議
会
で
決
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
代

替
財
源
法
案
に
つ
い
て
は
こ
の
日
は
調
整
を
持
ち
越
し
て
い
る
。
こ
の
大

綱
に
基
づ
き
、
法
制
局
は
条
文
化
作
業
を
開
始
し
、
九
月
上
旬
に
い
ろ
い

ろ
な
叩
き
台
の
案
を
作
り
、
四
党
と
折
衝
を
重
ね
な
が
ら
詰
め
の
作
業
を

進
め
た
。
二
二
日
に
は
、
四
党
側
か
ら
、
全
法
案
の
構
成
に
つ
い
て
の
考

え
方
、
つ
ま
り
廃
止
・
再
改
革
・
代
替
の
関
係
を
明
確
に
す
る
回
答
を
受

け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
法
案
の
形
が
定
ま
っ
た
の
が
二

O
日
前
後
で
あ
る
。

発
議
者
に
対
す
る
法
案
の
説
明
は
、
廃
止
三
法
案
と
同
時
の
九
月
二
一
日

に
行
わ
れ
、
実
際
に
法
案
を
印
刷
し
、
発
議
者
に
引
き
渡
し
た
の
が
九
月

資

二
七
日
で
あ
る
。
こ
の
問
、
法
制
局
は
、
新
旧
対
照
表
、
逐
条
解
説
な
ど

の
関
係
資
料
の
作
成
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
案
が
発
議
さ
れ

た
の
が
一
一
六
臨
時
国
会
の
召
集
日
、
九
月
二
八
日
で
あ
る
。

ω
代
替
財
源
五
法
案

代
替
財
源
五
法
案
の
立
案
に
備
え
て
、
法
制
局
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
は
陣
容
を
拡
大
し
、
合
計
二
四
名
と
し
た
。
五
法
案
は
、
当
初
の
案
か

ら
い
ろ
い
ろ
と
内
容
に
変
遷
が
あ
り
、
八
月
三

O
日
頃
に
は
大
要
が
決
ま
っ

た
も
の
の
、
細
部
で
は
未
定
の
部
分
が
多
く
あ
っ
た
。
ほ
ぽ
内
容
が
固
ま
っ

た
の
が
九
月
二
六
日
の
「
消
費
税
廃
止
・
税
制
再
改
革
法
案
の
提
案
に
つ

い
て
L

(

資
料
4
②
)
で
あ
り
、
こ
れ
を
若
干
修
正
し
た
の
が
一

O
月
二

O

日
の
四
党
政
策
審
議
会
長
会
議
で
、
こ
れ
を
受
け
て
四
党
税
制
改
革
協
議

会
の
最
終
合
意
が
、
一

O
月
二
四
日
、
「
消
費
税
廃
止
関
連
全
法
案
の
合
意

に
当
た
っ
て
L

(

資
料
4
③
)
及
び
「
消
費
税
廃
止
に
係
る
法
案
等
の
共
同

提
案
に
つ
い
て
」
(
資
料
4
④
)
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
問
、

法
制
局
側
と
社
会
党
を
中
心
と
し
た
四
党
側
と
で
、
随
時
、
意
見
交
換
、

調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。

代
替
財
源
に
並
行
し
て
、
所
得
税
減
税
の
立
案
も
進
め
ら
れ
た
が
、
そ

の
扱
い
を
ど
う
す
る
か
は
先
送
り
に
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
九
月
一
六
日

に
な
っ
て
代
替
財
源
と
は
分
離
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
最

終
的
に
は
、
法
案
は
完
成
し
た
も
の
の
、
一

O
月
一
七
日
に
な
っ
て
提
案
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消費税廃止関連法案の立案・審議過程

が
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
代
替
財
源
案
の
一
つ
で
あ
っ
た

ト
ラ
ン
プ
類
税
の
復
元
は
、
税
収
額
、
課
税
対
象
な
ど
を
考
慮
し
、
九
月

下
旬
こ
ろ
に
取
り
止
め
と
な
っ
て
い
る
。

代
替
財
源
の
立
案
上
の
懸
案
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
主
な
も
の
で
あ
っ

た
。
第
一
に
、
最
後
ま
で
酒
税
の
税
率
が
確
定
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
技

術
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
資
料
等
の
問
題
が
あ
り
、
確
定
的
な

判
断
が
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
個
別
間
接
税
に
つ
い
て

は
税
率
な
ど
が
な
か
な
か
決
ま
ら
な
っ
た
が
、
中
で
も
特
に
物
品
税
の
復

元
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
自
動
車
の
税
率
は
二
転
三
転
し
た
。
こ
れ
は
、

民
社
党
関
係
に
異
論
が
あ
っ
た
た
め
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
株
式

譲
渡
所
得
の
増
税
に
つ
い
て
は
、
小
口
取
引
に
特
例
を
設
け
る
問
題
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
結
局
、
技
術
的
に
小
口
取
引
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
と

い
う
こ
と
で
見
送
り
に
な
っ
た
。
第
四
に
、
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
事
業

税
へ
の
外
形
標
準
課
税
の
導
入
が
方
針
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
終
段
階
で

は
見
送
り
に
な
っ
た
。
ま
た
、
自
動
車
の
物
品
税
問
題
と
同
様
の
事
情
で
、

電
気
税
・
ガ
ス
税
の
税
率
が
最
終
段
階
ま
で
決
ま
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
一

O
月
二
五
日
、
法
制
局
か
ら
四
党
側
に

代
替
財
源
五
法
案
が
引
き
渡
さ
れ
、
四
党
は
翌
二
六
日
に
こ
れ
を
発
議
し

た
。
な
お
、
法
制
局
は
、
一

O
月
二
二
日
か
ら
一
一
月
二
日
に
か
げ
で
発

議
者
に
対
す
る
法
案
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

S
4亙

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
は
、
四
党
の
共
同
立
案
・
提
出
で
あ
る
が
、

複
数
の
政
党
が
共
同
し
て
法
案
を
発
議
す
る
過
程
は
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー

ン
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
一
つ
の
政
党
が
案
を
策
定
し
、
他
の
党
が

こ
れ
に
相
乗
り
の
形
で
共
同
提
案
に
い
た
る
パ
タ
ー
ン
、
第
二
は
、
各
党

が
協
議
し
な
が
ら
立
案
し
、
そ
の
結
果
成
案
が
得
ら
れ
て
共
同
提
案
と
な

る
パ
タ
ー
ン
、
第
三
と
し
て
、
一
つ
の
政
党
を
中
心
と
し
て
案
を
形
成
し

て
い
き
、
そ
の
問
、
各
党
と
調
整
を
行
い
な
が
ら
共
同
提
案
に
こ
ぎ
つ
け

る
パ
タ
ー
ン
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
廃
止
関
連
九
法
案
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
社
会
党
を
中
心
と
し
て
立
案
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
間
他
の
三
党

と
政
策
協
議
を
し
な
が
ら
調
整
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
法
制
局
に
持
ち
込

ん
で
法
案
化
す
る
、
と
い
う
過
程
を
と
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
実
際
に
、
条

文
化
・
法
案
化
作
業
は
社
会
党
政
審
事
務
局
を
窓
口
と
し
て
進
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
と
は
別
個
に
社
会
党
政
審
を
中
心
に
他
の
三
党
と
の
協
議
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
四
党
の
協
議
と
法
制
局
の
条
文
化
作
業
と

は
一
応
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
四
党
の
協
議
の
結
果
が
法
制
局
に
持
ち
込

ま
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
法
案
化
が
進
め
ら
れ
、
問
題
が
生
じ
た
と
き
も

社
会
党
政
審
を
通
じ
て
四
党
側
に
伝
え
る
、
と
い
う
過
程
を
経
て
い
る
。

例
外
的
に
、
四
党
の
政
審
ス
タ
ッ
フ
が
共
同
し
て
法
制
局
と
問
題
点
協
議

を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
中
心
は
社
会
党
政
審
を
窓
口
と
し
た
と
い
え

ま
と
め
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料

ょ
う
。

資

立
案
過
程
に
議
員
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は

な
い
。
少
な
く
と
も
条
文
化
の
過
程
で
は
議
員
が
直
接
関
与
し
た
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
政
策
面
に
関
与
し
た
と
恩
わ
れ
る
調
査

室
も
、
条
文
化
の
過
程
で
法
制
局
と
の
協
議
な
ど
の
接
触
は
な
か
っ
た
。

立
案
上
の
問
題
点
は
、
細
部
に
わ
た
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
主
に

次
の
よ
う
な
点
が
問
題
と
な
っ
た
。
第
一
に
、
廃
止
・
再
改
革
・
代
替
財

源
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ

る
の
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
、
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
が
明
ら

か
に
な
っ
た
の
が
、
九
月
二

O
日
頃
で
あ
る
。
第
二
は
、
再
改
革
の
内
容

を
ど
の
よ
う
な
形
で
基
本
法
案
に
ま
と
め
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
立
案
担

当
者
と
し
て
は
苦
労
し
た
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
実
現
は
し
な

か
っ
た
が
、
立
案
過
程
で
代
替
財
源
案
を
一
本
の
法
案
と
す
る
案
が
浮
上

し
た
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
技
術
的
な
問
題
が
あ
っ
て
無
理
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
結
果
的
に
は
断
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
本
化
案
は
、
再
改

革
基
本
法
案
の
施
行
か
ら
再
改
革
ま
で
の
期
間
(
一
一
年
を
目
途
と
す
る
)

と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
四
に
、
代
替
財
源
案
の
物
品
税
、

通
行
税
、
入
場
税
な
ど
は
古
い
法
律
に
よ
る
税
制
な
の
で
、
そ
の
復
元
を

新
規
立
法
に
よ
っ
て
行
う
方
法
に
苦
労
し
た
点
な
ど
で
あ
る
。

審
議
過
程

北法41(4・258)1718

ω
特
別
委
員
会
設
置
問
題

廃
止
関
連
九
法
案
の
審
議
前
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
審
議
の
場
を
特

別
委
員
会
と
す
る
か
常
任
委
員
会
と
す
る
か
で
あ
り
、
こ
の
特
別
委
員
会

設
置
問
題
が
与
野
党
の
前
哨
戦
で
あ
っ
た
。
野
党
四
党
は
、
特
別
委
員
会

を
設
置
し
、
九
法
案
を
一
括
・
集
中
し
て
審
議
す
る
方
針
を
主
張
し
、
他

方
自
民
党
は
、
大
蔵
委
員
会
と
地
方
行
政
委
員
会
で
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
べ

き
法
案
を
分
離
・
個
別
に
審
議
す
べ
き
旨
を
主
張
し
、
両
者
は
平
行
線
を

た
ど
っ
た
。
こ
の
問
題
に
は
、
特
別
委
員
会
の
審
議
の
主
導
権
を
握
る
委

員
長
ポ
ス
ト
を
ど
ち
ら
が
と
る
か
、
も
関
係
し
て
い
た
。
結
論
が
で
る
ま

で
に
は
、
こ
の
国
会
で
問
題
に
な
っ
た
パ
チ
ン
コ
献
金
疑
惑
も
絡
ん
だ
と

見
え
て
、
か
な
り
の
時
聞
を
要
し
た
。
結
局
、
特
別
委
員
会
は
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
特
別
委
員
長
は
第
一
党
で
あ
る
自
民
党
か
ら
選
出
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
参
議
院
自
民
党
国
対
委
員
長
は
、
審
議
入
り
す

る
以
上
は
採
、
決
に
至
る
旨
の
発
言
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
た
。

審
議
入
り
に
関
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
一

つ
は
、
ど
の
よ
う
な
審
議
方
法
を
と
る
か
、
発
議
者
が
答
弁
す
る
と
し
て

そ
の
補
佐
を
ど
う
す
る
か
、
の
問
題
で
、
八
月
頃
か
ら
折
衝
の
動
き
が
み

ら
れ
た
。
内
閣
提
出
法
案
の
審
議
は
、
一
問
一
答
形
式
で
担
当
大
臣
に
質
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疑
を
し
、
大
臣
の
答
弁
を
政
府
委
員
が
補
佐
し
、
さ
ら
に
細
か
い
点
は
説

明
員
と
し
て
各
省
課
長
ク
ラ
ス
が
答
弁
す
る
、
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
れ

と
同
じ
形
式
を
と
る
場
合
、
発
議
者
に
つ
い
て
も
そ
の
答
弁
補
佐
が
必
要

で
あ
り
、
政
党
の
職
員
を
説
明
員
と
し
て
答
弁
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

す
る
の
が
四
党
側
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理

事
会
な
ど
で
協
議
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
、
説
明
員
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
審
議
対
象
を
廃
止
関
連
法
案
に
限
る
の

か
、
そ
の
他
に
も
関
連
事
項
を
広
く
審
議
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
か
、
が

問
題
と
さ
れ
た
。
四
党
は
法
案
審
議
に
限
定
す
る
方
向
で
あ
る
の
に
対
し
、

自
民
党
は
野
党
連
合
政
権
協
議
を
見
据
え
て
、
広
く
政
策
問
題
を
議
題
と

し
た
い
と
し
た
。
こ
の
点
は
、
結
局
、
特
別
委
員
会
設
置
に
際
し
、
そ
の

名
称
を
「
税
制
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
と
「
等
L

を
入
れ
て
、

広
く
政
策
問
題
ま
で
審
議
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

ω
特
別
委
員
会
設
置
前
の
論
議

参
議
院
の
特
別
委
員
会
は
八
九
年
一
一
月
八
日
に
委
員
四
五
人
と
し
て

設
置
さ
れ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
設
置
前
、
つ
ま
り
法
案
審
議
入
り
の
前

に
廃
止
法
案
・
再
改
革
基
本
法
案
・
代
替
財
源
の
内
容
は
ほ
ぼ
公
表
さ
れ

て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
関
す
る
論
議
が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
た
。
論
議
の

場
は
、
主
に
、
一

O
月
四
日
か
ら
六
日
ま
で
の
代
表
質
問
、
一
一
日
か
ら

一
八
日
ま
で
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
、
二

O
日
か
ら
三

O
日
ま
で
の
参
議

院
予
算
委
員
会
で
あ
る
。
論
議
は
代
替
財
源
を
中
心
に
行
わ
れ
、
特
に
物

品
税
復
元
問
題
、
自
然
増
収
の
代
替
財
源
化
問
題
の
妥
当
性
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

ω
本
会
議
趣
旨
説
明

廃
止
関
連
法
案
の
審
議
は
、
一
一
月
八
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
資
料
6

は
、
以
後
の
審
議
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
、
質
疑
議
員
、
質
疑
の
主
な
項

目
を
、
日
程
及
び
時
間
を
追
っ
て
ま
と
め
た
。
質
疑
項
目
は
網
羅
し
た
も

の
で
は
な
く
、
力
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
羅
列
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
詳
細

は
会
議
録
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
一
月
八
日
は
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
発
議
者
を
代
表
し
て
久

保
議
員
が
法
案
の
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
質
疑
は
、
自
民

党
、
社
会
党
、
公
明
党
、
共
産
党
、
連
合
参
議
院
、
民
社
党
が
そ
れ
ぞ
れ

行
っ
た
。
先
例
に
従
い
、
質
疑
の
際
に
は
、
発
議
者
八
名
の
内
五
名
が
交

代
で
答
弁
席
に
座
っ
た
が
、
趣
旨
説
明
の
聞
は
、
特
に
、
他
の
七
名
全
員

が
答
弁
席
に
着
席
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
質
疑
内
容
は
、
法
案
内
容

を
中
心
に
、
税
制
と
こ
れ
に
関
連
す
る
政
策
が
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
以

後
の
論
点
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ω
税
制
問
題
等
特
別
委
員
会
の
審
議

本
会
議
趣
旨
説
明
を
受
け
て
廃
止
関
連
法
案
は
特
別
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
が
、
審
議
の
運
営
事
項
は
一
一
月
九
日
の
理
事
懇
談
会
で
協
議
さ
れ
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料

た
。
そ
の
結
果
、
委
員
会
及
び
理
事
会
に
出
席
を
認
め
る
者
の
範
囲
、
傍

聴
・
録
音
・
撮
影
・
モ
ニ
タ
ー
放
送
・
テ
レ
ビ
放
送
の
許
可
、
質
疑
時
間

の
割
当
て
・
質
疑
順
・
関
連
質
疑
な
ど
、
通
常
の
委
員
会
審
議
に
お
け
る

運
営
事
項
と
同
様
の
事
項
に
つ
い
て
合
意
し
た
ほ
か
、
特
に
次
の
よ
う
な

事
項
も
合
意
さ
れ
た
。
第
一
に
、
委
員
会
開
会
日
は
火
曜
日
か
ら
金
曜
日

ま
で
の
毎
日
と
す
る
が
、
月
曜
日
は
弾
力
的
に
運
用
す
る
(
実
際
に
は
月

曜
日
も
開
会
し
た
)
こ
と
、
第
二
に
、
答
弁
者
側
か
ら
す
る
質
疑
予
定
者

に
対
す
る
質
問
取
り
は
、
発
議
者
側
か
ら
、
議
員
又
は
公
設
秘
書
(
第
一

秘
書
と
第
二
秘
書
て
あ
る
い
は
、
こ
の
議
員
又
は
秘
書
に
同
行
す
る
政
党

職
員
が
行
う
こ
と
と
し
、
質
疑
予
定
者
は
質
疑
前
日
ま
で
に
こ
れ
に
対
応

す
る
こ
と
、
第
三
に
、
審
議
に
お
い
て
は
発
議
者
以
外
の
答
弁
は
認
め
な

い
が
、
発
議
者
一
名
に
つ
い
て
事
務
補
助
者
一
名
を
認
め
、
そ
の
補
助
者

の
氏
名
は
事
前
に
委
員
長
に
届
け
出
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ま
た
、
当
面
、

一
三
日
か
ら
一
六
日
ま
で
各
党
一
巡
で
総
括
質
疑
を
行
う
、
各
党
の
最
初

の
質
疑
に
つ
い
て
テ
レ
ビ
放
送
を
行
う
こ
と
も
合
意
さ
れ
た
。

一
一
月
一

O
日
、
委
員
会
が
聞
か
れ
、
久
保
議
員
よ
り
法
案
の
趣
旨
説

明
が
行
わ
れ
た
。

質
疑
予
定
第
一
日
の
一
三
日
、
「
法
案
ミ
ス
問
題
」
が
浮
上
し
、
こ
の
日

の
朝
の
マ
ス
コ
ミ
で
も
す
で
に
問
題
点
が
報
道
さ
れ
た
。
委
員
会
開
会
直

前
に
開
か
れ
た
理
事
会
は
こ
の
問
題
を
協
議
し
た
が
、
四
党
側
は
、
ミ
ス

資

は
事
務
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
法
案
正
誤
で
処
理
し
、
直
ち
に
審
議
に
入

る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
自
民
党
は
、
政
策
問
題
に
関
わ
る

重
要
な
事
項
で
あ
る
か
ら
、
一
旦
法
案
を
撤
回
し
、
出
し
直
し
す
べ
き
で
、

こ
の
ま
ま
で
は
審
議
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
。
理
事
会
の
協
議
は
結
論

が
で
ず
、
物
別
れ
と
な
っ
た
。
問
題
は
国
対
委
員
長
会
談
に
移
さ
れ
、
そ

の
結
果
、
委
員
会
に
お
い
て
発
議
者
か
ら
法
案
の
改
め
る
べ
き
箇
所
に
つ

い
て
説
明
し
、
釈
明
す
る
、
今
後
の
取
扱
い
は
委
員
長
に
一
任
す
る
、
具

体
的
に
は
最
終
の
採
決
段
階
で
四
党
側
か
ら
修
正
案
を
提
出
し
て
、
該
当

部
分
を
修
正
す
る
こ
と
と
し
、
翌
日
か
ら
審
議
に
入
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

一
三
日
の
委
員
会
は
取
り
止
め
と
す
る
こ
と
が
確
定
し
た
。
一
四
日
の
午

前
の
理
事
会
は
、
こ
の
方
向
を
確
認
す
る
が
、
釈
明
文
の
表
現
等
に
つ
い

て
最
終
的
な
合
意
に
至
ら
ず
、
質
疑
問
始
は
午
後
に
ず
れ
込
ん
だ
。
委
員

会
の
冒
頭
、
発
議
者
を
代
表
し
て
久
保
議
員
か
ら
法
案
の
改
め
る
べ
き
箇

所
に
つ
い
て
説
明
・
釈
明
し
、
審
議
を
お
願
い
す
る
、
こ
の
件
は
委
員
長

預
か
り
と
し
、
委
員
長
か
ら
採
決
時
に
修
正
案
を
提
出
し
て
も
ら
う
旨
を

発
言
す
る
、
と
い
っ
た
経
緯
を
経
て
、
質
疑
に
入
っ
た
。

質
疑
は
、
一
四
、
一
五
、
一
六
、
一
七
日
と
一
巡
す
る
が
、
自
民
党
は
、

一
四
日
の
鎌
田
委
員
の
質
疑
で
、
代
替
財
源
案
の
初
年
度
税
収
見
積
額
が

お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
問
題

は
後
々
ま
で
尾
を
引
き
、
沓
掛
委
員
も
こ
れ
を
受
け
継
い
で
質
疑
を
行
つ

北法41(4・260)1720 
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て
い
る
が
、
必
ず
し
も
明
確
な
答
弁
が
得
ら
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

次
に
問
題
と
さ
れ
た
の
が
、
二
八
日
の
宮
沢
委
員
の
質
疑
で
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
再
改
革
基
本
法
案
八
条
二
項
の
憲
法
問
題
で
あ
る
。
同
条

は
、
同
法
案
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
国
民
税
制
改
革
協
議
会
が
そ
の
審
議

の
結
果
提
出
す
る
答
申
を
受
け
て
、
内
閣
及
び
国
会
が
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、
国
会
が
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問

機
関
の
答
申
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
規
定
は
憲
法
違
反
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
審
議
は
、
質
疑
者
が
発
議
者
の
答
弁
に
納
得
せ
ず
、
一
時

中
断
し
、
理
事
会
預
か
り
と
な
っ
た
。
理
事
懇
談
会
で
は
、
立
案
に
当
た
っ

た
参
議
院
法
制
局
長
の
意
見
を
聴
い
た
が
、
質
疑
者
は
こ
れ
に
も
納
得
せ

ず
、
再
開
後
の
委
員
会
で
再
度
法
制
局
長
の
答
弁
を
求
め
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
宮
沢
委
員
は
納
得
し
な
か
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
放
送
の
日
程
が
あ
り
、

こ
の
問
題
は
後
日
に
先
送
り
さ
れ
た
。

こ
の
後
、
一
七
日
ま
で
は
野
党
の
質
問
順
で
、
主
に
消
費
税
廃
止
の
主

張
が
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
日
の
午
前
の
理
事
懇
談
会
で
新
た
な
「
法

案
ミ
ス
L

が
問
題
に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
中
相
続
税
法
の
改
正
の
施
行
期
日
の
問
題
で
あ
っ
て
、
午
後
の

審
議
で
野
末
委
員
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
。
同
議
員
の
質
疑
を
最
後
に
質

疑
各
党
一
巡
し
て
総
括
質
疑
が
終
了
し
た
が
、
そ
の
後
の
理
事
会
に
お
い

て
、
自
民
党
は
、
憲
法
問
題
も
含
め
て
、
強
く
法
案
の
撤
回
を
求
め
た
が
、

四
党
側
は
、
こ
れ
に
反
発
し
て
協
議
は
物
別
れ
と
な
っ
た
。
理
事
会
は
、

再
び
二

O
日
に
聞
か
れ
た
が
、
一
応
内
閣
法
制
局
の
意
見
を
聴
い
て
決
着

を
図
る
こ
と
に
な
り
、
同
日
午
後
、
委
員
会
を
開
会
し
た
。

こ
の
質
疑
は
、
谷
川
委
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
日
か
ら
一
般

質
疑
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。
谷
川
委
員
は
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
八

条
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
内
閣
法
制
局
長
官
の
意
見
を
質
し
た
が
、
長
官

は
、
現
行
法
制
上
非
常
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
、
自
民

党
と
四
党
の
意
見
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
谷
川
委
員

は
法
案
撤
回
を
強
く
要
求
し
て
、
委
員
会
は
休
憩
に
入
っ
た
が
、
理
事
会

の
話
合
い
は
平
行
線
を
た
ど
り
、
そ
の
ま
ま
散
会
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

二
一
、
二
二
、
二
四
日
と
理
事
懇
談
会
が
断
続
的
に
聞
か
れ
る
が
、
進
展

を
見
な
か
っ
た
。
一
七
日
に
は
、
自
民
党
国
対
委
員
長
の
見
解
が
公
表
さ

れ
(
資
料
7
)
、
こ
れ
に
対
し
て
ニ

O
目
、
四
会
派
の
国
対
委
員
長
連
名
で

抗
議
声
明
が
公
表
さ
れ
て
い
る
(
資
料
8
)
o
ま
た
、
一
一
一
一
日
、
発
議
者
か

ら
基
本
法
案
八
条
に
つ
い
て
の
見
解
が
記
者
発
表
さ
れ
て
い
る
(
資
料
9
)
。

結
局
、
理
事
懇
談
会
で
は
動
き
が
と
れ
な
く
な
り
、
二
四
日
に
至
り
、

特
別
委
員
長
が
各
党
へ
事
態
打
開
の
努
力
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
た
形
で
、
国
対
委
員
長
会
談
が
、
個
別
会
談
も
含
め
て
断
続

的
に
聞
か
れ
、
こ
の
結
果
、
八
条
は
修
正
し
、
委
員
会
は
再
開
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
結
論
は
二
四
日
の
理
事
懇
談
会
で
確
認
さ
れ
、
質
疑
再
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関
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
七
日
朝
、
四
会
派
の
代
表
者
は
、
連
名
で
、

議
長
に
対
し
て
法
案
修
正
と
審
議
促
進
を
内
容
と
す
る
申
し
入
れ
を
し
、

議
長
か
ら
委
員
長
に
対
し
て
こ
の
旨
が
伝
え
ら
れ
、
委
員
会
冒
頭
に
こ
の

経
緯
が
委
員
長
か
ら
報
告
さ
れ
た
。
委
員
会
は
一
週
間
ぶ
り
に
再
開
さ
れ

た。

資

一
般
質
疑
が
続
行
さ
れ
る
が
、
沓
掛
委
員
の
質
疑
で
再
び
代

替
財
源
案
の
初
年
度
税
収
見
込
額
が
問
題
と
さ
れ
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
な

ら
な
い
と
し
て
審
議
が
一
時
中
断
し
た
。
こ
の
外
で
は
審
議
は
順
調
に
進

み
、
二
七
日
に
は
、
公
聴
会
の
日
程
と
、
地
方
公
聴
会
の
代
わ
り
に
行
う

参
考
人
質
疑
日
程
と
に
つ
い
て
、
理
事
会
で
協
議
・
合
意
し
て
い
る
。
質

疑
は
自
民
党
委
員
中
心
に
進
め
ら
れ
、
各
委
員
は
各
自
の
専
門
分
野
や
担

当
部
会
な
ど
に
応
じ
た
テ

l
マ
に
よ
っ
て
質
疑
を
展
開
し
て
い
る
。
野
党

連
合
政
権
協
議
に
関
連
し
た
直
間
比
率
、
国
民
負
担
率
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
、
福
祉
・
高
齢
者
社
会
、
外
交
、
農
業
問
題
、
国
際
化
社
会
問
題
な
ど
、

法
案
そ
の
も
の
よ
り
も
幅
広
い
政
策
分
野
で
の
議
論
が
目
立
っ
た
。
な
お
、

一
一
一
月
一
目
、
自
民
党
は
消
費
税
の
見
直
し
に
関
す
る
決
定
を
し
、
共
産

党
の
委
員
は
こ
れ
に
関
し
て
質
疑
を
行
っ
て
い
る
。

一
二
月
五
日
に
は
公
聴
会
が
、
六
日
に
は
参
考
人
を
招
い
て
の
質
疑
が

そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。
公
聴
会
は
、
自
民
党
、
四
会
派
、
共
産
党
が
推
薦

し
た
公
述
人
が
公
述
す
る
形
を
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
推
薦
に
対
応
し
た
意

こ
の
後
、

見
を
述
べ
て
い
る
。
一
般
公
募
も
行
っ
た
が
、
一
二
月
四
日
の
段
階
で
見

送
ら
れ
て
い
る
。
公
述
人
及
び
参
考
人
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

公

述

人

(

午

前

)

日

本

経

営

者

団

体

連

盟

会

長

鈴

木

名

古

屋

市

立

大

学

教

授

牛

嶋

西

友

顧

問

坂

本

立

教

大

学

教

授

和

田

(

午

後

)

全

国

商

工

会

連

合

会

会

長

佐

田

中

央

大

学

教

授

富

岡

中

京

大

学

教

授

水

野

全
国
婦
人
税
理
士
連
盟
大
型
間
接
税

対
策
特
別
委
員
長

福
岡
県
久
山
町
長

臼
本
生
活
共
同
組
合
連
合
会
理
事

(
午
前
)
経
済
評
論
家

経
済
評
論
家

全
国
間
税
協
力
会
総
連
合
会
会
長

主
婦
連
合
会
副
会
長

参
考
人

(
午
後
)
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

税
理
士

税
理
士

氷
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日
本
労
働
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合
総
連
合
会
社
会
政
策
局
次
長

半土
津井
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千
葉
県
館
山
市
長

武

蔵

大

学

教

授

今

井

勝

人

一
二
月
七
日
か
ら
一
般
質
疑
が
再
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
日
の
午
後
、
松

浦
委
員
は
、
再
改
革
の
期
聞
は
二
年
で
は
実
際
上
無
理
で
あ
ろ
う
と
い
う

趣
旨
を
主
張
し
、
さ
ら
に
代
替
財
源
案
の
地
方
財
政
措
置
を
問
題
と
し
た
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
廃
止
後
に
見
込
ま
れ
る
消
費
税
収
の
う
ち
平
成
三
年

度
以
降
の
分
が
、
本
来
譲
与
税
と
地
方
交
付
税
と
し
て
地
方
に
配
分
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
措
置
を
講
じ
て
お
ら
ず
、
国
の
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
の
は
、
少
な
く
と
も
政
策
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
し
た
。
発
議

者
側
と
の
論
議
は
平
行
線
を
た
ど
り
、
審
議
は
中
断
し
、
理
事
会
の
協
議

に
委
ね
ら
れ
た
。
結
論
は
保
留
の
ま
ま
質
疑
は
続
行
さ
れ
、
次
の
山
問
委

員
は
、
物
品
税
法
案
に
新
た
な
誤
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
質
疑

を
行
っ
た
。
こ
の
問
題
も
全
く
平
行
線
の
議
論
に
終
始
し
、
質
疑
は
中
止

さ
れ
、
先
送
り
と
な
っ
た
。
同
日
の
質
疑
終
了
後
理
事
懇
談
会
が
聞
か
れ
、

松
浦
委
員
の
指
摘
し
た
問
題
は
法
案
修
正
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、
八
日

の
理
事
懇
談
会
で
修
正
案
を
持
ち
寄
る
こ
と
と
な
っ
た
。
山
岡
質
問
に
つ

い
て
は
、
相
互
に
論
点
を
整
理
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

'
八
日
の
質
疑
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
「
予
算
を
伴
う
法
律
案
L

に
該
当

隆
史
良
一

す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
及
び
地

方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
国
会
法
に
い
う
予
算
を
伴

う
法
律
案
に
該
当
し
、
法
案
発
議
の
際
に
経
費
を
明
ら
か
に
す
る
文
書
を

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
を
付
さ
な
か
っ
た
の
は
手
続
き
違
背
で

あ
る
、
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
予
算
を
伴
う
法
律
案
に
該
当
す
る
と
内
閣

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

は
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
大
蔵
大
臣
が
意
見
を
陳
述

す
る
の
に
対
し
、
地
方
財
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
地
方
財
政
関
連
の

二
法
案
に
つ
い
て
は
自
治
大
臣
は
意
見
を
述
べ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
情

も
か
ら
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
四
党
側
は
、
こ
れ
ら
二
法
案
は
、
消
費

税
法
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
う
整
理
を
内
容
と
す
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ

て
予
算
を
伴
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
同
日
の
昼
に
聞
か
れ
た

理
事
懇
談
会
で
は
、
修
正
案
内
容
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
合
意
に
達
し
た

が
、
予
算
を
伴
う
法
律
案
の
件
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
側
の
先
例
上
問
題

が
な
い
と
す
る
答
弁
に
も
自
民
党
は
納
得
せ
ず
、
た
だ
採
決
が
間
近
い
こ

と
に
よ
り
議
院
運
営
委
員
会
に
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
申
し
入
れ
る
こ

と
と
し
て
、
決
着
し
た
。
次
い
で
、
八
日
に
一
般
質
疑
を
終
了
す
る
こ
と
、

一
一
日
に
締
め
括
り
総
括
質
疑
を
行
う
こ
と
、
総
括
質
疑
終
局
後
採
決
に

入
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

ω
委
員
会
採
決

北法41(4・263)1723 



料

一
二
月
一
一
日
、
締
め
括
り
総
括
質
疑
が
行
わ
れ
、
テ
レ
ビ
放
送
が
入
っ

て
、
各
党
一
巡
の
質
疑
を
し
た
。
質
疑
終
局
後
、
社
会
党
理
事
か
ら
修
正

の
動
議
が
提
出
さ
れ
、
修
正
案
六
件
が
議
題
に
供
さ
れ
て
修
正
の
趣
旨
と

要
旨
(
資
料
ロ
①

1
@
)
が
説
明
さ
れ
た
。

次
い
で
、
内
閣
の
意
見
が
聴
取
さ
れ
た
。
内
閣
の
意
見
は
、
消
費
税
法

を
廃
止
す
る
法
律
案
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
、
法
人
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
及
び
物
品
税
法
案
に
対
す
る
修
正
案

に
つ
い
て
大
蔵
大
臣
か
ら
、
消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す

る
修
正
案
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修

正
案
に
つ
い
て
自
治
大
臣
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
修

正
案
が
予
算
を
伴
う
修
正
案
と
さ
れ
た
の
は
、
修
正
対
象
で
あ
る
原
案
が

予
算
を
伴
う
法
律
案
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
修
正
案
が
そ
の

原
案
に
対
し
て
歳
入
滅
又
は
歳
出
増
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
で
判
断
し
た

こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
内
閣
の
意
見
を
聴
く
、
と

い
う
形
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
閣
の
意
見
と
し
て
は
、
大
蔵
大
臣
が
、

二
法
案
に
対
し
て
反
対
、
二
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
原
案
に
反
対
な
の
で

修
正
部
分
に
つ
い
て
の
み
意
見
を
述
べ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
旨
を
、
自

治
大
臣
が
、
二
修
正
案
に
つ
い
て
、
原
案
に
反
対
な
の
で
修
正
部
分
に
つ

い
て
の
み
意
見
を
述
べ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
た
。

(
な
お
、
一
一
八
国
会
に
お
げ
る
衆
議
院
の
取
扱
い
も
参
照
さ
れ
た
い
。
)

資

討
論
は
、
自
民
党
が
各
案
に
対
し
て
反
対
、
四
会
派
が
各
案
及
び
各
修

正
案
に
賛
成
、
共
産
党
が
廃
止
三
法
案
及
び
こ
れ
に
対
す
る
修
正
案
に
賛

成
・
他
は
棄
権
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
討
論
終
局
後
採
決
に
入
り
、

九
法
案
に
つ
い
て
、
修
正
案
、
修
正
部
分
を
除
い
た
原
案
の
順
で
、
順
次

起
立
採
決
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
、
原
案
ど
お
り
議
決
す
べ
き
も
の
、
又
は
、

修
正
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
合
計
質
疑
時
聞
は
八
三

時
間
四
六
分
と
さ
れ
る
。

刷
本
会
議
採
決

本
会
議
が
直
ち
に
聞
か
れ
て
九
法
案
が
上
程
さ
れ
、
委
員
長
が
審
査
の

経
過
及
び
結
果
を
報
告
し
た
。
こ
れ
に
続
い
て
討
論
が
、
自
民
党
、
社
会

党
、
公
明
党
、
共
産
党
、
連
合
参
議
院
、
民
社
党
の
順
に
行
わ
れ
た
。
討

論
を
終
局
し
、
採
決
に
入
っ
た
。
ま
ず
、
消
費
税
廃
止
三
法
案
が
記
名
投

票
で
採
決
さ
れ
、
一
三
六
票
対
一
一
一
票
で
、
修
正
議
決
さ
れ
た
。
次
い

で
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
、
法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
物
品
税
法
案
が
起
立
採
決
さ
れ
、
多
数
で
修
正
議
決
さ
れ
た
。
最
後

に
、
通
行
税
法
案
、
入
場
税
法
案
及
び
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
が
同
じ
く
起
立
採
決
さ
れ
、
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
九
法
案
は
、
即

日
、
参
議
院
提
出
法
律
案
と
し
て
衆
議
院
に
送
付
さ
れ
た
。

的

衆

議

院

衆
議
院
は
、
廃
止
関
連
法
案
を
審
議
す
る
た
め
、
税
制
問
題
等
に
関
す
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る
調
査
特
別
委
員
会
を
一
二
月
五
日
に
設
置
し
た
。

一
二
月
一
一
一
日
、
本
会
議
で
参
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
廃
止
関
連
九
法

案
が
趣
旨
説
明
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
質
疑
が
行
わ
れ
た
。
趣
旨
説
明
は

久
保
参
議
院
議
員
が
行
い
、
質
疑
に
対
し
て
は
発
議
者
が
交
代
で
答
弁
し

た
が
、
答
弁
席
に
は
四
人
が
交
代
で
着
席
し
た
。
本
会
議
後
、
特
別
委
員

会
で
峯
山
参
議
院
議
員
が
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。

委
員
会
散
会
後
、
理
事
会
で
質
疑
日
程
、
時
間
配
分
な
ど
が
協
議
さ
れ

た
が
、
自
民
党
の
審
議
ス
ト
ッ
プ
へ
の
懸
念
、
野
党
質
疑
時
間
の
保
障
要

求
な
ど
で
調
整
が
つ
か
ず
、
物
別
れ
と
な
っ
た
。
二
二
日
は
、
午
後
に
な
っ

て
委
員
長
職
権
で
委
員
会
が
一
応
開
会
さ
れ
た
が
、
審
議
は
行
わ
れ
ず
、

休
憩
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
散
会
し
た
。
翌
一
四
日
も
断
続
的
に
理
事
会
が

聞
か
れ
た
が
、
進
展
は
な
く
、
一
五
日
は
理
事
会
も
予
定
さ
れ
ず
、
二
ハ

日
の
国
会
最
終
日
を
迎
え
た
。

こ
の
結
果
、
九
法
案
は
、
衆
議
院
で
審
議
の
行
わ
れ
な
い
ま
ま
審
議
未

了
・
廃
案
と
な
っ
た
。
自
民
党
は
、
四
党
側
が
審
議
に
応
じ
な
か
っ
た
こ

と
を
非
難
し
、
審
議
放
棄
だ
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
衆
議
院
の
三
会

派
国
対
委
員
長
は
、
共
同
声
明
を
発
表
し
て
い
る
(
資
料
日
)
。

川
閉
ま
と
め

審
議
は
、
委
員
が
発
議
者
に
対
し
て
質
疑
を
行
っ
て
進
め
ら
れ
た
が
、

中
心
は
自
民
党
の
質
疑
で
、
自
民
党
の
委
員
は
ほ
ぼ
全
員
が
持
ち
時
間
一

杯
を
使
い
、
一
般
質
疑
は
ほ
ぼ
自
民
党
委
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
。
こ

の
審
議
に
対
応
す
る
た
め
、
社
会
党
を
中
心
と
す
る
四
党
の
政
審
事
務
局

が
チ

l
ム
を
組
ん
で
態
勢
を
整
え
た
よ
う
で
あ
る
。
質
問
取
り
、
こ
れ
に

対
す
る
答
弁
原
稿
書
き
、
答
弁
者
に
対
す
る
レ
ク
チ
ャ
ー
と
意
見
調
整
な

ど
、
こ
の
共
同
チ

1
ム
が
行
っ
て
い
る
。
四
党
側
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、

調
査
室
及
び
法
制
局
は
直
接
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
の
チ
l
ム
な
い

し
政
審
事
務
局
か
ら
の
照
会
に
答
え
る
と
い
う
形
で
間
接
的
な
補
佐
を
行
っ

た
と
い
え
る
。
な
お
、
法
制
局
は
、
委
員
会
で
求
め
ら
れ
れ
ば
こ
れ
に
対

し
て
答
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
た
め
、
そ
の
面
か
ら
の
委

員
会
対
応
を
し
て
い
る
。

審
議
の
特
色
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
自
民
党
は
、
野
党
の
政
策
立
案
能
力
・
政
策
担
当
能
力
を
問

題
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
質
疑
を
展
開
し
た
。
参
議
院
本
会
議
に
お

け
る
自
民
党
の
村
上
議
員
の
討
論
は
、
こ
の
ね
ら
い
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
政
策
立
案
能
力
の
な
い
こ
と
の
具
体
的
な
問
題
点
と
し
て
は
、
税
制

改
革
協
議
会
の
憲
法
問
題
、
地
方
財
政
に
関
す
る
政
策
問
題
な
ど
の
「
法

案
ミ
ス
問
題
」
(
資
料
日
参
照
)
、
代
替
財
源
案
に
関
わ
る
税
収
見
積
り
の

欠
陥
問
題
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。
政
策
内
容
に
つ
い
て
は
、
税
制
再
改
革

の
手
順
と
内
容
の
不
明
確
さ
、
例
え
ば
、
納
税
者
番
号
制
、
サ
ー
ビ
ス
課

税
の
あ
り
方
な
ど
に
力
点
が
置
か
れ
、
代
替
財
源
に
つ
い
て
は
、
物
品
税
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料

の
問
題
性
、
自
然
増
収
を
充
て
る
こ
と
の
問
題
、
地
方
財
政
へ
の
手
当
の

不
十
分
さ
な
ど
が
論
点
と
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
連
合
政
権
協
議
に
対
応

し
て
、
外
交
政
策
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
、
農
業
政
策
、
高
齢
化
社
会
・
福

祉
政
策
な
ど
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
案
提
出
手
続
き
も
問

題
と
さ
れ
、
参
議
院
に
財
政
関
連
法
案
を
提
出
す
る
の
は
憲
法
違
反
の
疑

い
が
あ
る
、
議
員
立
法
と
す
る
の
も
問
題
が
あ
る
な
ど
の
論
議
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
法
律
問
題
と
し
て
、
予
算
を
伴
う
法
律
案
の
解
釈
を
取
り
上
げ
、

手
続
き
違
背
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四

党
側
は
、
通
常
選
挙
の
結
果
を
受
げ
て
、
消
費
税
反
対
・
廃
止
の
主
張
を

貫
き
、
か
っ
、
政
府
・
自
民
党
の
消
費
税
見
直
し
を
論
駁
す
る
、
と
い
う

形
で
質
疑
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
共
産
党
は
、
消
費
税
廃
止
論
は
積
極
的

に
展
開
し
た
が
、
代
替
財
源
案
を
野
党
か
ら
提
出
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
、

廃
止
後
に
政
府
が
責
任
を
も
っ
て
財
源
手
当
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

第
二
に
、
審
議
方
法
と
し
て
は
、
議
員
が
答
弁
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議

員
同
士
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
特
色
が
あ
ろ
う
。
政
府
の
答
弁
は

限
ら
れ
た
範
囲
で
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
特
に
、
内
閣
提
出
法
案
の
審

議
の
主
要
な
役
割
を
果
た
す
政
府
委
員
の
答
弁
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
審
議
手
続
き
は
こ
れ
ま
で
の

内
閣
提
出
法
案
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
単
に
与
野
党
が
攻
守
と
こ
ろ
を
替

え
た
だ
け
の
印
象
を
与
え
た
。
ま
た
、
攻
守
と
こ
ろ
を
替
え
た
こ
と
で
お

資

互
い
に
戸
惑
い
が
あ
り
、
運
営
の
協
議
が
必
ず
し
も
上
手
く
噛
み
合
わ
な

い
ま
ま
に
審
議
が
進
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
印
象
も
与
え
た
。
さ
ら
に
、

衆
議
院
の
総
選
挙
が
控
え
て
い
て
、
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
与
野
党
の
攻

防
、
運
営
協
議
、
議
論
が
展
開
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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付

第

一
八
国
会
衆
議
院
に
お
け
る
審
議

第
一
一
七
国
会
(
常
会
)
に
お
い
て
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
平
成
二
年

二
月
一
八
日
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
選
挙
の
結
果
、
自
民
党
は
安
定
多

数
を
確
保
し
、
野
党
は
社
会
党
が
議
席
を
伸
ば
し
た
も
の
の
、
全
体
で
は

伸
び
悩
ん
だ
。
自
民
党
は
、
消
費
税
は
定
着
し
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ

た
と
し
た
が
、
野
党
は
国
民
は
廃
止
を
望
ん
で
い
る
と
し
た
。
こ
の
結
果
、

第
一
一
八
国
会
に
は
、
政
府
・
自
民
党
か
ら
消
費
税
見
直
し
法
案
が
提
出

さ
れ
、
四
党
か
ら
廃
止
三
法
案
と
税
制
再
改
革
基
本
法
案
と
が
発
議
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
提
出
・
発
議
は
、
内
閣
提
出
の
「
消
費
税
及
び
租
税

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
三
月
六
日
に
、
連
合
参
議

院
に
代
わ
り
社
民
連
が
加
わ
っ
た
四
党
か
ら
の
法
案
は
四
月
一
九
日
と
な
っ

た
。
な
お
、
四
党
は
、
同
日
、
代
替
財
源
案
に
つ
い
て
統
一
見
解
を
公
表

し
て
い
る
(
資
料
日
)
。

こ
れ
ら
の
法
案
は
、
衆
議
院
税
制
問
題
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
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に
付
託
さ
れ
、
六
月
一
一
日
か
ら
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
審
議
は
、
見
直

し
案
と
廃
止
案
と
を
隔
日
に
交
互
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
見
直
し
案
に
つ

い
て
は
大
蔵
大
臣
を
始
め
と
す
る
政
府
に
対
し
、
廃
止
案
に
つ
い
て
は
八

人
の
発
議
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
質
疑
を
行
っ
た
(
審
議
経
過
は
資
料
H

を
参
照
)
。
審
議
は
順
調
に
進
み
、
六
月
二
一
日
に
、
質
疑
と
討
論
を
終
局

し
、
採
決
の
結
果
、
廃
止
三
法
案
と
再
改
革
基
本
法
案
が
否
決
さ
れ
、
見

直
し
案
が
可
決
さ
れ
た
。
討
論
に
際
し
、
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

と
税
制
再
改
革
基
本
法
案
に
つ
い
て
大
蔵
大
臣
が
、
消
費
譲
与
税
法
を
廃

止
す
る
法
律
案
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い

て
自
治
大
臣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
の
意
見
を
述
べ
た
。
前
者
は
予
算
を
伴

う
法
律
案
に
該
当
す
る
と
し
て
国
会
法
の
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、

後
者
は
「
念
の
た
め
」
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法
案
は
、
二
二
日
、

衆
議
院
本
会
議
に
上
程
さ
れ
、
委
員
長
報
告
、
討
論
を
経
て
採
決
に
入
り
、

廃
止
三
法
案
は
記
名
投
票
の
結
果
二
七

O
票
対
二
一
四
票
で
否
決
、
再
改

革
基
本
法
案
は
起
立
採
決
の
結
果
否
決
、
見
直
し
法
案
は
記
名
投
票
の
結

果
二
七
三
票
対
二
一
四
票
で
可
決
さ
れ
た
。

見
直
し
法
案
は
直
ち
に
参
議
院
に
送
付
さ
れ
た
が
、
会
期
末
で
審
議
さ

れ
な
い
ま
ま
審
議
未
了
・
廃
案
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
決
着
は
、
両
院

の
本
会
議
で
そ
の
設
置
が
了
承
さ
れ
た
寸
税
制
問
題
等
に
関
す
る
両
院
合

同
協
議
会
L

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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会
議
録
・
委
員
会
議
録

議
会
政
治
研
究
会
「
消
費
税
廃
止
関
連
法
案
の
審
議
過
程
」
議
会
政
治

研
究
h
u
(九
0
・
三
)

参
議
院
税
制
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
関
係
調
査
室
『
参
議
院
税

制
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
審
議
要
録
(
第
一
一
六
回
国
会
)
』

(九
0
・
四
)

日
本
社
会
党
政
策
審
議
会
『
政
策
資
料
』
二
七
六

1
二
八
五

井
上
吉
夫
「
消
費
税
廃
止
法
案
の
「
誤
り
L

に
関
す
る
一
考
察
」
月
刊

自
由
民
主
、
平
成
二
年
二
月
号

岩
波
成
行
「
消
費
税
存
廃
を
巡
る
与
野
党
の
攻
防
」
立
法
と
調
査
一
五

六
(
九

0
・
三
)

大
島
稔
彦
「
第
百
十
六
国
会
(
臨
時
会
)
を
顧
み
て
」
国
会
月
報
四
九

四
(
九

0
・
二
)

北法41(4・267)1727 

本
稿
は
、
一
九
九

O
年
八
月
二

O
、
二
一
日
に
開
催
さ
れ
た

北
大
立
法
過
程
研
究
会
で
の
報
告
に
加
筆
し
、
訂
正
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。

付
記



料

O 

資
料
目
次

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
要
綱

①
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

②
消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

③
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

④
税
制
再
改
革
基
本
法
案
要
綱

⑤
法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

⑥
通
行
税
法
案
要
綱

⑦
物
品
税
法
案
要
綱

⑧
入
場
税
法
案
要
綱

⑨
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
立
案
過
程
一
覧

税
制
に
関
す
る
基
本
構
想
(
社
・
公
・
民
・
社
民
連
)

(
八
八
・
一

0
・
一
八
)

1 

資

2 3 4 

四
党
税
制
改
革
協
議
会
関
係
資
料

税
制
の
再
改
革
の
基
本
に
関
す
る
法
律
案
大
綱

① ② 

(
八
九
・
八
・
二
三
)

消
費
税
廃
止
・
税
制
再
改
革
法
案
の
提
案
に
つ
い
て

(
八
九
・
九
・
二
六
)

消
費
税
廃
止
関
連
全
法
案
の
合
意
に
当
た
っ
て
(
共
同
声
明
)

③ 

④ 

(
八
九
・
一

0
・
二
四
)

消
費
税
廃
止
に
係
る
法
案
等
の
共
同
提
案
に
つ
い
て

(
八
九
・
一

0
・
二
四
)

北法41(4・268)1728

参
議
院
税
制
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
委
員
名
簿

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
審
議
過
程
一
覧

野
党
の
税
法
案
の
問
題
点
に
つ
い
て
(
自
民
党
国
会
対
策
委
員
長
)

(
八
九
・
一
一
・
一
七
)

自
民
党
の
審
議
拒
否
、
誹
誘
中
傷
に
対
す
る
抗
議
声
明
(
四
会
派
国

会

対

策

委

員

長

)

(

八

九

・

一

一

・

二

O
)

9

税
制
改
革
基
本
法
第
八
条
を
め
ぐ
る
論
点
と
提
案
者
側
の
見
解
(
発

議

者

八

名

)

(

八

九

・

一

一

・

一

一

一

一

)

叩
議
長
へ
の
法
案
修
正
申
入
れ
(
四
会
派
議
員
会
長
等
)

(
八
九
・
一
一
・
一
一
七
)

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
|
「
法
案
ミ
ス
」
・
正
誤
・
修
正
事
項

消
費
税
廃
止
関
連
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要

5 6 7 8 12 11 
③②①  

ヒコ
日

④ 

税
制
再
改
革
基
本
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨



13 
⑥⑤  

法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

物
品
税
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
の
審
議
未
了
、
廃
案
に
関
す
る
共
同
声
明

(
三
会
派
国
会
対
策
委
員
長
)
(
八
九
・
三
了
一
五
)

H

第
山
回
国
会
消
費
税
関
連
法
案
の
衆
議
院
に
お
け
る
審
議
経
過

日
消
費
税
廃
止
法
案
提
出
に
伴
う
代
替
財
源
に
関
す
る
統
一
的
見
解
(
四

党
政
策
審
議
会
)

(九

0
・
四
・
一
九
)

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

〈
資
料
1
①
v

消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

一
消
費
税
法
の
廃
止

消
費
税
法
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
)
は
、
廃
止
す
る
も
の

と
す
る
。
〔
本
則
関
係
]

二
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

[
附
則
第
一
条
関
係
]

三
旧
消
費
税
法
に
規
定
す
る
経
過
措
置
の
効
力

こ
の
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
消
費
税
法
附
則
中
に
あ
る
関
係
他
法
律

の
改
廃
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
も
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
二
条
関
係
]

四
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
う
一
般
的
経
過
措
置

こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
(
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
)
前
に
圏
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
っ

た
資
産
の
譲
渡
等
及
び
施
行
目
前
に
圏
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
っ
た

課
税
仕
入
れ
並
び
に
施
行
目
前
に
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
た
外
国

貨
物
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
[
附
則
第
三
条
関
係
]

継
続
供
給
等
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
関
す
る
経
過
措
置

北法41(4・269)1729

五



料

施
行
日
以
後
初
め
て
料
金
の
支
払
を
受
け
る
権
利
が
確
定
さ
れ
る
継

続
供
給
等
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

施
行
日
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
四
条
関
係
]

六
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置

資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
に
よ
り
施
行
目
前
に
行
わ
れ
た
も
の

と
さ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
し
、
施
行
臼
以
後
に
行
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
資
産

の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
五

条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
関
係
]

七
課
税
期
間
の
特
例
等

ω
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
、
同

日
ま
で
の
期
間
と
す
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
九
条
第
一
項
関
係
]

ω
施
行
日
以
後
に
提
出
期
限
の
到
来
す
る
中
間
申
告
書
に
つ
い
て
は
、

そ
の
提
出
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
九
条
第
二
項
関
係
]

ω
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と

さ
れ
る
課
税
期
間
に
係
る
個
人
事
業
者
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限

は
、
同
年
六
月
三
十
日
と
す
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
九
条
第
三
項

資

ー、、
置
関
係
]

施
行
後
に
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
場
合
の
経
過
措

九

事
業
者
は
、
施
行
目
前
に
圏
内
に
お
い
て
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
つ

き
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
お
い
て
返
品

を
し
、
又
は
値
引
き
若
し
く
は
割
戻
し
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
仕
入

れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
場
合
に
は
、
同
年
五
月
三
十
一
日

ま
で
に
、
申
告
・
納
付
を
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則

第
十
条
関
係
]

調
整
対
象
固
定
資
産
に
関
す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
調
整
に

関
す
る
経
過
措
置

ω
課
税
売
上
割
合
が
三
年
間
で
著
し
く
変
動
し
た
場
合
の
調
整
対
象

固
定
資
産
に
関
す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
調
整
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
十
一
条
関
係
〕

ω
課
税
業
務
用
調
整
対
象
固
定
資
産
を
非
課
税
業
務
用
に
転
用
し
た

場
合
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前

の
転
用
の
場
合
に
な
お
従
来
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
施
行
日
以
後

の
転
用
の
場
合
に
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
十
二
条
関
係
]

ω
非
課
税
業
務
用
調
整
対
象
固
定
資
産
を
課
税
業
務
用
に
転
用
し
た

場
合
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
調
整
に
つ
い
て
も
、
施
行
目
前

の
転
用
の
場
合
に
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
施
行
日
以
後

の
転
用
の
場
合
に
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
十
三
条
関
係
]

施
行
後
に
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
し
た
場
合
の
経
過
措
置

北法41(4・270)1730

十



消費税廃止関連法案の立案・審議過程

事
業
者
は
、
施
行
目
前
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡

等
に
つ
き
、
施
行
日
以
後
に
返
品
を
受
け
、
又
は
値
引
き
若
し
く
は
割

戻
し
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
し
た
場

合
に
は
、
申
告
書
を
税
務
署
長
に
提
出
し
、
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
関
係
〕

十
一
施
行
後
に
貸
倒
れ
が
生
じ
た
場
合
の
経
過
措
置

事
業
者
は
、
施
行
日
前
に
圏
内
に
お
い
て
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
以
後
に
貸
倒
れ
が
生
じ
た
と
き
は
、
申
告

書
を
税
務
署
長
に
提
出
し
、
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
め
て
領
収
を
し
た
と
き
は
、
二
月
以
内

に
、
申
告
・
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
十
五

条
及
び
第
十
六
条
関
係
〕

十
二
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

罰
則
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第

十
八
条
関
係
]

十
三
政
令
へ
の
委
任

こ
の
附
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要

な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
十
九
条
関
係
]

十
四
関
係
他
法
律
の
改
正
及
び
そ
の
経
過
措
置

関
係
他
法
律
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
経
過
措
置
に
つ
い
て

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
二
十
条
か
ら
第
五

十
五
条
ま
で
関
係
]

〈
資
料
1
②
v

消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

一
消
費
譲
与
税
法
の
廃
止
(
本
則
関
係
)

消
費
譲
与
税
法
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
施
行
期
日
(
附
則
第
一
条
関
係
)

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ

と。1 
経
過
措
置

平
成
元
年
度
及
び
平
成
二
年
度
の
廃
止
前
の
消
費
税
法
及
び
消
費

税
法
を
廃
止
す
る
法
律
附
則
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
の
収
入
額
の
五

分
の
一
に
相
当
す
る
額
は
、
消
費
譲
与
税
法
と
し
て
、
譲
与
す
る
も

の

と

す

る

こ

と

。

(

附

則

第

二

条

第

一

項

関

係

)

平
成
二
年
度
分
の
消
費
譲
与
税
の
額
は
、
平
成
二
年
度
の
消
費
税

の
収
入
額
の
見
込
額
に
基
づ
い
て
算
定
し
、
同
年
度
の
収
入
額
と
の

差
額
は
、
平
成
三
年
度
に
お
い
て
精
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(
附
則
第
二
条
第
二
項
・
第
四
項
関
係
)

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す

北法41(4・271)1731
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四



料

る
こ
と
。

資

〈
資
料
1
③
〉

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

一
地
方
交
付
税
の
対
象
税
目
の
改
正
(
第
二
条
及
び
第
六
条
関
係
)

消
費
税
を
地
方
交
付
税
の
対
象
税
目
か
ら
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
施
行
期
日
(
改
正
法
附
則
第
一
条
関
係
)

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ

〉}。

四

経
過
措
置
(
改
正
法
附
則
第
二
条
関
係
)

平
成
元
年
度
及
び
平
成
二
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付
税
法
の
規
定
は
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
二
年
度
に
お
い
て
も
な
お
消
費
税
の
収
入

額
の
一
定
割
合
を
地
方
交
付
税
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

〈
資
料
1
④
v

税
制
再
改
革
基
本
法
案
要
綱

目
的
こ
の
法
律
は
、
消
費
税
の
創
設
を
中
心
と
す
る
先
の
税
制
改
革
に
代

え
て
行
う
税
制
の
改
革
(
以
下
「
税
制
再
改
革
」
と
い
う
。
)
の
趣
旨
、

環
境
整
備
、
基
本
原
則
及
び
基
本
方
針
を
一
不
し
、
か
っ
、
税
制
再
改
革

の
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
調
査
審
議
を
行
う
国
民
税
制
改
革
協
議
会

を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
制
再
改
革
に
つ
い
て
広
く
国
民
の
理
解

と
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
税
制
再
改
革
の
確
実
か
つ
円
滑
な
推
進
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
。
[
第
一
条
関
係
]
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一
税
制
再
改
革
の
趣
旨

税
制
再
改
革
は
、
消
費
税
の
創
設
を
中
心
と
す
る
先
の
税
制
改
革
が

広
く
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
た
上
で
行
わ
れ
た
も
の
と
は
い
い
難
い

状
況
に
か
ん
が
み
、
か
っ
、
消
費
税
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

国
民
の
合
意
に
基
づ
き
、
改
め
て
我
が
国
の
現
在
及
び
将
来
の
経
済
社

会
に
対
応
す
る
税
制
を
確
立
す
る
た
め
に
行
う
も
の
と
す
る
。
[
第
二
条

関
係
]

三
税
制
再
改
革
の
た
め
の
環
境
整
備

ω
税
制
再
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
税
制
再
改
革
が
国
民
に
理
解

さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
り
確
立
さ
れ
る
税
制
が
国
民
の
信
頼

を
得
る
も
の
と
な
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
環
境
が
整
備
さ
れ
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
[
第
三
条
第
一
項
関
係
]

①
事
務
及
び
事
業
の
見
直
し
、
行
政
情
報
公
開
の
推
進
、
行
政
監
視

制
度
の
充
実
、
行
政
機
能
の
充
実
を
確
保
し
た
上
で
の
公
務
員
総
数



の
抑
制
、
歳
出
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
の
構
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

行
政
及
び
財
政
の
改
革
が
一
層
推
進
さ
れ
る
こ
と
。

②
国
民
の
広
範
な
議
論
を
経
て
確
立
さ
れ
る
社
会
保
障
に
関
す
る
総

合
的
な
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
き
、
医
療
、
年
金
、
福
祉
等
に
関
す

る
総
合
計
画
が
策
定
さ
れ
、
来
た
る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
社

会
保
障
と
国
民
の
負
担
と
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
国
民
の
合
意
の
形

成
が
図
ら
れ
る
こ
と
。

9
u
 

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
に
規
定
す
る
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
[
第
三
条
第
二
項
関

係
]
税
制
再
改
革
の
基
本
原
則

税
制
再
改
革
は
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
基
本
原
則
と
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。
[
第
四
条
関
係
]

①
国
民
に
広
く
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
国
民

に
情
報
が
公
開
さ
れ
る
等
の
民
主
的
な
手
続
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
国

民
の
合
意
に
基
づ
く
こ
と
。

②
国
民
の
租
税
に
対
す
る
信
頼
を
確
立
す
る
た
め
、
税
負
担
の
公
正

及
び
公
平
を
確
保
す
る
こ
と
。

@
経
済
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
合
課
税
主
義
を

基
本
と
す
る
応
能
負
担
原
則
を
重
視
し
、
か
っ
、
応
益
負
担
原
則
に

四

も
適
切
に
配
慮
し
た
上
で
、
直
接
税
を
主
と
し
、
間
接
税
を
従
と
す

る
こ
と
を
堅
持
し
、
所
得
、
資
産
、
消
費
等
に
対
す
る
課
税
に
つ
い

て
の
均
衡
あ
る
税
体
系
の
構
築
を
図
る
こ
と
。

④
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
安
定
し
た
地
方
財
政
の
確
立
を
図
り
、

地
方
分
権
及
び
地
方
自
治
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
。

⑤
税
制
の
社
会
的
再
分
配
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
、

税
制
が
活
力
の
あ
る
福
祉
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
よ
う
に
図
る

こ
と
。

五

税
制
再
改
革
の
基
本
方
針

税
制
再
改
革
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
基
本
的
な
柱
と
す
る
税
体
系

の
構
築
を
目
指
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
[
第
五
条
関
係
〕

①
社
会
保
険
診
療
報
酬
課
税
の
特
例
、
み
な
し
法
人
課
税
、
公
益
法

人
課
税
の
特
例
、
企
業
に
対
す
る
課
税
に
お
け
る
各
種
の
特
例
等
の

租
税
特
別
措
置
等
の
抜
本
的
な
整
理
及
び
合
理
化
が
図
ら
れ
る
と
と

も
に
、
納
税
環
境
の
整
備
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
税
負
担
の

不
公
平
が
払
し
よ
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
次
に
掲
げ
る
課
題
に
対
処
し
た
上
で
、
所
得
、
資
産
、
消
費
等
に

対
す
る
均
衡
の
と
れ
た
課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
十
分
留
意
し
た
納
税
者
番
号
制

度
の
導
入
等
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
総
合
課
税
を
一
層
推
進
す
る
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料資

等
所
得
税
体
系
の
再
構
築
を
図
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
低

所
得
者
及
び
中
堅
所
得
者
の
勤
労
意
欲
及
び
貯
蓄
意
欲
を
損
な
わ
な

い
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
こ
と
。

ロ
経
済
取
引
の
国
際
化
及
び
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
等
法
人

税
体
系
の
合
理
化
及
び
適
正
化
を
図
る
こ
と
。

ハ
土
地
の
有
効
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
関
す
る
基
本
的
施
策
を
踏
ま

え
て
土
地
の
譲
渡
所
得
課
税
及
び
保
有
課
税
の
見
直
し
を
行
う
等
資

産
性
所
得
課
税
及
び
資
産
課
税
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
小
規
模
宅
地
等
に
つ
い
て
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
措
置

を
併
せ
て
講
ず
る
と
と
も
に
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
評
価
制

度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
論
を
得
る
こ
と
。

ニ
間
接
税
が
直
接
税
を
補
完
す
る
地
位
に
あ
る
べ
き
こ
と
を
踏
ま
え
、

国
及
び
地
方
の
個
別
間
接
税
の
整
理
及
び
合
理
化
を
図
る
と
と
も
に
、

サ
ー
ビ
ス
、
流
通
等
に
対
す
る
適
正
な
課
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
論
を
得
る
こ
と
。

③
地
方
分
権
及
び
地
方
自
治
の
基
盤
と
し
て
の
地
方
財
政
の
確
立
の

た
め
、
国
及
び
地
方
の
税
源
配
分
の
見
直
し
に
よ
る
地
方
税
源
の
拡

充
及
び
財
政
調
整
制
度
と
し
て
の
地
方
交
付
税
制
度
の
充
実
に
配
慮

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ム

ノ、

国
民
税
制
改
革
協
議
会

七

ω
国
民
の
合
意
に
基
づ
く
税
制
再
改
革
を
実
現
す
る
た
め
、
総
理
府

に
、
国
民
税
制
改
革
協
議
会
(
以
下
「
協
議
会
L

と
い
う
。
)
を
置
く

も
の
と
す
る
。
[
第
六
条
第
一
項
関
係
〕

ω
協
議
会
は
、
税
制
再
改
革
の
基
本
と
な
る
原
則
及
び
方
針
に
従
い
、

税
制
再
改
革
と
し
て
行
う
べ
き
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
調
査
審
議

す
る
も
の
と
す
る
。
[
第
六
条
第
二
項
関
係
]

ω
協
議
会
の
組
織
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と

す
る
。
[
第
七
条
関
係
]

ω
協
議
会
は
、
設
置
後
二
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
調
査
審
議

の
結
果
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
及
び
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由

し
て
国
会
に
対
し
、
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
[
第
八
条
第
一
項
関
係
]

ω
内
閣
及
び
国
会
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
[
第
八
条
第
二
項
関
係
〕

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。
[
附
則
第
一
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項
関
係
]

八
税
制
改
革
法
の
廃
止

税
制
改
革
法
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
七
号
)
は
、
廃
止
す
る
も

の
と
す
る
。
[
附
則
第
二
項
関
係
〕

九

そ
の
他



そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

〈
資
料
1
⑤
v

法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

法
人
税
法
の
一
部
改
正
(
第
一
条
関
係
)

-
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
制
度
に
つ
い
て
、
特
定
株
式
等
(
株

式
等
の
保
有
割
合
が
二
五
%
以
上
の
も
の
)
以
外
の
株
式
等
に
係
る

受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
割
合
を
、
八
O
%
(
現
在
は
経
過
措
置

と
し
て
九
O
%
)
か
ら
六
O
%
に
引
き
下
げ
る
。
ま
た
、
解
散
に
よ

る
清
算
所
得
の
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

(
法
人
税
法
第
二
十
三
条
、
第
九
十
三
条
関
係
)

(
注
)
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に

開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
及
び
当
該
期
間
に
お
け

る
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
の
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
特
定
株
式

等
以
外
の
株
式
等
に
係
る
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
割
合
等
を
七

五
%
と
す
る
。
(
附
則
第
三
条
、
第
五
条
関
係
)

2

賞
与
引
当
金
制
度
に
つ
い
て
、
繰
入
限
度
額
を
、
使
用
人
等
に
対

し
て
支
給
さ
れ
た
賞
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
金
額
の
八
O
%

に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
(
法
人
税
法
第
五
十
四
条
関
係
)

(
注
)
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に

開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
繰
入
限

度
額
を
、
使
用
人
等
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
賞
与
の
額
を
基
礎
と
し

て
計
算
し
た
金
額
の
九
O
%
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

(
附
則
第
四
条
関
係
)

3 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

相
続
税
法
の
一
部
改
正
(
第
二
条
関
係
)

相
続
税
の
最
高
税
率
の
引
上
げ

税
率
の
適
用
区
分
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
最
高
税
率
を
七

O
%
か
ら
七
五
%
に
引
き
上
げ
る
。
(
相
続
税
法
第
十
六
条
関
係
)

l 
税

改

案

率

現

正

行

七
O
%

五
億
円
を
超
え
一

O
億
円
以
下
の
金
額

五
億
円
を
超
え
る
金
額

七
五
%

一
O
億
円
を
超
え
る
金
額

(
注
)
右
記
の
改
正
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
の
相
続
又
は
遺
贈
か

ら
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
(
附
則
第
六
条
関
係
)

2 

贈
与
税
の
最
高
税
率
の
引
上
げ

税
率
の
適
用
区
分
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
最
高
税
率
を
七

O
%
か
ら
七
五
%
に
引
き
上
げ
る
。
(
相
続
税
法
第
二
十
一
条
の
七
関
係
)
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税

改

案

正

現

行

率

七

O
%

七
千
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
の
金
額

七
千
万
円
を
超
え
る
金
額



料

一
億
円
を
超
え
る
金
額

七
五
%

資

(
注
)
右
記
の
改
正
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
す

る

こ

と

と

す

る

。

(

附

則

第

六

条

関

係

)

3 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

酒
税
法
の
一
部
改
正
(
第
三
条
関
係
)

酒
税
の
税
率
を
次
の
よ
う
に
引
き
上
げ
る
。

l 

種

現

(
酒
税
法
第
二
十
二
条
関
係
)

行

改

正

案

類

(
各
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
)

清
酒
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
一
五
度
)

二
ニ
三
、
七

O
O円

合
成
清
酒
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
一
五
度
)

六
五
、
七

O
O円

し
ょ
'
フ
ち
ゅ
〉
フ

し
よ
う
ち
ゅ
う
甲
類
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
二
五
度
)

一
一
九
、
八

O
O円

し
よ
う
ち
ゅ
う
乙
類
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
二
五
度
)

七

O
、
八

O
O円

み
り
ん
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
二
ニ
・
五
度
)

a:
、
六

O
O円

一
六

O
、
六

O
O円

八
一
、
六

O
O円

一
三
七
、
五

O
O円

八
九
、

0
0
0円

三
九
、
八

O
O円

ビ
ー
ル

果
実
酒
類

二
O
八
、
四

O
O円

四
六
、
三

O
O円

甘
味
果
実
酒
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
一
二
度
)

八
五
、

0
0
0円

ウ
イ
ス
キ
ー
類
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
四

O
度
)

九
八
二
、
三

O
O円

ス
ピ
リ
ッ
ツ
類
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
三
七
度
)

三
三
一
、
四

O
O円

果
実
酒

リ
キ
ュ
ー
ル
類
(
ア
ル
コ
ー
ル
分
一
一
一
度
)

八
五
、

0
0
0円

二
二
三
、
三

O
O円

八
七
、
六

O
O円

一
一
七
、
三

O
O円

て

O
六
九
、
七

O
O円

ー」ノ、

八

O
O円

一
一
七
、
三

O
O円

雑
酒
発
泡
酒
(
麦
芽
重
量
割
合
が
六
七
%
以
上
の
も
の
)

二
O
八
、
四

O
O円

発
泡
酒
(
麦
芽
重
量
割
合
が
二
五
%
以
上
六
七
%
未
満
の
も
の
)

一
四
三
、
四

O
O円

発
泡
酒
(
そ
の
他
の
も
の
)

二
二
三
、
一
ニ

O
O円

一
五
三
、
六

O
O円

七
八
、
三

O
O円
八

三

、

九

O
O円

粉

末

酒

二

七

六

、

四

O
O円
三

八

一

、

三

O
O円

そ
の
他
の
雑
酒
(
み
り
ん
に
類
似
す
る
も
の
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
一
三
・
五
度
)

北法41(4・276)1736
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二
一
、
六

O
O円

そ
の
他
の
雑
酒
(
そ
の
他
の
も
の
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
二
一
度
)

八
五
、

0
0
0円
一

一

七

、

三

O
O円

以
上
の
ほ
か
、
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
に
よ
る
加
算
、
減
算
税
率
を
右

記
に
準
じ
て
改
め
る
と
と
も
に
、
発
泡
性
を
有
す
る
酒
類
の
加
算
税

率
を
一
一
、
二

O
O円
(
現
行
一

O
、
四

O
O円
)
に
引
き
上
げ
る
。

(
注
二
清
酒
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、
一
級
及
び
二
級
に
区
分
し
、
そ
の
税
率
を
、

ア
ル
コ
ー
ル
分
日
度
の
も
の
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
、
一
級
に
つ

い
て
は
二
二
一
、
七

O
O円
、
二
級
に
つ
い
て
は
一
四

O
、
三

O
O

円
と
す
る
経
過
措
置
を
講
ず
る
。
(
附
則
第
八
条
関
係
)

(
注
一
一
)
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
平
成
四
月
一
目
前
に
行
わ
れ
た
未
納

税
移
出
等
及
び
未
納
税
引
取
り
等
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
同
日
に
お
け
る
手
持
品
で
あ
る
酒
類
に
つ
い
て
、

酒
税
を
課
す
る
こ
と
と
す
る
。
(
附
則
第
九
条

1
第
十
一
条
関
係
)

2

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

た
ば
こ
税
法
の
一
部
改
正
(
第
四
条
関
係
)

た
ば
こ
税
の
税
率
を
次
の
よ
う
に
引
き
上
げ
る
。

(
た
ば
こ
税
法
第
十
一
条
関
係
)

改
正
案

三
九
、
八

O
O円

四
1 

現
行

製
造
た
ば
こ
(
旧
三
級
品
を
除
く
。
)

三

、

一

二

六

円

/

千

本

三

、

二

八

六

円

/

千

本

特
定
販
売
業
者
以
外
の
者
に
よ
り
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ

る
製
造
た
ば
こ

六

、

二

五

二

円

/

千

本

六

、

五

七

二

円

/

千

本

専
売
納
付
金
制
度
下
に
お
い
て
三
級
品
と
さ
れ
て
い
た
紙
巻
た
ば

こ
(
旧
三
級
品
)
の
た
ば
こ
税
の
税
率
を
次
の
よ
う
に
引
き
上
げ
る
。

(
た
ば
こ
税
法
附
則
第
二
条
関
係
)

現

行

改

正

案

一

、

四

八

四

円

/

千

本

一

、

五

八

O
円
/
千
本

(
注
)
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
平
成
二
年
四
月
一
目
前
に
行
わ
れ
た

未
納
税
移
出
等
及
び
未
納
税
引
取
り
等
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
同
日
に
お
け
る
手
持
品
で
あ
る
製
造
た
ば
こ

に
つ
い
て
、
た
ば
こ
税
を
課
す
る
こ
と
と
す
る
。

① ② 
2 3 

(
附
則
第
十
四
条

1
第
十
六
条
関
係
)

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

有
価
証
券
取
引
税
法
の
一
部
改
正
(
第
五
条
関
係
)

次
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
対
す
る
税
率
を
次
の
よ
う
に
引
き
上
げ

る

。

(

有

価

証

券

取

引

税

法

第

十

条

関

係

)

現

行

改

正

案

北法41(4・277)1737

五
1 



料資

① 

株
券
等

第
一
種
譲
渡
価
額
の

0
・
二
一
%
譲
渡
価
額
の

0
・
一
五
%

第
二
種
譲
渡
価
額
の

0
・
三
O
%
譲
渡
価
額
の

0
・
四
O
%

転
換
社
債
券
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券

第
一
種
譲
渡
価
額
の

0
・
0
六
%
譲
渡
価
額
の

0
・
0
七

%

第
二
種
譲
渡
価
額
の

0
・
一
六
%
譲
渡
価
額
の

0
・
二
一
%

(
注
)
右
記
の
改
正
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
有
価

証
券
の
譲
渡
に
係
る
有
価
証
券
取
引
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と

と

す

る

。

(

附

則

第

十

八

条

関

係

)

② 2 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
(
第
六
条
関
係
)

法
人
税
率
等
の
特
例

法
人
税
率
に
つ
い
て
次
の
特
例
を
設
け
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
二
関
係
)

①
普
通
法
人
又
は
法
人
格
の
な
い
社
団
等
の
各
事
業
年
度
の
所
得

に
係
る
法
人
税
率
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
三
七
・
五
%
(
現
在
は

経
過
措
置
と
し
て
四
O
%
)
に
対
し
て
四
O
%
と
す
る
。

②
内
国
法
人
で
あ
る
普
通
法
人
が
解
散
又
は
合
併
し
た
場
合
に
お

け
る
清
算
所
得
に
係
る
法
人
税
率
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
三
三
%

(
現
在
は
経
過
措
置
と
し
て
三
五
・
二
%
)
に
対
し
て
三
五
・
二
%

中ノ、
1 (1) 

と
す
る
。

北法41(4・278)1738

ω
配
当
等
に
充
て
た
所
得
に
対
す
る
法
人
税
率
を
軽
減
す
る
特
例
に

つ
い
て
、
次
の
法
人
の
区
分
に
応
じ
次
の
税
率
に
よ
る
こ
と
と
し
て

存
続
さ
せ
る
。
(
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
三
関
係
)

普
通
法
人
三
五
%
(
現
在
は
経
過
措
置
と
し
て
三
五
%
)

中
小
法
人
二
五
%
(
現
在
は
経
過
措
置
と
し
て
二
六
%
)

協
同
組
合
等
二
五
%
(
現
在
は
経
過
措
置
と
し
て
二
五
%
)

ω
右
記

ωの
改
正
に
伴
い
、
法
人
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
受
け
た

益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
配
当
等
の
金
額
が
所
得
等
か
ら
し
た
配
当

等
の
金
額
を
超
え
る
場
合
に
、
そ
の
超
え
る
金
額
の
一
一
了
五
%
に

相
当
す
る
金
額
を
益
金
の
額
に
算
入
す
る
特
例
を
存
続
さ
せ
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
三
の
二
関
係
)

(
注
)
右
記
の
改
正
は
、
法
人
の
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は

合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と

と

す

る

。

(

附

則

第

二

十

三

条

関

係

)

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

土
地
税
制

長
短
区
分
等
の
特
例
の
廃
止

個
人
が
土
地
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
期

(4) 2 
① 
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聞
が
一

O
年
以
下
で
あ
っ
て
も
五
年
を
超
え
て
い
れ
ば
、
そ
の
譲

渡
等
に
よ
る
所
得
は
短
期
譲
渡
所
得
又
は
分
離
重
課
の
対
象
と
な

る
事
業
所
得
若
し
く
は
雑
所
得
に
該
当
し
な
い
と
す
る
特
例
を
廃

止
す
る
。
(
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
四
、
第
三
十

一
条

1
第
三
十
一
条
の
三
、
第
三
十
二
条
関
係
)

②
法
人
が
土
地
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
期

聞
が
一

O
年
以
下
で
あ
っ
て
も
五
年
を
超
え
て
い
れ
ば
、
そ
の
土

地
等
は
土
地
譲
渡
益
重
課
制
度
の
対
象
と
な
る
短
期
所
有
土
地
等

に
該
当
し
な
い
と
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
三
条
関
係
)

(
注
)
右
記
の
改
正
は
、
個
人
又
は
法
人
の
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後

に
行
う
土
地
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
附
則
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
関
係
)

ω
超
短
期
所
有
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
課
税
の
特
例
の
適
用
期
限
の

延
長
①
 
個
人
が
所
有
期
間
が
二
年
以
下
の
土
地
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
譲
渡
等
に
よ
る
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
を
特
別

の
税
率
に
よ
る
分
離
重
課
の
対
象
と
す
る
特
例
に
つ
い
て
そ
の
適

用
期
限
を
延
長
し
当
分
の
間
存
続
さ
せ
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
五
関
係
)

② 

法
人
が
所
有
期
聞
が
二
年
以
下
の
土
地
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
譲
渡
等
に
よ
る
譲
渡
益
を
特
別
の
税
率
に
よ
る

重
課
制
度
の
対
象
と
す
る
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
延

長
し
当
分
の
間
存
続
さ
せ
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
三
条
の
二
関
係
)

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

有
価
証
券
譲
渡
益
課
税

ω
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
源
泉
分
離
選
択
課
税
に
お
け

る
譲
渡
利
益
金
額
に
つ
い
て
、
次
の
上
場
株
式
等
の
譲
渡
の
区
分
に

応
じ
次
の
よ
う
に
引
き
上
げ
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
関
係
)

①
転
換
社
債
又
は
新
株
引
受
権
付
社
債
の
譲
渡

現

行

改

正

案

譲
渡
対
価
額
の
ニ
・
五
%
譲
渡
対
価
額
の
三
・
五
%

②
上
場
株
式
等
の
譲
渡
(
①
の
譲
渡
及
び
信
用
取
引
等
に
よ
る
譲

渡
等
を
除
く
。
)
譲
渡
対
価
額
の
五
%
譲
渡
対
価
額
の
七
%

(
注
)
右
記
の
改
正
は
、
平
成
二
年
四
月
一
白
以
後
に
行
わ
れ
る
上
場

株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
附
則
第
二
十
二
条
関
係
)

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

(3) 3 
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(2) 



料

4

そ
の
他

ω
法
人
税
率
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
に
伴
い
、
み
な
し
法
人
課
税
を

選
択
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
に
お
け
る
み
な
し
法
人
所
得
に
対
す

る
税
率
等
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
の
二
関
係
)

ω
法
人
税
率
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
に
伴
い
、
特
定
の
協
同
組
合
等

の
法
人
税
率
の
特
例
に
お
け
る
協
同
組
合
等
の
各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
の
特
別
の
税
率
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
三
関
係
)

ω
物
品
税
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
伴
い
、
外
航
船
等
に
積
み
込
む
た

め
移
出
さ
れ
る
第
二
種
物
品
に
係
る
物
品
税
を
免
除
す
る
等
の
特
例

を
設
け
る
。

(
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
八
条
の
三
j
第
八
十
八
条
の
四
の
二
関

資

係
)
ω
通
行
税
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
伴
い
、
離
島
航
空
路
線
の
旅
客
運

賃
に
係
る
通
行
税
の
税
率
を
三
%
(
原
則
五
%
)
に
軽
減
す
る
特
例

を
設
け
る
。
(
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
二
条
関
係
)

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

F
h
d
 

七
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

な
し
法
人
課
税
を
選
択
し
た
場
合
の
特
例
に
関
す
る
改
正
規
定
は
、
平

成
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
(
附
則
第
一
条
関
係
)

北法41(4・280)1740

み

〈
資
料
1
⑥〉

通
行
税
法
案
要
綱

一
納
税
義
務
者

汽
車
、
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
船
舶
(
ろ
か
い
の
み
を
も
っ
て
運
転

し
、
又
は
主
と
し
て
ろ
か
い
を
も
っ
て
運
転
す
る
舟
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
及
び
航
空
機
の
乗
客
は
、
通
行
税
を

納

め

る

義

務

が

あ

る

も

の

と

す

る

。

(

第

一

条

関

係

)

二
課
税
標
準
及
び
税
率

通
行
税
の
課
税
標
準
は
、
汽
車
、
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
船
舶
(
以

下
「
汽
車
等
」
と
い
う
。
)
及
び
航
空
機
の
旅
客
運
賃
、
特
別
急
行
料
金
、

急
行
料
金
、
準
急
行
料
金
、
寝
台
料
金
又
は
特
別
車
両
料
金
等
と
し
、

そ
の
税
率
は
、
百
分
の
五
と
す
る
も
の
と
す
る
。
(
第
二
条
関
係
)

三

非

課

税

次
の
者
は
、
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
行
税
を
納
め
る
義
務
が
な
い
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、

1
又
は
2
の
者
が
支
払
う
寝
台
料
金
(
一
般
の

乗
客
が
通
常
利
用
す
る
寝
台
に
係
る
料
金
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
)
又
は
特
別
車
両
料
金
等
に
係
る
通
行
税
並
び
に

3
又
は
4
の



乗
客
が
通
常
利
用
す
る
寝
台
に
係
る
料
金
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
)
又
は
特
別
車
両
料
金
等
ひ
係
る
通
行
税
並
び
に

3
又
は
4
の

者
(
汽
車
等
の
二
等
の
乗
客
及
び
船
舶
の
一
等
の
乗
客
を
除
く
。
)
が
支

払
う
こ
の
法
律
の
施
行
地
内
に
あ
る
停
車
船
場
(
飛
行
場
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
)
聞
の
旅
客
運
賃
、
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
、
準
急
行
料

金
、
寝
台
料
金
又
は
特
別
車
両
料
金
等
及
び

3
又
は
4
の
者
が
汽
車
等

の
二
等
の
乗
客
又
は
船
舶
の
一
等
の
乗
客
と
し
て
支
払
う
こ
の
法
律
の

施
行
地
内
に
あ
る
停
車
船
場
開
の
寝
台
料
金
(
一
般
の
乗
客
が
通
常
利

用
す
る
寝
台
に
係
る
料
金
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
)
又
は

特
別
車
両
料
金
等
に
係
る
通
行
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も

の
と
す
る
。

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

1 

汽
車
等
の
二
等
の
乗
客

(
3
及
び

4
の
者
を
除
く
。
)

船
舶
の
一
等
の
乗
客

(
3
及
び
4
の
者
を
除
く
。
)

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
地
内
に
来
る
乗
客

こ
の
法
律
の
施
行
地
内
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
行
く
乗
客

(
第
三
条
関
係
)

2 3 4 
四

等
級
区
分

汽
車
等
で
普
通
旅
客
運
賃
に
き
つ
上
下
の
区
分
を
設
け
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
二
等
の
等
級
を
定
め
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

汽
車
等
で
普
通
旅
客
運
賃
に
つ
き
上
下
の
区
分
を
設
け
る
も
の
に

1 2 

五

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
賃
に
対
応
す
る
等
級
は
、
こ
れ
ら
に
付

せ
ら
れ
た
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
次
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る

等
級
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

ω
最
低
の
運
賃
及
び
最
低
の
運
賃
の
百
分
の
百
五
十
未
満
の
運
賃
に

対
応
す
る
等
級
二
等

ω
最
低
の
運
賃
の
百
分
の
百
五
十
以
上
百
分
の
三
百
未
満
の
運
賃
に

対
応
す
る
等
級
一
等

ω
最
低
の
運
賃
の
百
分
の
三
百
以
上
の
運
賃
に
対
応
す
る
等
級
一

等

及

び

二

等

以

外

の

等

級

(

第

四

条

関

係

)

徴
収
等

通
行
税
は
、
汽
車
等
又
は
航
空
機
に
よ
り
旅
客
を
運
送
す
る
事
業
を

営
む
者
が
、
旅
客
運
賃
、
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
、
準
急
行
料
金
、

寝
台
料
金
又
は
特
別
車
両
料
金
等
の
領
収
の
際
に
徴
収
し
、
そ
の
徴
収

の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。

(
第
五
条
関
係
)

ム

ノ、

営
業
の
開
廃
等
の
申
告
等

営
業
の
開
廃
等
の
申
告
、
記
帳
義
務
、
罰
則
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施

行
に
関
し
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

北法41(4・281)1741

(
第
六
条

1
第
十
四
条
関
係
)

七

施
行
期
日
等



料

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
領

収
す
る
旅
客
運
賃
、
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
、
準
急
行
料
金
、
寝

台
料
金
又
は
特
別
車
両
料
金
等
(
同
日
前
に
行
っ
た
汽
車
等
又
は
航
空

機
に
よ
る
役
務
の
提
供
に
係
る
対
価
と
し
て
領
収
す
る
も
の
を
除
く
。
)

に
係
る
通
行
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

資

附
則
第
一
条
関
係
)

/¥ 

経
過
措
置

営
業
の
開
廃
等
の
申
告
等
に
関
す
る
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る

も

の

と

す

る

。

(

附

則

第

二

条

1
第
三
条
関
係
)

九

関
係
法
律
の
改
正

議
院
に
出
頭
す
る
証
人
等
の
旅
費
及
び
日
当
に
関
す
る
法
律
そ
の
他

の
法
律
に
関
し
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(
附
則
第
四
条

1
第
十
条
関
係
)

〈
資
料
1
⑦
v

物
品
税
法
案
要
綱

課
税
物
品

別
表
に
掲
げ
る
物
品
に
は
、
物
品
税
を
課
す
る
も
の
と
す
る
。

(
第
一
条
、
別
表
関
係
)

納
税
義
務
者

1 
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
種
の
物
品
の
販
売
業
者
は
、
そ
の
小
売
を
し
た
第
一
種
の
課

税
物
品
に
つ
き
物
品
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
こ
と
。

第
二
種
の
物
品
の
製
造
者
は
、
第
二
種
の
課
税
物
品
で
、
そ
の
製

造
に
係
る
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
き
、
物
品
税
を
納
め

る
義
務
が
あ
る
こ
と
。

課
税
物
品
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
者
は
、
そ
の
引
き
取
る
課

税
物
品
に
つ
き
、
物
品
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
こ
と
。

北法41(4・282)1742

2 3 

(
第
三
条
関
係
)

四

非
課
税

別
表
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
そ
の
価
格
の
同
種
物
品
に
係
る
価
格

体
系
の
う
ち
に
占
め
る
位
置
が
低
い
こ
と
又
は
特
殊
な
性
状
、
構
造
、

機
能
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
消
費
者
の
生
活
及
び
産
業
経
済
に

及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
物
品
税
を
課
さ
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
物
品
税

を

課

さ

な

い

も

の

と

す

る

。

(

第

十

一

条

関

係

)

課
税
標
準

物
品
税
の
課
税
標
準
は
、
次
の
物
品
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る

金
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

ω
第
一
種
の
課
税
物
品

当
該
小
売
に
係
る
小
売
価
格
に
相
当
す
る



金
額
ω
第
二
種
の
課
税
物
品
通
常
の
卸
取
引
形
態
に
よ
る
通
常
の
卸
市

場
価
格
に
相
当
す
る
金
額

ω
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
課
税
物
品
関
税
定
率
法
第
四
条

か
ら
第
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
価
格
に
当
該
物

品
に
係
る
関
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
額(
第
十
三
条
関
係
)

五

税
率
税
率
は
別
表
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
種
の
物
品
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
百
分
の
十
、
百
分
の
八
と
し
、
第
二
種
の
物
品
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
百
分
の
八
、
百
分
の
六
、
百
分
の
四
と
す
る
も

(
第
十
六
条
、
別
表
関
係
)

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

の
と
す
る
。

ム

/、

免
税
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
物
品
に
係
る
物
品
税
を
免
除
す

る
も
の
と
す
る
。

噌

Eム

第
二
種
の
物
品
の
製
造
者
が
第
二
種
の
物
品
の
原
料
又
は
材
料
と

す
る
た
め
に
他
の
製
造
場
に
移
出
す
る
等
の
場
合

ω
保
税
地
域
か
ら
第
二
種
の
物
品
の
材
料
又
は
原
料
と
す
る
た
め
に

引
き
取
る
等
の
場
合

ω
第
一
種
の
物
品
の
販
売
業
者
又
は
第
二
種
の
物
品
の
製
造
者
が
輸

出
す
る
自
的
で
当
該
物
品
を
小
売
又
は
製
造
場
か
ら
移
出
す
る
等
の

七

場
合
ω
学
校
等
の
教
育
機
関
の
用
に
供
す
る
等
の
場
合

(
第
十
九
条

1
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十

八
条
、
第
二
十
九
条
関
係
)

申
告
、
納
付
等

物
品
税
の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ

の
期
限
ま
で
に
当
該
物
品
に
係
る
物
品
税
に
つ
い
て
申
告
、
納
付
等
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

ω
第
一
種
の
物
品
の
販
売
業
者
翌
月
末
日
ま
で

ω
第
二
種
の
物
品
の
製
造
者
翌
々
月
末
日
ま
で

ω
関
税
法
に
規
定
す
る
申
告
納
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
課
税
物
品
を

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ろ
う
と
す
る
者
当
該
引
取
り
の
時
ま
で

ω
関
税
法
に
規
定
す
る
賦
課
課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
課
税
物
品
を

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ろ
う
と
す
る
者
当
該
引
取
り
の
際

(
第
三
十
一
条

1
第
三
十
五
条
関
係
)

北法41(4・283)1743

/¥ 

営
業
開
廃
申
告
等

営
業
開
廃
申
告
、
販
売
業
者
証
明
書
、
記
帳
義
務
、
物
品
税
証
紙
、

罰
則
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る

も

の

と

す

る

。

(

第

五

章

、

第

六

章

関

係

)



料

九

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

(
附
則
第
一
条
関
係
)

資

十

経
過
措
置

手
持
品
課
税
そ
の
他
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
附
則
第
二
条

1
第
八
条
関
係
)

十

関
係
法
律
の
改
正

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律

そ
の
他
の
法
律
に
関
し
、
必
要
な
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(
附
則
第
九
条

1
第
二
十
二
条
関
係
)

〈
資
料
1
⑧
〉

入
場
税
法
案
要
綱

課
税
範
囲

次
に
掲
げ
る
場
所
へ
の
入
場
に
は
、
入
場
税
を
課
す
る
も
の
と
す
る
。

ω
映
画
、
演
劇
、
演
芸
、
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
又
は
見
せ
物
を
多
数
人

に
見
せ
、
又
は
聴
か
せ
る
場
所

ω
競
馬
場
及
び
競
輪
場

ωω
に
掲
げ
る
場
所
に
類
す
る
場
所
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の

(
第
一
条
関
係
)

納
税
義
務
者

興
行
場
等
の
経
営
者
等
は
、
興
行
場
等
へ
の
入
場
者
か
ら
領
収
す
る

入
場
料
金
に
つ
い
て
、
入
場
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

北法41(4・284)1744

(
第
三
条
関
係
)

課
税
標
準
及
び
税
率

入
場
税
は
、
入
場
料
金
を
課
税
標
準
と
し
、
入
場
料
金
の
百
分
の
五

の
税
率
に
よ
り
課
す
る
も
の
と
す
る
。
(
第
四
条
関
係
)

四

免

税

点

入
場
料
金
が
一
人
一
回
の
入
場
に
つ
い
て
、
次
の
区
分
に
応
じ
、
次

に
掲
げ
る
金
額
以
下
で
あ
る
と
き
は
入
場
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

山
映
画
を
催
す
場
所
二
千
円

ω
主
と
し
て
演
劇
、
演
芸
、
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
又
は
見
せ
物
を
催
す

場
所
五
千
円

ω
競

馬

場

、

競

輪

場

等

三

十

円

(

第

五

条

関

係

)

五
免
税
興
行

学
校
、
社
会
教
育
関
係
団
体
等
が
主
催
す
る
催
物
が
一
定
の
条
件
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
催
物
が
行
わ
れ
る
場
所
へ
の
入
場
に
つ
い
て
は
、
入
場
税
を
免
除
す

る

も

の

と

す

る

。

(

第

八

条

、

別

表

関

係

)

ム

ノ、

非
課
税



1 

国
が
企
画
し
て
行
う
催
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
催
す
場
所
等

へ
の
入
場
に
つ
い
て
は
、
入
場
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

学
校
等
の
教
員
等
の
引
率
に
よ
り
、
生
徒
等
の
団
体
を
興
行
場
等

へ
入
場
さ
せ
る
場
合
に
は
、
入
場
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

(
第
九
条
関
係
)

2 
七

申
告
及
び
納
付

興
行
場
等
の
経
営
者
等
は
、
そ
の
興
行
場
等
ご
と
に
、
毎
月
、
課
税

標
準
額
、
入
場
税
額
等
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、

そ
の
興
行
場
等
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
、
同
日
ま
で
に
入
場
税
を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。(
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
)

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

J¥ 

入
場
券
の
交
付
等

入
場
料
金
が
免
税
点
以
下
の
金
額
で
あ
る
場
合
、
税
務
署
長
が
指

定
す
る
免
税
興
行
の
場
合
、
非
課
税
の
場
合
等
を
除
き
、
経
営
者
等

は
、
政
府
が
発
行
す
る
用
紙
を
も
っ
て
入
場
券
と
し
、
こ
れ
を
入
場

者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

経
営
者
等
は
、
指
定
席
券
に
よ
り
入
場
さ
せ
る
場
合
そ
の
他
特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た

と
き
は
、
興
行
場
等
ご
と
に
、
政
府
が
発
行
す
る
用
紙
以
外
の
用
紙

で
作
成
し
た
入
場
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

1 2 

九

(
第
十
四
条
、
第
十
五
条
関
係
)

課
税
入
場
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
等
の
申
告
等

課
税
入
場
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
等
の
申
告
、
記
帳
義
務
、

罰
則
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る

も

の

と

す

る

。

(

第

十

六

条

1
第
二
十
四
条
関
係
)

十

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

(
附
則
第
一
条
関
係
)

十

経
過
措
置

施
行
目
前
の
入
場
料
金
の
領
収
に
係
る
入
場
税
に
関
す
る
経
過
措
置

そ
の
他
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
附
則
第
二
条

1
第
四
条
関
係
)

十

印
紙
等
模
造
取
締
法
等
の
改
正

印
紙
等
模
造
取
締
法
そ
の
他
の
法
律
に
関
し
、
必
要
な
規
定
の
整
備

を

行

う

も

の

と

す

る

。

(

附

則

第

五

条

1
第
十
一
条
関
係
)

〈
資
料
1
⑨
v

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税

道
府
県
た
ば
こ
税
の
税
率
を
千
本
に
つ
き
千
百
八
十
六
円
に
、
市

北法41(4・285)1745

1 



料

町
村
た
ば
こ
税
の
税
率
を
千
本
に
つ
き
二
千
百
円
と
す
る
こ
と
。

(
第
七
十
四
条
の
五
、
第
四
百
六
十
八
条
関
係
)

旧
三
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
、
道
府
県
た
ば
こ
税
の
税
率

を
千
本
に
つ
き
五
百
七
十
円
に
、
市
町
村
た
ば
こ
税
の
税
率
を
千
本

に
つ
き
千
十
円
と
す
る
こ
と
。

資

2 

(
附
則
第
十
二
条
の
二
、
附
則
第
三
十
条
の
三
関
係
)

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
を
娯
楽
施
設
利
用
税
に
改
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の

納
税
義
務
者
等
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

-
ゴ
ル
フ
場
の
ほ
か
、
舞
踏
場
、
ぱ
ち
ん
こ
場
、
ま
あ
じ
ゃ
ん
場
、

ボ
ー
リ
ン
グ
場
等
の
施
設
の
利
用
に
対
し
、
そ
の
施
設
所
在
の
道
府

県
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
者
に
課
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
五
条
関
係
)

2

課
税
標
準
は
、
利
用
料
金
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
に
よ
っ

て
は
当
該
施
設
の
床
面
積
そ
の
他
を
標
準
と
す
る
外
形
課
税
等
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
六
条
関
係
)

3

標
準
税
率
は
、
ゴ
ル
フ
場
に
つ
い
て
は
一
人
一
日
に
つ
き
千
百
円

と
し
、
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
は
利
用
料
金
の
百
分
の
十
と
す
る

と

と

。

(

第

七

十

七

条

関

係

)

4

徴
収
に
つ
い
て
は
、
外
形
課
税
等
の
場
合
に
申
告
納
付
又
は
普
通

徴
収
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
特
別
徴
収

の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
特
別
徴
収
に
よ
る

場
合
は
、
利
用
券
を
交
付
す
る
際
に
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。
(
第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
関
係
)

北法41(4・286)1746

四

特
別
地
方
消
費
税

特
別
地
方
消
費
税
を
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
改
め
、
そ
の
標
準
税
率

を

百

分

の

十

と

す

る

こ

と

。

(

第

百

十

五

条

関

係

)

電
気
税
及
び
ガ
ス
税

電
気
税
及
び
ガ
ス
税
を
設
け
、
そ
の
納
税
義
務
者
等
を
次
の
と
お
り

と
す
る
こ
と
。

I 

電
気
税
は
電
気
に
対
し
、
ガ
ス
税
は
ガ
ス
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、

料
金
を
課
税
標
準
と
し
て
、
そ
の
使
用
地
所
在
の
市
町
村
に
お
い
て
、

そ
の
使
用
者
に
課
す
る
こ
と
。
(
第
四
百
八
十
六
条
関
係
)

電
気
税
の
税
率
は
百
分
の
三
と
し
、
ガ
ス
税
の
税
率
は
百
分
の
こ

と

す

る

こ

と

。

(

第

四

百

九

十

一

条

関

係

)

電
気
税
及
び
ガ
ス
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
者
文
は
ガ

ス
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
し
な
い
で
他
人
に
電
気
又
は
ガ
ス
を
使
用

さ
せ
る
場
合
等
に
お
い
て
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
特
別
徴

収
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

2 3 

(
第
四
百
九
十
三
条
関
係
)

五

そ
の
他



消費税廃止関連法案の立案・審議過程

1 

国
税
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
の
改
正
に
対
応
し
て
、
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
事
業
税
に
関
し
、
次
の
改
正
を
行
う

こ
と
と
す
る
こ
と
。

み
な
し
法
人
課
税
を
選
択
し
た
場
合
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、

み
な
し
法
人
所
得
に
係
る
税
率
を
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(
附
則
第
三
十
三
条
の
二
、
改
正
法
附
則
第
三
条
関
係
)

ω
超
短
期
所
有
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用

期
間
を
、
当
分
の
間
と
す
る
こ
と
。(
附
則
第
三
十
三
条
の
四
関
係
)

ω
個
人
が
土
地
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
所
有
期
聞
が

五
年
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
、
そ
の
土
地
の
譲
渡
等
に
よ

る
所
得
が
短
期
譲
渡
所
得
又
は
分
離
重
課
の
対
象
と
な
る
事
業
所

得
若
し
く
は
雑
所
得
に
該
当
し
な
い
と
す
る
所
得
税
の
課
税
の
特

例
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
(
附
則

第
三
十
三
条
の
三
、
附
則
第
三
十
四
条
か
ら
附
則
第
三
十
四
条
の

三
ま
で
、
附
則
第
三
十
五
条
関
係
)

仙
法
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
、
国
税

に
お
け
る
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
の
特
例
措
置
の
例
に
よ
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
二
条
の
十
四
関
係
)

2 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

(
附
則
第
一
条
関
係
)

3 
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資料

〈資料2> 

O 消費税廃止関連9法案立案過程一覧

立案作業一法制局

'89 4党関係 廃止3法案関係 | 税制再改革基本法案 | 代替財源5保案

7.231 通常選挙

8. 7 1 社会党政審会長廃止法案立案依頼

121 4党税制改革協議会(1回要綱か法案か未定

141 4党政審事務局長依頼
161 4党政審との懇談会 司|廃止関連と再改革は先行する |項目の整理中

191 4党政審会長会談 l 
211 4党討議資料による概要説明 "， 1プロジェクト・チームの設置(以後、拡大)

231 4党税制改革協議会 |法案骨子を合意 |大綱を合意 |調整持ち越し

(連合の参加)

25 ←l経過措置未定分決定

30 I 4党政審事務局協議 E令

9.121 4党政審事務局 4 

131 社・税制改革勉強会 ←|法案内容説明

4党政審事務局 吋

191 4党政審事務局 司

民社、物品税復活方針固める

211 4党政審事務局・議員 ←|法案説明

221 4党協議

261 4党「消費税廃止・税制再改革法

案の提案について』公表

(連合正式参加"'

28 廃止・再改革法案発議

10.12 E今

ー今

18 発議者 争s

201 4党政審会長会議 E今

241 4党税制改革協議会最終合意

「消費税リ廃止に係る法案等の共同

提案についてJ公表

「消費税廃止関連全法案の合意に

当たって(共同声明)J

251 司

261 代替財源法案発議
311 発議者への説明会~1 1. 2 ゎ

全体の構成・考え方

酒税・たばこ税等決定

物品税・電気・ガスは

調整中

間接税関係概要説明

内容協議 l減税分を分離する

法案説明

法案引渡

10 .・e・…

自動車税の税率等持越

し

内容ほぽ閏まる

事業税改正見送り

株式小口取引特例問

題

間接税一本化案

株式小口取引特例断

念

所得税減税案提出見

送り

法案説明(未定稿)

物品税、電気税率決

定、印紙税復活せず

最終決定

法案引渡

o … 
法案説明

注)司は4党側から法制局への動き、やは法制局から 4党側への動きを示す。

北法41(4・288)1748



〈
資
料
3
〉

税
制
に
関
す
る
基
本
構
想
(
八
八
・
一

0
・
一
八

日
本
社
会
党

公
明
党

民
社
党

社
会
民
主
連
合

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

ω
趣
旨
・
:
国
民
合
意
の
税
制
改
革
の
た
め
に

政
府
・
自
民
党
は
、
消
費
税
と
い
う
公
約
違
反
の
大
型
間
接
税
を
中
心

と
す
る
税
制
改
革
六
法
案
の
国
会
審
議
を
急
ぎ
、
成
立
を
強
行
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
世
論
調
査
に
共
通
し
て
表
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
多
数
の
国
民
は
こ
れ
に
反
対
・
不
安
の
意
志
を
表
明
し
て
お
り
、

消
費
税
導
入
を
中
心
と
す
る
政
府
案
へ
の
国
民
合
意
は
何
ら
形
成
さ
れ
て

い
な
い
。
さ
ら
に
、
税
制
改
革
に
責
任
を
も
っ
政
府
・
与
党
の
首
脳
に
か

か
わ
る
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
の
徹
底
究
明
に
対
し
て
、
背
を
向
げ
た
ま
ま
消

費
税
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
国
民
は
強
い
不
信
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
民
多
数
の
世
論
と
意
志
に
反
す
る
も
の
を
、
国
会

多
数
の
力
で
成
立
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
容

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
税
の
基
本
は
国
民
の
信
頼
と
合
意
で
あ
る
と
確
信
し
て
い

る
。
ま
た
長
期
に
わ
た
る
抜
本
的
税
制
改
革
は
、
ど
う
い
う
国
民
負
担
で

ど
う
い
う
社
会
を
国
民
に
約
束
す
る
の
か
を
鮮
明
に
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、

言
う
な
ら
ば
一
一
一
世
紀
日
本
の
設
計
図
づ
く
り
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
政
府
は
、
そ
う
い
う
税
制
改
革
の

理
念
も
目
標
も
国
民
に
明
確
に
語
る
こ
と
も
な
く
、
民
主
的
な
手
順
を
無

視
し
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
大
型
間
接
税
導
入
だ
け
を
急
い
で
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
態
で
政
府
案
が
強
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
税
制
に
対
す
る
国
民

の
信
頼
は
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
段
階
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
国
民
合
意
の
税
制

改
革
の
た
め
に
、
こ
こ
に
税
制
の
基
本
的
原
則
と
一
二
世
紀
を
展
望
す
る

目
標
、
さ
ら
に
税
制
改
革
の
手
順
・
民
主
的
ル

l
ル
を
「
税
制
改
革
の
基

本
構
想
L

と
し
て
共
同
し
て
提
案
す
る
。
こ
こ
に
提
唱
す
る
寸
五
つ
の
原

則
・
五
つ
の
手
順
」
の
内
容
は
、
国
民
合
意
を
め
ざ
す
道
を
わ
れ
わ
れ
が

真
剣
に
検
討
し
た
結
果
で
あ
り
、
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
表
現
す
る
も

の
と
確
信
す
る
。

こ
の
共
同
提
案
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
ま
で
税
制
改
革
の
基
本
要
求
と

し
て
提
起
し
て
き
た
内
容
|
|
す
な
わ
ち
日
本
社
会
党
土
井
委
員
長
の
「
税

制
改
革
の
四
つ
の
基
本
要
求
」
の
提
唱
、
公
明
党
矢
野
委
員
長
の
「
税
制

改
革
基
本
法
」
の
提
唱
、
民
社
党
塚
本
委
員
長
の
「
税
制
改
革
の
三
原
則
」

の
提
唱
を
基
礎
に
し
、
四
野
党
政
策
審
議
会
長
・
政
策
委
員
長
の
二
回
に

わ
た
る
合
意
事
項
|
|
「
税
制
改
革
の
五
つ
の
手
順
」
と
寸
政
府
・
自
民
党
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の
税
制
改
革
大
綱
に
対
す
る
共
同
見
解
」
と
あ
わ
せ
て
共
通
の
見
解
と
し

て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

資

わ
れ
わ
れ
は
国
会
で
ま
ず
こ
の
提
案
を
徹
底
的
に
討
議
す
る
こ
と
を
強

く
要
求
す
る
。
税
制
改
革
の
基
本
構
想
か
ら
個
別
の
各
論
へ
と
議
論
す
る

の
が
当
然
の
ス
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
、
世
界
の
間
接
税
制
に

例
の
な
い
仕
組
み
の
、
問
題
の
多
い
消
費
税
を
急
い
で
強
行
す
る
な
ら
深

刻
な
矛
腐
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
国
民
合
意
で
二
一
世
紀
時

代
に
責
任
を
も
っ
税
制
改
革
の
た
め
に
、
こ
の
提
案
の
実
現
を
め
ざ
し
て

力
を
合
わ
せ
、
真
剣
に
努
力
す
る
。

ω
税
制
の
五
つ
の
原
則

①
国
民
合
意
の
原
則

税
制
の
最
も
重
要
な
基
礎
は
、
民
主
主
義
と
国
民
合
意
で
あ
る
。

税
制
改
革
に
あ
た
っ
て
は
広
く
国
民
の
参
加
を
保
障
し
、
国
民
に
情

報
を
公
開
し
、
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

② 

公
平
・
公
正
の
原
則

税
負
担
の
不
可
欠
の
原
別
で
あ
る
公
平
・
公
正
を
確
保
す
る
た
め

に
最
大
限
の
努
力
を
払
い
、
不
公
平
税
制
是
正
を
徹
底
し
、
税
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
と
民
主
的
な
納
税
意
識
を
確
立
す
る
。

総
合
課
税
と
応
能
負
担
の
原
則

③ 

④ 

税
制
の
基
本
に
総
合
課
税
主
義
を
置
い
て
負
担
の
公
平
を
期
す
と

と
も
に
、
社
会
の
変
化
に
即
応
す
る
応
能
負
担
原
則
を
確
立
す
る
。

わ
が
国
の
税
制
の
歴
史
か
ら
み
て
、
直
接
税
を
根
幹
と
し
て
間
接
税

を
補
完
と
す
る
制
度
を
と
る
。

地
方
自
治
尊
重
の
原
則

憲
法
に
基
づ
く
地
方
自
治
の
本
旨
を
尊
重
し
、
分
権
と
自
治
の
発

展
の
た
め
の
地
方
財
政
の
確
立
を
展
望
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

国
と
地
方
を
通
ず
る
行
財
政
の
長
期
展
望
に
基
づ
く
改
革
を
推
進
す

る。

北法41(4・290)1750

⑤ 

福
祉
社
会
の
原
則

二
一
世
紀
時
代
を
展
望
し
、
国
民
負
担
の
理
解
と
合
意
が
得
ら
れ

る
よ
う
、
福
祉
の
社
会
を
築
く
た
め
の
充
分
な
計
画
の
策
定
と
実
施

が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
税
制
を
通
ず
る
社
会
的
再
配
分
機
能
が
健
全

に
機
能
す
る
よ
う
資
産
課
税
の
適
正
化
、
低
所
得
者
、
社
会
的
弱
者

等
に
充
分
配
慮
す
る
。

ω
税
制
改
革
の
五
つ
の
手
順

①
民
主
的
ル

1
ル
に
よ
る
改
革
を

税
制
は
、
社
会
の
最
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
政
策
で
あ
る
だ
け
に
、
改

革
の
手
順
が
民
主
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
民
合

意
の
基
礎
条
件
で
あ
る
。
今
回
の
税
制
改
革
に
あ
た
っ
て
、
選
挙
で



国
民
に
公
約
し
た
こ
と
に
真
っ
向
か
ら
違
反
す
る
内
容
を
強
行
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
民
主
国
家
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
近
代
議
会
政
治
の
原
点
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原

則
か
ら
し
て
も
、
税
制
改
革
は
本
来
国
会
合
意
で
決
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
多
数
の
力
で
決
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
世
論
の
合

意
を
見
極
め
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
、
税
制
改
革
へ
の
国
民
合
意
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
講
ず
る

べ
き
で
あ
る
。

② 

最
優
先
課
題
と
し
て
徹
底
不
公
平
是
正
を

あ
ら
ゆ
る
世
論
調
査
を
通
じ
て
「
現
在
の
税
制
は
不
公
平
L

と
す

る
国
民
の
声
が
約
八

O
%を
示
し
て
お
り
、
徹
底
的
な
不
公
平
是
正

は
税
制
改
革
の
最
優
先
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
案
は

極
め
て
不
充
分
で
あ
り
暖
昧
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
打
開
策
を

一
0
項
目
共
同
提
案
と
し
て
具
体
的
に
提
示
し
た
。
現
在
こ
れ
に
つ

い
て
の
国
会
審
議
と
与
野
党
政
策
担
当
者
に
よ
る
協
議
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
国
民
の
不
公
平
感
を
解
消
す
る
た
め
に
、
抜
本
改
革
の
機

会
に
ふ
さ
わ
し
い
明
確
な
結
論
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
わ
れ
わ

れ
は
株
式
・
土
地
な
ど
の
資
産
課
税
を
は
じ
め
、
国
民
の
不
公
平
感

を
解
消
し
て
税
制
へ
の
信
頼
を
回
復
す
る
明
確
な
具
体
策
を
要
求
す

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

る
。
そ
れ
は
税
制
改
革
の
最
も
重
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
。

③
行
財
政
改
革
の
長
期
展
望
を

国
民
が
公
平
に
納
め
た
税
金
を
、
よ
り
よ
き
社
会
の
た
め
に
効
果

的
に
支
出
す
る
の
が
税
制
と
財
政
の
原
点
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
ま

で
の
政
府
の
財
政
政
策
に
は
大
き
な
歪
み
が
あ
り
、
一
二
世
紀
を
安

定
し
て
展
望
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
国
民
合
意
の
税
制
改

革
の
た
め
に
は
、
財
政
の
歪
み
の
是
正
、
二
一
世
紀
時
代
を
展
望
す

る
行
財
政
の
改
革
、
ニ
ュ

l
デ
タ
ン
ト
時
代
へ
の
対
応
な
ど
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
財
政
再
建
に
つ
い
て
も
政
府
所
有
株

の
売
却
な
ど
新
し
い
計
画
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
真

撃
な
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
な
し
に
新
た
な
税
負
担
へ
の
合
意
は

得
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
長
期
展
望
を
国
会
で
明
ら
か
に

す
る
よ
う
政
府
に
要
求
し
、
充
分
な
審
議
を
し
て
い
く
。

④
福
祉
政
策
の
長
期
展
望
を

政
府
は
税
制
改
革
と
大
型
間
接
税
導
入
の
理
由
と
し
て
、
高
齢
化

社
会
の
進
行
と
安
定
し
た
福
祉
財
源
の
必
要
性
を
あ
げ
て
い
る
。
し

か
し
高
齢
化
社
会
に
つ
い
て
の
責
任
あ
る
政
策
は
何
も
示
さ
れ
て
い

な
い
。
今
後
の
社
会
を
展
望
し
た
責
任
あ
る
政
策
努
力
な
し
の
増
税

計
画
で
は
、
政
策
的
怠
慢
と
い
わ
な
付
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
二
一
世
紀
を
展
望
し
た
福
祉
の
総
合
計
画
を
策
定
し
、
国
民
に
提
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示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
コ
二
世
紀

福
祉
総
合
計
画
L

と
も
い
う
べ
き
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
各

界
の
協
力
を
求
め
つ
つ
充
分
な
議
論
を
行
い
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
を
確
立

す
る
。
そ
れ
な
し
に
大
型
間
接
税
導
入
を
急
ぐ
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

⑤
 

資

国
民
合
意
の
た
め
の
充
分
か
つ
慎
重
な
討
議
を

国
民
合
意
の
税
制
改
革
の
た
め
に
は
拙
速
を
避
け
、
必
要
で
充
分

な
期
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
済
と
税
収
が
極
め
て
好
調
な
現
在
、
充
分
な
時
間
を
か
け
て
討

議
し
国
民
合
意
を
は
か
る
に
は
、
い
ま
が
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
国

会
で
の
成
立
を
急
ぐ
べ
き
で
な
い
。
政
府
・
自
民
党
の
拙
速
・
強
行

の
態
度
に
強
く
反
対
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
以
上
の
「
税
制
改
革
の
基
本
構
想
」
を
提
唱
す
る

と
と
も
に
、
二
一
世
紀
を
展
望
し
た
国
民
合
意
の
税
制
改
革
を
実
現
す
る

た
め
に
、
国
民
の
皆
様
と
力
を
合
わ
せ
、
建
設
的
か
つ
真
剣
に
努
力
す
る

も
の
で
あ
る
。

〈
資
料
4
①〉

税
制
の
再
改
革
の
基
本
に
関
す
る
法
律
案

大
綱
(
八
九
・
八
・
二
一
二
)

四
党
税
制
改
革
協
議
会
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第

目
的

こ
の
法
律
は
、
消
費
税
の
導
入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
税
制
の
混

乱
収
拾
と
国
民
の
租
税
に
対
す
る
不
信
を
払
拭
す
る
た
め
に
別
に
定
め
る

法
律
で
消
費
税
を
廃
止
す
る
と
同
時
に
、
改
め
て
国
民
の
合
意
に
基
づ
き

税
制
の
再
改
革
に
着
手
す
る
た
め
、
税
制
改
革
の
趣
旨
と
理
念
、
環
境
整

備
、
手
続
き
、
基
本
方
針
等
を
明
ら
か
に
し
、
税
制
の
再
改
革
の
円
滑
な

実
施
と
国
民
の
理
解
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
税
制
再
改
革
の
趣
旨
と
理
念

今
次
の
税
制
再
改
革
は
、
八
八
年
の
税
制
抜
本
改
革
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
た
税
制
の
混
乱
を
収
拾
し
、
国
民
の
租
税
に
対
す
る
不
信
感
を
払

拭
し
、
国
民
合
意
の
税
制
を
確
立
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

税
制
の
改
革
は
、
国
民
の
信
頼
と
合
意
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

今
次
の
再
改
革
に
お
い
て
は
、
国
民
合
意
の
安
定
し
た
税
制
の
確
立
を
図

る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
税
制
の
欠
陥
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
租
税
の
不

公
平
の
一
掃
を
図
り
、
税
制
の
も
つ
所
得
、
資
産
の
健
全
な
社
会
的
再
分

配
機
能
の
向
上
の
た
め
の
公
正
性
、
公
平
性
の
確
保
と
、
経
済
構
造
及
び

国
民
生
活
の
変
化
に
対
応
し
た
所
得
、
資
産
、
消
費
等
に
対
し
て
均
衡
あ



る
税
体
系
の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
と
す
る
。

第
三
税
制
再
改
革
の
前
提
条
件
の
整
備

ハ
円
今
次
の
税
制
再
改
革
は
、
先
の
税
制
抜
本
改
革
が
拙
速
に
行
わ
れ
、

十
分
な
議
論
が
行
な
わ
れ
ず
、
国
民
の
理
解
を
得
る
に
足
り
る
手
続

き
を
怠
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
必
要
性
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
国

民
合
意
の
形
成
を
第
一
に
重
ん
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の
前
提
条
件
の

整
備
の
た
め
ま
ず
消
費
税
の
廃
止
と
そ
れ
に
伴
う
当
面
緊
急
の
暫
定

的
な
税
制
改
正
を
実
施
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と

す
る
。

(二)

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

国
は
、
国
民
の
税
負
担
の
抑
制
と
国
民
が
納
税
に
対
応
し
た
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
よ
う
一
層
の
行
財
政
改
革
の
推
進
を
図
り
、

歳
出
の
洗
い
直
し
な
ど
財
政
の
歪
み
の
是
正
、
事
務
・
事
業
の
見
直

し
、
行
政
機
能
の
充
実
と
公
務
員
総
数
の
抑
制
、
行
政
情
報
の
公
開

推
進
と
国
民
の
参
加
、
監
視
制
度
の
充
実
、
公
務
員
の
綱
紀
粛
正
な

ど
に
つ
い
て
、
そ
の
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

同
国
は
、
国
民
の
納
税
に
対
し
て
来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
お
け
る

国
が
国
民
に
約
束
す
る
福
祉
の
総
合
的
な
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
確
立
に

つ
い
て
民
主
的
な
手
続
き
に
基
づ
き
広
く
議
論
を
行
な
い
、
医
療
、

年
金
、
福
祉
等
に
関
す
る
一
二
世
紀
に
向
け
た
社
会
保
障
の
総
合
計

画
を
策
定
し
、
国
民
合
意
の
形
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

税
制
再
改
革
の
手
続
き

今
次
の
再
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
負
担
の
あ
り
方
を
含
め
、

広
く
国
民
各
階
層
の
意
見
を
求
め
、
そ
の
集
約
が
あ
る
べ
き
税
制
改

革
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
で
き
う
る
限
り
特
段
の
配
慮
を
払
う
も
の
と

す
る
。

第
←)四仁)

税
制
の
再
改
革
案
の
具
体
案
の
作
成
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た

め
、
学
識
経
験
者
と
国
民
各
階
層
の
参
加
に
基
づ
き
組
織
す
る
寸
国

民
税
制
改
革
協
議
会
」
(
仮
称
)
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

日
間
「
国
民
税
制
改
革
協
議
会
」
(
仮
称
)
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
別
に

法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
委
員
の
任
免
は
国
会
の
承
認

事
項
と
す
る
。

第
五
税
制
再
改
革
の
原
則

今
次
の
税
制
再
改
革
は
、
次
の
原
則
に
基
づ
き
進
め
る
も
の
と
す
る
。

付
税
制
は
国
民
の
信
頼
と
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
税
制
改
革

に
当
た
っ
て
は
、
広
く
国
民
の
参
加
を
保
障
し
、
国
民
に
情
報
を
公

開
す
る
な
ど
合
意
形
成
を
図
り
、
租
税
民
主
主
義
を
確
立
す
る
も
の

と
す
る
。
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仁)

税
負
担
の
不
可
欠
の
原
則
で
あ
る
公
平
・
公
正
を
確
保
す
る
こ
と

に
最
大
限
の
努
力
を
払
い
、
不
公
平
税
制
是
正
を
徹
底
し
、
税
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
と
民
主
的
な
納
税
意
識
の
確
立
を
め
ざ
す
も
の
と



料

す
る
。

資

国
税
制
の
基
本
に
総
合
課
税
主
義
を
お
き
、
社
会
、
経
済
の
変
化
に

即
応
す
る
応
能
負
担
原
則
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
応
益
負

担
原
則
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
わ
が
国
税
制
の
経
過
を
踏
ま
え
、
直
接

税
を
「
主
」
と
し
、
間
接
税
を
「
従
」
と
す
る
税
制
を
堅
持
し
、
所

得
・
資
産
・
消
費
等
に
対
し
て
均
衡
あ
る
税
体
系
の
確
立
を
め
ざ
す

も
の
と
す
る
。

同
憲
法
に
基
づ
く
地
方
自
治
の
本
旨
を
尊
重
し
、
分
権
と
自
治
の
発

展
の
た
め
の
地
方
財
政
の
安
定
、
確
立
を
展
望
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
観
点
か
ら
国
と
地
方
を
通
ず
る
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。一
一
世
紀
を
展
望
し
、
税
制
の
も
つ
社
会
的
再
分
配
機
能
が
十
分

に
発
揮
さ
れ
る
活
力
あ
る
福
祉
社
会
を
築
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

第
六
税
制
再
改
革
の
基
本
方
針

今
次
の
税
制
再
改
革
に
お
い
て
は
、
次
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
進
め
る

も
の
と
す
る
。

国付
租
税
の
不
公
平
の
一
一
掃
に
よ
る
国
民
の
税
制
に
対
す
る
信
頼
の
確

立
の
た
め
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
、
み
な
し
法
人
、
公
益
法
人
、
企

業
等
に
対
す
る
特
例
、
租
税
特
別
措
置
な
ど
の
抜
本
的
な
整
理
・
合

理
化
を
図
る
と
と
も
に
、
納
税
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
も
の
と
す

る
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(二)

所
得
、
資
産
、
消
費
等
に
対
す
る
均
衡
あ
る
税
制
の
確
立
の
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
改
善
を
追
求
す
る
も
の
と
す
る
。

ァ
、
所
得
課
税
の
さ
ら
な
る
簡
素
化
と
負
担
軽
減
の
た
め
、
所
得
課

税
の
再
構
築
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
に
十
分
留
意
し
た
納
税
者
番
号
制
度
の
導
入
な
ど
条
件
整
備
を

推
進
し
、
総
合
課
税
へ
の
移
行
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
そ
の
際
、
中
低
所
得
者
の
勤
労
及
び
貯
蓄
意
欲
を
損
わ

な
い
た
め
の
配
慮
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

ィ
、
国
際
化
及
び
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
な
ど
法
人
課
税
の

合
理
化
、
適
正
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ゥ
、
効
果
的
な
土
地
基
本
法
を
制
定
し
、
土
地
譲
渡
所
得
課
税
及
び

保
有
課
税
等
の
見
直
し
な
ど
資
産
性
所
得
課
税
及
び
資
産
課
税
の

一
層
の
適
正
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
そ
の
際
、
小
規
模
宅
地
等
に
対
す
る
一
層
の
負
担
軽
減

措
置
及
び
評
価
制
度
の
是
正
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
も

の
と
す
る
。

工
、
直
接
税
を
補
完
す
る
消
費
課
税
と
い
う
位
置
付
け
の
も
と
に
、

国
及
び
地
方
の
個
別
間
接
税
の
整
理
と
改
善
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
サ
ー
ビ
ス
、
流
通
等
へ
の
適
正
な
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
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検
討
し
、
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。

地
方
財
政
確
立
と
固
と
地
方
の
税
源
再
配
分

高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
に
必
要
な
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
豊
富
化
と
税
の
使
途
に
対
す
る
住
民
の
参
加
と
監
視
の
拡
充
の
た

め
、
分
権
、
自
治
を
推
進
す
る
と
と
も
に
そ
の
基
盤
た
る
地
方
財
政
確
立

の
た
め
、
地
方
税
源
の
拡
充
及
び
財
政
調
整
制
度
と
し
て
の
地
方
交
付
税

制
度
の
充
実
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
課
税
自
主
権
の

確
立
及
び
固
か
ら
地
方
へ
の
税
源
再
配
分
を
追
求
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
税
制
再
改
革
の
趣
旨
の
徹
底

国
は
、
今
次
の
税
制
の
再
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
、
趣
旨
と
理
念
、

基
本
方
針
等
に
つ
い
て
、
国
民
に
周
知
徹
底
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
の
租

税
に
対
す
る
信
頼
回
復
と
国
民
の
議
論
へ
の
参
加
を
促
す
よ
う
最
大
限
の

努
力
を
払
う
も
の
と
す
る
。

附

則

第
一
施
行
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
税
制
改
革
法
の
廃
止

八
八
年
十
二
月
に
制
定
さ
れ
た
税
制
改
革
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律

の
制
定
に
伴
い
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

税
制
再
改
革
の
検
討
期
間

第
七

第
三

「
国
民
税
制
改
革
協
議
会
」
(
仮
称
)
に
お
け
る
調
査
審
議
に
つ
い
て
は
、

二
年
を
目
途
と
し
て
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。

〈
資
料
4
②〉

消
費
税
廃
止
・
税
制
再
改
革
法
案
の
提
案
に
つ
い
て
(
八
九
・
九
・
二
六
)

四
党
税
制
改
革
協
議
会

法
案
の
枠
組
み
及
び
概
要
に
つ
い
て

ω
消
費
税
法
廃
止
法
案
関
係

1
三
法
案

①
消
費
税
法
廃
止
法
案

l
消
費
税
法
は
平
成
二
年
三
月
三
一
日
で
廃

止
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
。

②
消
費
譲
与
税
法
廃
止
法
案

1
消
費
税
法
廃
止
に
伴
い
消
費
譲
与
税

法
は
廃
止
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
。

③
地
方
交
付
税
法
改
正
案
l
消
費
税
法
廃
止
に
伴
い
消
費
税
の
交
付

税
へ
の
算
入
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
。

ω
税
制
再
改
革
基
本
法
案

①
消
費
税
廃
止
後
、
税
制
再
改
革
を
実
施
す
る
。
そ
の
た
め
、
国
民

税
制
改
革
協
議
会
の
設
置
、
税
制
再
改
革
の
原
則
、
基
本
方
針
等
を

定
め
る
。

②
国
民
税
制
改
革
協
議
会
は
、
学
識
経
験
者
・
国
民
各
階
層
か
ら
委

員
五

O
名
を
選
ぴ
(
国
会
承
認
事
項
)
、
協
議
会
の
結
論
は
平
成
四
年

1 
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度
予
算
編
成
及
び
税
制
改
正
に
間
に
合
う
よ
う
結
論
を
出
し
て
も
ら

う
。
な
お
、
そ
の
聞
に
結
論
が
で
た
も
の
は
年
度
改
正
で
逐
次
実
施

に
移
す
。

③
「
税
制
改
革
法
」
は
廃
止
す
る
。

*
消
費
税
法
廃
止
法
案
等
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
、
当
面
の
税
制
改
正

法
案
は
政
策
的
に
は
セ
ッ
ト
的
な
要
素
を
も
つ
が
、
立
法
体
系
と
し
て

は
別
体
系
。

資

ω
当
面
の
国
税
、
地
方
税
改
正
法
案
l

①
法
人
税
法
等
改
正
案

l
普
通
法
人
の
基
本
税
率
の
経
過
措
置
の
延

長
を
含
む
法
人
課
税
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
、
酒
税
・
た
ば

こ
税
等
に
つ
い
て
立
法
す
る
。

②
間
接
税
法
案
(
仮
称

)
1物
品
税
法
ほ
か
の
国
税
間
接
税
に
つ
い

て
、
そ
の
暫
定
的
復
元
の
た
め
改
め
て
立
法
す
る
。

③
地
方
税
法
改
正
案

1
地
方
間
接
税
に
つ
い
て
、
そ
の
復
元
の
た
め

改
め
て
立
法
す
る
。

本
当
面
の
改
正
案
は
、
消
費
税
廃
止
に
伴
う
当
面
二
年
間
の
暫
定
的
代
替

財
源
の
確
保
法
案
と
い
う
性
格
を
持
つ
。

代
替
財
源
の
内
容
に
つ
い
て

位
置
付
け

本
来
は
、
消
費
税
廃
止
、
大
型
間
接
税
に
依
存
し
な
い
財
源
確
保

2 (1) 
① 

は
政
府
の
責
任
で
あ
る
が
、
四
党
は
政
策
責
任
、
政
策
能
力
を
示
す

立
場
か
ら
提
案
す
る
。

②
当
面
の
税
制
改
正
で
税
収
増
を
図
る
。
併
せ
て
「
税
収
見
積
り
是

正
」
を
行
い
、
そ
の
一
部
を
代
替
財
源
に
充
て
る
。
税
収
見
積
り
の

是
正
に
よ
る
残
り
の
増
収
額
は
歳
出
に
適
正
に
割
り
振
る
。

*
消
費
税
の
平
年
度
べ

l
ス
の
税
収
を
五
九
、
四

O
O億
円
と
し
て
検
討
。

ω
具
体
的
な
改
正
事
項
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1 

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
等

有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
等

ア
有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
の
適
正
化

l
み
な
し
譲
渡
利
益
率
を

七
%
と
す
る
。

① 

有
価
証
券
取
引
税
の
税
率
是
正

1
株
式
第
二
種
で

0
・
四

O
と

す
る
な
ど
。

*
な
お
、
小
口
の
株
取
引
の
譲
渡
益
に
つ
い
て
は
、
現
行
税
負
担
が
増
大

し
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
を
検
討
中
で
あ
る
。

②
土
地
譲
渡
所
得
課
税
l
短
期
・
長
期
の
譲
渡
所
得
区
分
を
本
則
の

一
O
年
に
一
炭
し
、
超
短
期
譲
渡
所
得
に
関
す
る
特
例
を
延
長
す
る
。

*
な
お
、
保
有
課
税
に
つ
い
て
は
、
国
民
税
制
改
革
協
議
会
に
対
し
、
優

先
的
な
検
討
を
要
請
し
、
そ
の
結
論
に
基
づ
き
、
立
法
化
を
図
る
。

約
五
、
七

O
O億
円

イ
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法
人
課
税

①
普
通
法
人
の
基
本
税
率
の
経
過
措
置
を
再
改
革
期
間
中
延
長
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
見
合
い
に
お
い
て
支
払
配
当
経
過
に
つ
い
て
も
経

過
税
率
を
延
長
す
る
。

*
基
本
税
率
に
つ
い
て
は
、
政
府
改
正
に
よ
っ
て
減
収
と
な
る
は
ず
の
額

が
減
じ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
制
度
改
正
に
よ
る
増
収
額
と
な
る
。
支

払
配
当
経
過
税
率
は
そ
の
逆
に
増
収
に
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
。

②
貸
倒
引
当
金
に
つ
い
て
、
そ
の
繰
入
れ
率
を
実
態
に
あ
わ
せ
三
年

間
で
段
階
的
に
各
業
種
概
ね
三
分
の
一
圧
縮
。
賞
与
引
当
金
は
段
階

的
に
圧
縮
す
る
。

@
受
取
配
当
益
金
不
算
入
制
度
に
つ
い
て
、
益
金
不
算
入
割
合
を
二

年
間
で
六
O
%
に
圧
縮
。

④
外
国
税
額
控
除
に
つ
い
て
国
外
所
得
割
合
の
限
度
を
八
O
%
に
圧

縮。

*
中
小
法
人
・
協
同
組
合
等
に
対
す
る
軽
減
税
率
は
現
行
法
通
り
。
ま
た

支
払
配
当
軽
課
税
率
に
つ
い
て
は
中
小
法
人
も
含
め
て
二
五
%
の
税
率

を

適

用

。

約

一

三

、

八

O

O

億

円

2 3 

そ
の
他

①
相
続
税
に
つ
い
て
一
O
億
円
以
上
は
税
率
七
五
%
、
贈
与
税
は
一

億

円

以

上

に

つ

い

て

七

五

%

と

す

る

。

約

七

O

億

円

4 

間
接
税

①
物
品
税
は
、
旧
課
税
品
目
を
対
象
と
し
、
立
法
す
る
(
第
一
種
に

つ
い
て
旧
税
率
、
第
二
種
に
つ
い
て
は
五
、
八
、
一
O
%
の
三
段
階

税
率
)
。

②
酒
税
・
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
小
売
価
格
に
変
動
を
生
じ
な
い
よ

ぅ
、
従
量
方
式
に
て
税
率
を
調
整
。
な
お
、
国
と
地
方
の
た
ば
こ
税

の
配
分
割
合
は
一
一
一
と
す
る
。

③
通
行
税
、
入
場
税
、
ト
ラ
ン
プ
類
税
に
つ
い
て
立
法
す
る
。

*
砂
糖
消
費
税
に
つ
い
て
は
立
法
せ
ず
。

*
な
お
、
文
化
・
芸
術
領
域
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
国
民
税
制

改
革
協
議
会
に
お
い
て
非
課
税
な
い
し
大
幅
軽
減
の
方
向
で
検
討
を
要

請

す

る

。

約

一

五

、

三

O

O

億

円

地
方
税

①
電
気
税
・
ガ
ス
税
に
つ
い
て
立
法
す
る
。

②
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
つ
い
て
、
免
税
点
を
現
行
の
ま
ま
と
し
、

立
法
す
る
。

③
娯
楽
施
設
利
用
税
に
つ
い
て
立
法
す
る
。

④
た
ば
こ
税
の
道
府
県
・
市
町
村
分
の
税
率
調
整
を
行
な
う
。

⑤
国
税
改
正
に
よ
る
地
方
税
へ
の
は
ね
返
り
が
生
ず
る
。

本
木
材
引
取
税
は
立
法
せ
ず
。
不
動
産
取
得
税
は
現
行
法
通
り
と
す
る
。

北法41(4・297)1757
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料

約
一
一
、
二

O
O億
円

*
な
お
、
国
税
三
税
並
び
に
国
の
た
ば
こ
税
の
増
収
に
伴
う
交
付
税
の

増
額
は
概
ね
六

O
O
O億
円
と
見
込
ま
れ
る
。

申
以
上
、
国
税
・
地
方
税
の
改
正
(
政
令
含
む
)
に
よ
る
増
収
額
は
、

平
年
度
約
四
六
、

O
七
O
億
円
と
見
込
ま
れ
る
。

ω
税
収
見
積
も
り
是
正

以
下
の
税
収
見
積
も
り
是
正
に
よ
る
増
収
額
の
う
ち
、
約
一
兆
三

O

O
O億
円
は
消
費
税
廃
止
の
代
替
財
源
と
し
て
使
用
す
る
。

す
な
わ
ち
、
八
八
年
度
の
租
税
収
入
等
決
算
額
は
五

O
兆
八
二
七
三

億
円
で
あ
り
、
こ
の
決
算
を
べ

1
ス
に
税
収
見
積
り
を
是
正
す
れ
ば
、

八
九
年
度
の
予
算
額
と
決
算
額
の
差
は
約
三

O
、
0
0
0億
円
以
上
あ

り
、
消
費
税
廃
止
及
び
九

0
年
度
予
算
編
成
に
は
な
ん
ら
支
障
は
生
じ

な
し
。

資

*
消
費
税
廃
止
に
伴
う
歳
出
負
担
額
の
皆
減
は
歳
出
改
善
に
振
替
え
ら

れ
る
。

*
な
お
、
税
収
見
積
の
是
正
に
伴
う
交
付
税
の
増
額
は
、
七
七

O
O億

円
と
見
込
ま
れ
る
。

*
平
成
二
年
度
の
予
算
編
成
に
つ
い
て
は
上
記
の
租
税
収
入
等
を
踏
ま

え
、
歳
入
・
歳
出
が
決
定
さ
れ
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
、
そ
の
際
、

国
の
保
有
株
式
及
び
所
有
地
等
の
適
切
な
処
分
、
歳
出
の
見
直
し
に

つ
い
て
も
十
分
に
勘
案
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

*
以
上
の
項
目
及
び
改
正
内
容
、
計
数
は
い
ず
れ
も
さ
ら
に
検
討
中
で

あ
り
、
変
更
、
移
動
す
る
場
合
が
あ
る
。

3

所
得
税
法
等
改
正
案
に
つ
い
て

八
八
年
度
の
税
収
決
算
等
を
勘
案
し
、
パ
ー
ト
労
働
者
等
を
主
対
象

と
す
る
所
得
減
税
を
実
施
す
る
。

ω
所
得
税
法
改
正
案
l
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ
、
控
除
割
合
の
改
善
、

頭
打
ち
の
復
活
に
つ
い
て
定
め
る
(
減
税
に
つ
い
て
は
八
九
年
か
ら
実

施
を
検
討
)
。

ω
組
税
特
別
措
置
法
改
正
案
l
家
内
労
働
の
必
要
経
費
の
最
低
保
障
額

に
つ
い
て
、
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ
に
伴
い
、
同
様
の
措
置
を
と
る
。

*
こ
の
減
税
額
は
国
税
・
地
方
税
合
わ
せ
て
約
一

0
0
0億
円
と
な
る

見
込
で
あ
る
(
頭
打
ち
復
活
含
む
)
。
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〈
資
料
4
③〉

消
費
税
廃
止
関
連
全
法
案
の
合
意
に
当
た
っ
て
(
共
同
声
明
)
(
八
九
・
一

0
・
二
四
)

無
責
任
な
政
府
・
自
民
党
の
消
費
税
見
直
し
論
を
批
判
す
る
|

四
党
税
制
改
革
協
議
会

一
致
結
束
し
て
消
費
税
廃
止
の
実
現
を
め
ざ
す



消費税廃止関連法案の立案・審議過程

四
党
及
び
連
合
参
議
院
は
、
本
日
、
消
費
税
廃
止
に
係
り
国
会
に
共
同

提
案
す
る
全
法
案
に
つ
い
て
合
意
し
た
。
法
案
は
今
週
中
に
正
式
に
提
案

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
消
費
税
廃
止
法
案
審
議
の
条
件
は
す
べ
て
整
っ
た

こ
と
と
な
る
。
四
党
及
び
連
合
参
議
院
は
、
た
だ
ち
に
法
案
審
議
入
り
を

自
民
党
に
求
め
る
と
と
も
に
、
消
費
税
廃
止
と
国
民
の
期
待
に
応
え
る
た

め
一
致
結
束
し
て
法
案
の
成
立
を
め
ざ
す
。

二
海
部
内
閣
の
見
直
し
詳
細
は
、
国
民
を
欺
き
、
混
乱
を
招
く

海
部
自
民
党
内
閣
は
消
費
税
は
廃
止
し
な
い
と
繰
り
返
す
ば
か
り
で
、

消
費
税
見
直
し
の
具
体
案
は
お
ろ
か
、
概
要
す
ら
も
明
示
し
て
い
な
い
。

平
成
二
年
度
予
算
編
成
に
間
に
合
う
よ
う
見
直
し
案
を
ま
と
め
る
と
い
う

が
、
参
議
院
に
お
り
る
与
野
党
逆
転
の
現
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
今
臨
時

国
会
に
見
直
し
法
案
を
提
出
し
、
予
算
編
成
前
に
廃
止
か
見
直
し
か
の
議

論
を
十
分
に
行
わ
な
い
か
ぎ
り
混
乱
は
避
け
ら
れ
な
い
。

自
民
党
は
、
免
税
点
や
簡
易
課
税
等
の
見
直
し
は
無
理
と
し
、
税
額
表

示
方
式
の
変
更
等
を
検
討
す
る
か
に
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
小
手
先

の
手
直
し
で
あ
り
、
非
課
税
範
囲
の
拡
大
も
自
民
党
自
ら
が
い
っ
て
き
た

財
源
対
策
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
抜
本
的
ヘ
ー
思
い
き
っ
た
見
直
し
L

案
を
一
向
に
示
さ
な
い
姿
勢
は
、
大
型
間
接
税
導
入
の
公
約
違
反
に
引
き

続
き
、
国
民
を
欺
こ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

国
民
の
審
判
は
消
費
税
の
廃
止
で
あ
る

先
の
参
議
院
通
常
選
挙
に
お
け
る
最
大
の
争
点
は
消
費
税
の
存
廃
で
あ

り
、
自
民
党
の
惨
敗
に
よ
っ
て
国
民
の
審
判
は
明
ら
か
で
あ
る
。
税
制
改

革
は
こ
の
国
民
の
審
判
、
参
議
院
選
挙
の
結
果
を
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
し

て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
費
税
を
廃
止
し
、
適
切
な
財
源
対

策
を
講
ず
る
の
が
、
責
任
あ
る
与
党
・
政
府
の
対
応
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

国
民
の
負
託
に
応
え
、
一
致
し
て
消
費
税
の
廃
止
、
税
制
再
改
革
に
取
り

組
ん
で
い
る
わ
れ
わ
れ
と
政
府
・
自
民
党
の
ど
ち
ら
が
国
民
の
声
を
真
撃

に
受
け
止
め
て
い
る
か
は
明
々
白
々
で
あ
る
。

消
費
税
の
廃
止
、
見
直
し
に
つ
い
て
の
世
論
調
査
の
結
果
は
括
抗
し
て

い
る
と
さ
れ
る
が
、
一
方
は
廃
止
法
案
と
代
替
財
源
を
明
示
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
一
方
は
何
ら
内
容
を
示
し
て
い
な
い
。
海
部
内
閣
の
姿
勢
を
見

れ
ば
、
見
直
し
論
は
同
床
異
夢
で
あ
り
、
国
民
の
期
待
に
反
す
る
も
の
と

な
る
こ
と
は
既
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
。

四
税
制
再
改
革
基
本
法
こ
そ
国
民
合
意
の
道

消
費
税
の
廃
止
は
、
税
制
再
改
革
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
そ
の
環
境
整

備
の
一
環
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
税
制
の
再
改
革
に
二
年
の
時
聞

を
か
げ
る
な
ら
消
費
税
を
廃
止
す
る
こ
と
な
く
、
二
年
か
け
て
消
費
税
の

見
直
し
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
的
外
れ
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
提
案
し
て
い
る
「
税
制
再
改
革
基
本
法
」
で
は
、
税
制
再

改
革
の
必
要
性
、
環
境
整
備
、
基
本
原
則
、
基
本
方
針
等
が
定
め
ら
れ
、
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料

税
制
再
改
革
を
論
議
し
て
い
く
場
と
し
て
「
国
民
税
制
改
革
協
議
会
」
の

設
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
消
費
税
導
入
を
柱
と
し
た
政
府
・
自
民
党
の

税
制
改
革
に
代
わ
る
税
制
再
改
革
は
、
全
国
民
的
な
議
論
に
基
づ
き
国
民

合
意
を
形
成
し
、
国
民
に
信
頼
さ
れ
る
税
制
の
構
築
を
め
ざ
す
も
の
で
あ

り
、
税
制
再
改
革
基
本
法
の
実
現
こ
そ
国
民
合
意
の
唯
一
の
道
で
あ
る
。

資

〈
資
料
4
④〉

消
費
税
廃
止
に
係
る
法
案
等
の
共
同
提
案
に
つ
い
て
(
八
九
・
一

0
・二

四

)

四

党

税

制

改

革

協

議

会

消
費
税
廃
止
の
国
民
の
期
待
に
応
え
る
た
め
、
社
会
党
・
公
明
党
・
民

社
党
・
社
民
連
及
び
連
合
参
議
院
は
、
以
下
の
法
案
を
国
会
に
提
案
し
、

終
始
一
致
結
束
し
て
国
会
審
議
等
に
対
処
し
、
法
案
の
成
立
を
め
ざ
す
。

て
国
会
提
案
す
る
法
案
の
概
要

山
消
費
税
法
廃
止
法
案
関
係
l
三
法
案
(
既
提
案
)

①
消
費
税
法
廃
止
法
案

1
消
費
税
法
を
平
成
二
年
三
月
一
三
日
で
廃

止
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
。

②
消
費
譲
与
税
法
廃
止
法
案
l
消
費
税
法
廃
止
に
伴
い
消
費
譲
与
税

法
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
。

③
地
方
交
付
税
法
改
正
案

1
消
費
税
法
廃
止
に
伴
い
消
費
税
の
交
付

税
へ
の
算
入
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
。

(2) 

税
制
再
改
革
基
本
法
案
l
一
法
案
(
既
提
案
)

消
費
税
廃
止
後
、
税
制
再
改
革
を
実
施
す
る
。
そ
の
た
め
、
国
民
税

制
改
革
協
議
会
の
設
置
、
税
制
再
改
革
の
原
則
、
基
本
方
針
等
を
定
め

る
と
と
も
に
、
寸
税
制
改
革
法
L

は
廃
止
す
る
。

ω
消
費
税
廃
止
に
係
る
代
替
財
源
法
案

1
五
法
案
(
一

O
月
二
六
日
頃

提
案
予
定
)

①
法
人
税
法
等
改
正
案
l
普
通
法
人
の
基
本
税
率
の
経
過
措
置
の
延

長
、
引
当
金
圧
縮
等
を
含
む
法
人
課
税
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課

税
、
酒
税
・
た
ば
こ
税
等
に
つ
い
て
立
法
す
る
。

②
間
接
税
復
元
の
た
め
の
法
案
l
物
品
税
、
通
行
税
、
入
場
税
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
立
法
す
る
。

③
地
方
税
法
改
正
案

1
電
気
税
、
ガ
ス
税
、
娯
楽
施
設
利
用
税
、
料

理
飲
食
等
消
費
税
に
つ
い
て
、
そ
の
復
元
の
た
め
改
め
て
立
法
す
る

と
と
も
に
、
た
ば
こ
税
の
税
率
調
整
を
行
う
。

(
注
)
今
国
会
に
提
出
す
る
税
制
関
係
法
案
は
都
合
、
九
法
案
と
な

ヲ

G

。
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二
、
代
替
財
源
の
内
容
に
つ
い
て

ω
位
置
付
け

①
本
来
は
消
費
税
廃
止
、
大
型
間
接
税
に
依
存
し
な
い
財
源
確
保
は

政
府
の
責
任
で
あ
る
が
、
四
党
は
政
策
責
任
、
政
策
能
力
を
示
す
立



消費税廃止関連法案の立案・審議過程

場
か
ら
提
案
す
る
。

②
当
面
の
税
制
改
正
で
税
収
増
を
図
る
。
併
せ
て
「
税
収
見
積
り
是

正
」
に
基
づ
く
、
平
成
二
年
度
以
降
の
税
収
増
の
一
部
を
代
替
財
源

に
充
て
る
。

*
消
費
税
の
平
年
度
べ

1
ス
の
税
収
を
五
九
、
四
O
O
億
円
と
し
て

検
討
。
(
自
動
車
の
経
過
税
率
を
勘
案
す
る
と
六
O
、
七
七
O
億
円
)

ω
具
体
的
な
改
正
事
項

-
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
等

①
有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
等

ァ
、
有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
の
適
正
化
l
み
な
し
譲
渡
利
益
率
を

七
%
(
現
行
五
%
)
と
す
る
。

ィ
、
有
価
証
券
取
引
税
の
税
率
是
正

i
株
式
第
二
種
で

0
・
四
O

(
現
行

0
・
三
O
)
と
す
る
等
。

②
土
地
譲
渡
所
得
課
税
1
短
期
・
長
期
の
譲
渡
所
得
区
分
を
本
則
の

一
O
年
(
現
行
五
年
)
に
戻
し
、
超
短
期
譲
渡
所
得
に
関
す
る
特
例

(
取
得
二
年
以
内
)
を
延
長
す
る
。

(
注
)
な
お
、
保
有
課
税
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
国
民
税
制
改
革
協
議

会
に
対
し
、
優
先
的
な
検
討
を
要
請
し
、
そ
の
結
論
に
基
づ
き
立

法

化

を

図

る

。

約

六

、

二

五

O

億

円

法
人
課
税

2 

①
普
通
法
人
の
基
本
税
率
の
経
過
措
置
(
四
O
%
)
を
再
改
革
期
間

中
延
長
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
見
合
い
に
お
い
て
支
払
配
当
軽
課
に

つ
い
て
も
経
過
税
率
(
三
五
%
)
を
延
長
。

②
貸
倒
引
当
金
は
、
そ
の
繰
入
れ
率
を
実
態
に
合
わ
せ
三
年
間
で
段

階
的
に
各
業
種
概
ね
三
分
の
一
圧
縮
(
政
令
)
。
賞
与
引
当
金
は
廃
止

を
前
提
と
し
て
、
当
面
二
年
間
で
二
O
%
圧
縮
。

③
受
取
配
当
益
金
不
算
入
制
度
に
つ
い
て
、
益
金
不
算
入
割
合
を
二

年
間
で
六
O
%
に
圧
縮
。

④
外
国
税
額
控
除
に
つ
い
て
国
外
所
得
割
合
の
限
度
を
八
O
%
に
圧

縮
(
政
令
)
。

(
注
)
中
小
法
人
・
協
同
組
合
等
に
対
す
る
軽
減
税
率
は
現
行
法
適
り
。

ま
た
支
払
配
当
軽
課
税
率
に
つ
い
て
は
中
小
法
人
も
含
め
て
二

五
%
(
現
行
二
六
%
)
の
税
率
を
適
用
。
約
一
一
二
、
八
O
O
億
円

そ
の
他

3 
相
続
税
に
つ
い
て
一
O
億
円
以
上
は
税
率
七
五
%
(
現
行
七
O
%
)
、
贈

与
税
は
一
億
円
以
上
に
つ
い
て
七
五
%
と
す
る
。
約
七
O
億
円

4

間
接
税

①
物
品
税
は
、
旧
課
税
品
目
を
対
象
と
し
、
全
体
の
税
率
区
分
を
一

。
、
八
、
六
、
四
%
の
四
段
階
と
し
て
復
元
す
る
。

旧
第
一
種
に
つ
い
て
は
旧
税
率
一
五
%
の
も
の
は
一
O
%
、
一
O
%

北法41(4・301)1761 



資 料

の
も
の
は
八
%
と
し
、
旧
第
二
種
に
つ
い
て
は
、
旧
税
率
一
五
%
超

の
も
の
を
八
%
、
一
O
%
超
一
五
%
以
下
の
も
の
を
六
%
、
一
O
%

以
下
の
も
の
を
四
%
と
す
る
。

②
酒
税
・
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
分
を
従
量
方
式
に
て
税

率
を
調
整
(
増
減
な
し
)
。

③
通
行
税
に
つ
い
て
は
、
基
本
税
率
を
五
%
(
旧
一
O
%
)
、
離
島
相

互
閉
ま
た
は
離
島
・
本
土
聞
に
つ
い
て
は
三
%
(
旧
五
%
)
と
し
て

復
元
(
離
島
等
の
特
例
は
租
特
法
)
。

④
入
場
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
を
五
%
(
旧
一
O
%
)
と
し
、
復
元

す
る
。
(
注
)
ト
ラ
ン
プ
類
税
・
砂
糖
消
費
税
、
印
紙
税
に
つ
い
て
は
復
元
せ

ず。

国
税
計

約

、

六

九

O

億

円

約
三
二
、
八
一
O
億
円

5 

地
方
税

①
電
気
税
に
つ
い
て
は
三
%
(
旧
五
%
)
、
ガ
ス
税
に
つ
い
て
は
二
%

(
旧
二
%
)
で
旧
免
税
点
を
復
活
さ
せ
た
上
で
復
元
(
旧
四
、
二
%

の
軽
減
税
率
は
設
げ
な
い
)
。

②
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
免
税
点
(
旧
二
、
五
O
O
円
、

五、

0
0
0円
、
現
行
五
、

0
0
0円
、
一
O
、

0
0
0円
)
等
を

含
め
現
行
特
別
地
方
消
費
税
の
フ
レ
ー
ム
で
税
率
一
O
%
(
旧
一

O
%
)
で
復
元
。

③
娯
楽
施
設
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
旧
フ
レ
ー
ム
、
税
率
の
ま
ま
復

元
(
負
担
増
減
ほ
ぼ
な
し
)
。

④
た
ば
こ
税
の
道
府
県
・
市
町
村
分
に
つ
い
て
は
税
率
調
整
を
実
施

(
負
担
の
増
減
な
し
)
。

(
注
)
木
材
引
取
税
に
つ
い
て
は
復
元
せ
ず
、
不
動
産
取
得
税
は
現
行

の

ま

ま

。

約

六

、

0
0
0億
円

(
注
)
地
方
間
接
税
復
元
以
外
の
国
税
改
正
に
よ
る
地
方
税
へ
の
は
ね

返

り

。

約

六

、

五

O

O

億

円

地
方
税
計
約
一
二
、
五
O
O
億
円

(
注
)
国
税
三
税
並
び
に
国
の
た
ば
こ
税
の
増
収
に
伴
う
交
付
税
の
増

額
は
概
ね
六
、

0
0
0億
円
と
見
込
ま
れ
る
。

(
注
)
な
お
、
地
方
間
接
税
の
復
元
に
よ
る
増
収
額
と
消
費
譲
与
税
の

平
年
度
配
分
額
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
他
の
地
方
税
収
の
増
額
状

況
を
勘
案
し
な
が
ら
基
本
的
に
別
途
、
交
付
税
へ
の
特
例
加
算
措

置
を
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
具
体
的
な
方
法
等
に
つ
い
て
は

平
成
二
年
度
の
交
付
税
の
状
況
を
見
定
め
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
と

す
る
と
と
も
に
、
税
制
再
改
革
に
お
い
て
は
地
方
税
源
及
び
交
付

税
制
度
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。
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*
以
上
、
国
税
・
地
方
税
の
改
正
(
政
令
含
む
)
に
よ
る
増
収
額
は
、

平
年
度
約
四
五
、
三
一

O
億
円
と
見
込
ま
れ
る
。

ω
税
収
見
積
り
の
是
正
に
基
づ
く
税
収
増
に
よ
る
要
補
填
額
一
四
、

O
九
O
億
円
(
自
動
車
の
経
過
税
率
を
勘
案
す
れ
ば
一
五
、
四
六

O
億

円① 

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

昭
和
六
三
年
度
の
租
税
収
入
等
決
算
額
は
五

O
兆
八
、
二
六
五
億

円
で
あ
り
、
こ
の
決
算
を
べ

l
ス
に
税
収
見
積
り
を
是
正
す
れ
ば
、

平
成
元
年
度
の
予
算
額
(
五
一

O
、一

O
O
)
と
予
想
さ
れ
る
決
算

額
(
五
四
八
、
九
二
六
)
の
差
額
は
約
三
九
、

0
0
0億
円
程
度
と

見
込
ま
れ
、
こ
れ
を
べ

1
ス
と
し
た
平
成
二
年
度
の
税
収
見
込
額
は
、

経
済
成
長
及
び
四
党
の
税
制
改
正
に
よ
る
増
減
収
を
見
込
ん
で
五
七

五
、
七
七

O
億
円
程
度
と
推
計
さ
れ
、
今
回
提
案
の
税
制
改
正
に
よ

る
増
収
額
と
消
費
税
収
入
額
と
の
平
年
度
の
差
額
、
一
四
、

O
九
O

(
一
五
、
四
六

O
)
億
円
を
補
填
し
て
も
、
平
成
二
年
度
以
降
の
予

算
編
成
に
は
な
ん
ら
支
障
は
生
じ
な
い
。

②
な
お
、
税
収
見
積
の
是
正
に
伴
う
交
付
税
の
増
収
額
は
、
平
成
元

年
度
(
決
算
)
に
あ
っ
て
は
約
九
、
三

O
O億
円
程
度
と
見
込
ま
れ
、

平
成
二
年
度
に
お
け
る
交
付
税
は
一
五
兆
円
を
超
え
る
と
見
込
ま
れ

る
(
精
算
等
含
ま
ず
)
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
譲
与
税
及
び
交
付
税
へ

の
消
費
税
の
算
入
を
廃
止
し
て
も
、
地
方
税
の
増
収
と
合
わ
せ
て
地

方
交
付
税
の
総
額
は
十
分
確
保
さ
れ
、
地
方
財
政
運
営
に
は
支
障
を

き
た
さ
な
い
。

(
注
)
消
費
税
廃
止
に
伴
う
歳
出
負
担
額
は
皆
減
し
、
こ
れ
も
余
裕
財

源
と
な
る
が
、
こ
れ
は
他
の
歳
出
に
振
替
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

(
注
)
平
成
二
年
度
の
予
算
編
成
に
つ
い
て
は
上
記
の
租
税
収
入
等
を

踏
ま
え
、
歳
入
・
歳
出
が
決
定
さ
れ
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
、

そ
の
際
、
国
の
保
有
株
式
及
び
所
有
地
等
の
適
切
な
処
分
、
歳
出

の
見
直
し
に
つ
い
て
も
十
分
に
勘
案
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

(
注
)
今
回
、
四
党
及
び
連
合
参
議
院
は
税
制
改
正
を
提
案
し
て
い
る

が
、
補
正
予
算
並
び
に
平
成
二
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
別
途
、
提

言
、
提
案
の
検
討
を
進
め
る
。

*
以
上
の
計
数
等
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
さ
ら
に
精
査
中
で
あ
り
、

変
更
、
移
動
す
る
場
合
が
あ
る
。

三
所
得
税
減
税
法
案
に
つ
い
て

四
党
及
び
連
合
参
議
院
は
、
昭
和
六
三
年
度
の
税
収
決
算
等
、
最
近
の

税
収
状
況
を
勘
案
し
、
パ
ー
ト
労
働
者
等
を
主
対
象
と
す
る
所
得
減
税
を

実
施
す
る
べ
く
、
以
下
の
法
改
正
案
を
準
備
し
、
作
業
は
参
議
院
法
制
局

に
お
い
て
完
了
し
て
い
る
。

ω
所
得
税
法
改
正
案

1
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ
、
控
除
割
合
の
改
善
、
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料

頭
打
ち
の
復
活
に
つ
い
て
定
め
る
(
減
税
に
つ
い
て
は
平
成
元
年
か
ら

実
施
)
。

ω
租
税
特
別
措
置
法
改
正
案
l
家
内
労
働
の
必
要
経
費
の
最
低
保
障
額

に
つ
い
て
、
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ
に
伴
い
、
同
様
の
措
置
を
と
る
。

こ
の
減
税
額
は
国
税
・
地
方
税
合
わ
せ
て
約
一
、

0
0
0億
円
と
な

る
見
込
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先
般
、
内
容
に
お
い
て
は
若
干
不
十
分

で
は
あ
る
が
政
府
改
正
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
年
末
を
控
え
一
刻
も

早
く
減
税
法
案
の
成
立
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
今
回

は
改
正
案
の
提
案
を
見
送
る
こ
と
と
す
る
。

(
備
考
)
L
企
は
減
収
を
一
示
す
。

Z
自
然
増
収
に
つ
い
て
は
別
途
試
算
す
る
。

(
注
)
計
数
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
精
査
中
で
あ
り
変
更
す
る
こ
と
が
あ

る。

資
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消費税廃止関連法案の立案・審議過程

〈資料5>

参議院税制問題等に関する特別委員会委員名簿
「一ーー一一

氏 名 dZ』3C 派

委員長 中村太郎 自 委員

理事 井上吉夫 自 H 

11 沓掛哲男 自 H 

H 富津 弘 自 H 

11 村上正邦 自 H 

11 稲村稔夫 社 11 

M 及川一夫 社 H 

月 本岡昭次 社 N 

11 矢原秀男 公 H 

H 近藤忠孝 共 H 

11 古川太三郎 三k由Zぷ口合h H 

H 寺崎昭久 民 N 

委員 伊江朝雄 自 11 

H 小野清子 自 11 

H 大木 治 自 H 

H 梶原 清 自 11 

H 鎌田要人 自 H 

)) jむ 修二 自 H 

H 久世公美 自 )) 

11 佐々木 満 自 )) 

11 谷川寛三 自 H 

H 前島英三郎 自 H 

H 松浦 功 自
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(平成元.11.8現在)

氏 名 f< 派

松浦孝治 自

守住有信 自

山岡賢次 自

吉川芳男 自

穐山 篤 社

上野雄文 社

大演j絹子 社

粕谷照美 社

視l上貞雄 社

細谷昭雄 社

前畑幸子 社

村田誠醇 社

安恒良一 社

山口哲夫 社

及川順郎 公

刈悶貞子 公

和田教美 公

吉岡吉典 共

高井和伸 連合

三治重信 民

平野 清 参ク

野末陳平 税金
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時刻ー終

後 o: 38 

趣胃説明
連合政権構想・廃止理由‘再改革内容・物品税問題・自然増収
代替財源・再改革期間i・物品税利占.見直し問題・自然増収
発議経緯・見直し問題・再改革理念・高齢化社会・不公平税制
大型間接税・直間比率・代替財源問題・軍事費
不公平税制・消費税不要
廃止壷勢・再改革への批判・代替財源と経済・納税環境整備

〈資料6> 

O 

特別委員長互選、理事選任
運営事項の協議・合意、質疑13-168で一巡、自民資料要求
趣旨説明
法案ミス問題、自民は法案徹InJ・出し直しを要求、物別れ
法案の改める箇所につき釈明・お願い、委員長預かり
税制改革の理念・再改革と税制のあり方・物品税・直間比率
代替財源案初年度見込額・代替財源の性梅・地方消費税復元
廃止の正当性・公約違反・見直し問題
代替財源の趣旨・物品税檀元・法人税車・自然増収
再改革の前提・大型間接税・再改革後の内容
政治経商政策・外交政策
外交政策・国民税制改革協議会憲法問題(Il: 10-22速記中止)
国民税制改革協議会憲法問題・行財政改革の推進
廃止理由・公約遍反・物品税批判問題・再改革の内容
見直し問題
消費税使途・大型間接税・代替財源案・公約違反・納税者番号制|後 5 : 06 
法案ミス問題、憲法問題も含め、自民徹回要求
公約違反・曙議院解散・納税意欲・議員立法
高齢化社会・不公平税制
廃止の声・再改革理念等・不公平税制
消費税憲法違反・不公平挽制・改革協議会問題・納税者番号制
相続税・自動車物品税・再改革期間・法案ミス
法案ミス問題、物別れ
法案ミス問題平行線、基本法案8呆で内閣法制局の意見を開く
基本法案8条2項問題 (速記中止・体憩のまま散会)
進展なし
物別れ (尭議者・ 4会派、法案8来についての見解を尭曹)
国対委員長会談の8条修正結論を確認、再開合意
4会派代表者から議長に対して法案修正申入れ
修正申出と議長から要請あった冒の報告
法案ミス・税の公平・消費税実施状況・物品税問題 |前 11: 54 
再改革後の間接税 l 
納税者番号制・物品税問題・代替財源車見込額 eヱネルギ一政策 l後 4 : 49 
公聴会日程・参考人質疑合意
代替財源車見込額
個別間接税檀活・物品説問題
物品税問題・通行税・入場税・消費税広報
基本法案問題・行政改革・エネルギー政策
代菩財源案見込額・再改革内容・納税者番号制・地方財源
国民負担率・税の均衡・医師税制・年金制度・高齢者問題
国際化時代の税制・法人税・日米関係・間接税のあり方
再改革の理念と内容・物品税問題・再改革手順・農政
食糧自給率・農業政策
社会福祉給付 (速記中止・体憩)
国民負担率・税制改革協議会の内容・趣旨説明内容
再改革見通し・消費税の実施
物品税問題・改革協議会手続・財政状況・行財政改革
税制改革の必要性・再改革問題・暫定税制問題・法案ミス
見直し案問題・廃止と代替財源案・改革協議会・サーピス課税
見直し問題
納税者番号制・不公平税制
最低保障年金・代替財極寒問題・物品税問題・高齢化社会
税制改革実施・物品税問題・直間比率・再政革後の間接税
政権担当能力・代替財源問題・改革協議会問題・消費税定着
国民の合意・地方財政
公述人鈴木永二、牛嶋正、寝本春生、和国八束
質疑者菅掛哲男(自)、大淵絹子(社)、和田教英(公)

近藤忠孝(共)、高井和伸(連)、寺崎昭久{民)
公述人.佐多宗二、富岡幸雄、水野正一、粕谷晴江、小早川新

日和佐信子
質疑者:鎌田要人(自)、村町誠醇(社)、和田教英(公}

近藤忠孝(共)、古川太三郎(連)、三治重信(民}
参考人:河野光雄、井上隆司、古岡勝、中村紀伊
質疑者 宮沢弘(白人細谷昭男(社)、失原芳男(公}

近藤忠孝(共)、高井和伸(連)、三泊重信(民)
横溝克己(税)

参考人:山口令子、関本秀治、大島隆夫、土井陵史、半沢良一
今井勝人

質疑者。久世公亮(自)、湖上貞夫(社)、矢原秀男(公)
近藤忠孝{共}、古川太三郎(連}、三治重信{民}
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横溝克己(税後 5 : 04 
弱者救済・物品税問題・高齢化社会・国民負担 l後 0・00
t地問題
国民負担
地方財政・再改革期間・智定措置・ 3年度以降の消費税収(中断)
物品税法案ミスの疑い l後 6・48
手成3年度以降の消関税収を地方財源とする旨の修正方針合意 ! 
予算を伴う法律案・法人税改正問題 |後 0・08
修正案合意、予算を伴う法律案に該当するかは検討課題とする
法人税改正問題
代替財源不要・大型間接税・直間比率・改革協議会と修正
見直し宰問題・入場説復活問題・物品税問題 |後 7 : 29 
1111締め括り、採決で合怠 | 
物品税問題・改革協議会問題・納税者番号制 l前 11 : 59 
物品税の不公平・法案ミス・見直し案問題
見直し車問題
自然増収・地方財政・改革協議舎の役割・見直し車問題
消費税廃止・消費税の目的・廃止に必要な法案
消費者のための政軍・見直し車問題
不公平税制・見直し案問題
福世ビジョン
年金改正と年金減税

修正の動議白提出{計6件)
(大蔵大臣・自治大臣)
反対討論
費成討論
賛成討論
廃止3法案及びこれに対する修正案賛成・他は棄権の討論
賛成討論
賛成討論

願主9法案及びこれに対する修正案を採決、 9法案可決又は修正l後 4‘10 
議決すべきものと決する

。参議院本会議
12.11 月 l桂 4: 36 I中村委員長報告

村上正邦 白 |反対討論
稲村捻夫 社 !賛成討論
矢原秀男 公 |賛成討論
市川正 共 |廃止3法案費成討論・他の法案の採決には加わらない
高井和伸 連 |賛成討論
三治重信 民 1費成討論
討論終局
廃止3法案記名投票投票総数247票

白色票(賛成)136察官色票(反対)lll票
修正議決

税制再改革基本法案、法人税法等改正案、物品税法案起立採決
過半数 修正議決

通行税法案、入場税法案、地方税法改正案組立採決
過半数 可決 |後 6: 11 
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趣旨説明 l後 5 : 30 
質疑日程‘時間配分で合意できず
結論でず
議事進行に関する発言 (体憩のまま散会後 2 : 47 
結論でず



料

〈
資
料
7
v

野
党
の
税
法
案
の
問
題
点
に
つ
い
て
(
八
九
・
一
一
・
一
七
)

国

会

対

策

委

員

長

奥

田

敬

和

1

野
党
が
提
出
し
た
税
制
再
改
革
基
本
法
第
八
条
に
お
い
て
「
国
民
税

制
改
革
協
議
会
」
の
審
議
の
結
果
を
う
け
、
「
内
閣
及
び
国
会
は
速
や
か

に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
「
協
議
会
」
が
、
内
閣
、
国
会
に
対
し
て
法
案
提
出
を

義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
府
の
一
付
属
機
関
が
、
行
政
の
最
終

責
任
を
負
う
内
閣
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
り
、
唯
一
の
立
法
機
関
で

あ
る
国
会
に
対
し
て
、
優
越
す
る
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
現
行
の

憲
法
体
系
と
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

2

こ
う
し
た
指
摘
に
対
し
て
、
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
国
会
は
、
自

ら
を
拘
束
す
る
法
律
を
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
筈
だ
、
と
の
反
論
が

あ
る
が
、
こ
う
し
た
発
想
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。

か
つ
て
ワ
イ
マ

1
ル
共
和
国
の
議
会
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
・
ヒ
ッ
ト

ラ
ー
に
全
権
を
付
与
す
る
と
の
法
律
を
つ
く
っ
た
結
果
、
独
裁
政
治
の

道
を
歩
み
、
「
共
和
国
」
の
終
湾
を
ま
ね
い
た
歴
史
を
想
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
法
の
原
則
を
は
ず
し
た
結
果
、
民
主
主
義
の
瓦

解
に
つ
な
が
る
危
険
を
強
く
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

社
会
党
の
よ
っ
て
立
つ
思
想
の
根
底
に
あ
る
、
議
会
制
民
主
主
義
を

資

否
定
す
る
全
体
主
義
的
な
傾
向
が
、
こ
こ
に
露
呈
し
た
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
ま
た
、
自
ら
を
「
唯
一
の
護
憲
政
党
L

と
称
し
て
い
な
が
ら
、

憲
法
違
反
が
明
ら
か
な
「
法
案
」
を
公
然
と
提
出
す
る
姿
勢
は
、
憲
法

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
り
言
行
不
一
致
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

北法41(4・308)1768

3 

野
党
は
、
立
法
者
の
意
思
と
し
て
、
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
は
、

「
最
大
限
尊
重
す
る
L

と
の
意
味
だ
と
強
弁
し
て
い
る
。

「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
は
「
講
ず
る
」
と
同
義
で
あ
る
と
い
う

の
が
通
説
で
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
多
少
の
違
い
は
あ
る
に
し
て

も
、
義
務
的
規
定
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

よ
っ
て
、
立
法
者
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
ひ
と
た
び

法
律
と
な
っ
た
以
上
、
為
政
者
の
判
断
で
法
律
は
執
行
さ
れ
て
し
ま
う
。

従
っ
て
、
こ
の
問
題
は
、
文
言
の
解
釈
に
よ
っ
て
片
づ
け
る
性
質
の

4 
も
の
で
な
い
。

ま
し
て
、
国
会
に
対
し
て
ま
で
、
こ
れ
を
及
ぼ
し
、
行
政
府
の
一
付

属
機
関
に
お
け
る
結
論
が
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
れ
、
国
会
の
意
思

決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
国
会
の
自
由
な
審
議
権
を
侵
害
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
野
党
案
は
、
憲
法
の
基
本
原
則
に
反
し
、
議

会
制
民
主
主
義
の
自
殺
に
つ
な
が
る
危
険
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

政
策
以
前
の
民
主
政
治
の
根
本
に
お
い
て
、
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
、



野
党
の
欠
陥
法
案
は
即
刻
徹
回
し
再
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

〈
資
料
8
〉

自
民
党
の
審
議
拒
否
、
誹
務
中
傷
に
対
す
る
抗
議
声
明
(
記
者
会
見
)

(
八
九
・
一
一
・
二

O
)

日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
野

回

参
議
院
公
明
党
・
国
民
会
議
国
会
対
策
委
員
長
鶴

岡

連
合
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長

栗

フk
不本

民
社
党
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長

孝
一
郎

て
消
費
税
廃
止
、
税
制
再
改
革
九
法
案
の
審
議
が
委
員
会
に
お
い
て
進

ん
で
い
た
が
、
税
制
再
改
革
基
本
法
第
八
条
二
項
に
規
定
す
る
国
民
税

制
改
革
協
議
会
の
調
査
・
審
議
報
告
に
対
す
る
内
閣
及
び
国
会
の
尊
重

規
定
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
は
こ
れ
は
内
閣
及
び
国
会
を
拘
束
す
る

強
制
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
違
反
の
疑
義
が
あ
り
、
法
案
を
徹
回

し
な
い
か
ぎ
り
審
議
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
、
審
議
拒
否
を
続
け
て
い

ヲ
匂
。

橋

本

て
こ
の
問
題
は
、
二
ハ
日
の
自
民
党
の
宮
沢
委
員
の
質
問
に
対
す
る
提

案
者
及
び
参
議
院
法
制
局
長
の
答
弁
で
既
に
決
着
し
た
問
題
で
あ
る
。 哲洋喬

北法41(4・309)1769



料

す
な
わ
ち
、
提
案
者
の
立
法
意
図
は
、
国
会
で
審
議
し
、
成
立
さ
せ
た

上
で
設
置
し
、
諮
問
す
る
国
民
税
制
改
革
協
議
会
で
あ
る
の
で
、
そ
の

答
申
に
つ
い
て
は
内
閣
及
び
国
会
は
そ
の
趣
旨
を
最
大
限
に
尊
重
し
て

欲
し
い
と
い
う
意
思
を
込
め
た
原
則
、
方
針
で
あ
り
、
強
制
力
、
拘
束

力
を
法
的
に
も
つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
答
弁
し
て
い
る
。
ま
た
、

参
議
院
法
制
局
長
も
尊
重
規
定
で
あ
り
、
拘
束
力
は
な
く
、
憲
法
に
抵

触
す
る
恐
れ
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
答
弁
し
て
い
る
。

て
さ
ら
に
、
提
案
者
は
答
弁
の
中
で
、
内
閣
法
制
局
長
官
で
あ
っ
た
茂

串
氏
、
真
田
氏
の
国
会
答
弁
を
引
用
し
、
具
体
的
な
法
律
の
例
を
引
い

て
、
「
す
る
」
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
い
う
表
現
と
「
も
の
と
す

る
」
と
い
う
表
現
に
は
明
確
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

二
O
日
の
谷
川
質
問
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
同
じ
く
元
内
閣
法
制
局
長

官
で
あ
っ
た
佐
藤
氏
、
林
氏
の
論
文
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
熟
読
す
れ

ば
強
制
力
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
、
質
問
者
自
身
が
引

用
し
た
林
論
文
に
お
い
て
は
、
「
立
法
者
の
気
持
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
同
じ
く
ら
い
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
解
釈
論
と
し

て
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
よ
り
は
や
や
弱
く
、
合
理
的
な
理
由

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈

が
で
て
く
る
余
地
の
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
谷
川
委
員
の
要
求
で
出
席
、
答
弁
し
た
工
藤
内
閣
法
制
局
長

資

の
答
弁
も
憲
法
違
反
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
工
藤
氏
の
感
想

を
述
べ
て
い
る
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
よ
し
ん
ば
、
参
議
院
法
制
局
長

と
内
閣
法
制
局
長
官
の
見
解
が
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
立
法
者
の
意
思

は
明
確
で
あ
り
、
た
と
え
内
閣
法
制
局
長
官
と
は
い
え
、
そ
れ
を
ゆ
が

北法41(4・310)1770

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
、
自
民
党
は
、
ナ
チ
ス
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
例
を
引
い
て
こ
の
条
項
を
憲

法
違
反
と
非
難
し
、
特
定
会
派
(
社
会
党
)
を
さ
し
て
寸
全
体
主
義
的

な
傾
向
が
露
呈
し
た
L

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
悪
質
な
誹
誘
中
傷
で

あ
り
、
提
案
者
及
び
四
会
派
は
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。

自
民
党
は
、
消
費
税
廃
止
法
案
を
何
と
し
て
も
徹
回
・
廃
案
に
持
ち

込
む
た
め
、
手
段
を
選
ば
ぬ
悪
質
な
妨
害
工
作
に
で
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
背
景
に
は
国
民
の
消
費
税
に
対
す
る
批
判
を
恐
れ
、
ま
た
自

ら
公
約
し
た
「
見
直
し
案
L

を
国
民
に
、
い
ま
も
っ
て
堂
々
と
示
せ
な

い
こ
と
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
な
自
民
党
の
姿
勢
に
対

し
、
強
く
抗
議
し
、
断
固
た
た
か
う
決
意
で
あ
る
。



〈
資
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g
v

税
制
再
改
革
基
本
法
第
八
条
を
め
ぐ
る
論
点
と
提
案
者
側
の
見
解
(
八
九
・

一
一
・
一
一
二
)

提
案
者

久
保
一
日
一
、
峯
山
昭
範
、
笹
野
貞
子
、

勝
木
健
司
、
佐
藤
三
吾
、
太
田
淳
夫
、

小
川
仁
一
、
梶
原
敬
義

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

一
、
論
争
に
な
っ
て
い
る
箇
所

四
会
派
提
出
の
「
税
制
再
改
革
基
本
法
案
L

の
第
八
条
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

第
八
条
協
議
会
は
、
設
置
後
二
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
調
査

審
議
の
結
果
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
及
び
内
閣
総
理
大
臣
を
経

由
し
て
国
会
に
対
し
、
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

2
項
内
閣
及
び
国
会
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や

か
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

論
争
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
第
2
項
の

J
速
や
か
に
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

二
、
自
民
党
の
主
張

一
一
月
一
六
日
、
宮
沢
委
員
は
、
こ
の
条
項
は
、
行
政
府
の
一
付
属

機
関
で
あ
る
「
国
民
税
制
改
革
協
議
会
」
が
内
閣
及
び
国
会
を
拘
束
す

る
強
制
規
定
で
あ
る
と
し
、
と
く
に
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
り
、
国

の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
国
会
の
権
限
を
侵
す
も
の
で
、
憲
法
違
反

の
疑
い
が
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
二

O
日
、
谷
川
委
員
も
佐
藤
、
林

両
元
内
閣
法
制
局
長
官
の
論
文
を
引
用
し
つ
つ
同
様
の
主
張
を
繰
り
返

し
た
。ま
た
、
同
一
七
日
の
奥
田
自
民
党
国
対
委
員
長
名
の
文
書
可
野
党
の

税
法
案
の
問
題
点
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
は
「
野
党
の
欠
陥
法
案
は
即

刻
徹
回
し
再
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
提
案
者
及
び

四
会
派
の
審
議
促
進
の
強
い
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
審
議
拒
否
を
つ

づ
け
て
い
る
。

三
、
提
案
者
の
見
解

提
案
者
の
立
法
意
図
は
、
国
会
で
審
議
し
、
成
立
さ
せ
た
上
で
設
置

し
、
諮
問
す
る
国
民
税
制
改
革
協
議
会
で
あ
る
の
で
、
そ
の
答
申
に
つ

い
て
は
内
閣
及
び
国
会
は
そ
の
趣
旨
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
欲
し
い
と

い
う
意
思
を
込
め
た
原
則
、
方
針
で
あ
り
、
強
制
力
、
拘
束
力
を
法
的

に
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
答
弁
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

提
案
者
の
立
法
意
図
は
、
既
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

加
え
て
、
提
案
者
は
、
二

O
日
の
答
弁
の
な
か
で
、
内
閣
法
制
局
長

官
で
あ
っ
た
茂
串
氏
、
真
田
氏
の
国
会
答
弁
を
引
用
し
、
具
体
的
な
法

律
の
例
を
引
い
て
、
「
す
る
L

寸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
い
う
表
現

と
「
も
の
と
す
る
」
と
い
う
表
現
に
は
明
確
な
相
違
が
あ
る
こ
と
も
指
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摘
し
、
法
的
に
曲
解
さ
せ
る
危
倶
の
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
も
論

証
し
た
。

四
、
中
島
参
議
院
法
制
局
長
の
答
弁

さ
ら
に
、
宮
沢
議
員
が
そ
れ
で
も
あ
え
て
質
問
の
中
で
中
島
参
議
院

法
制
局
長
に
解
釈
を
質
し
た
の
に
対
し
、
法
制
局
長
は
こ
の
規
定
が
あ

く
ま
で
も
法
的
拘
束
力
、
強
制
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
に
何

ら
抵
触
す
る
恐
れ
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
答
弁
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
、
二
ハ
日
の
宮
沢
質
問
を
も
っ
て
完
全

に
決
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

五
、
工
藤
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁

ニ
O
目
、
谷
川
委
員
の
要
求
で
出
席
し
た
工
藤
内
閣
法
制
局
長
官
の

答
弁
は
、
「
参
考
ま
で
に
意
見
を
」
と
い
わ
れ
た
の
で
と
断
り
つ
つ
、
「
憲

法
に
定
め
る
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
り
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
定
め
て
お
り
ま
す
そ
の
国
会
の
権
能
を
侵
す
と
も
読

ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
こ
の
よ
う
な
立
法
例
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、

ま
た
今
日
の
憲
法
を
頂
点
と
す
る
法
体
系
の
中
で
は
適
当
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
が
、
違

憲
と
も
、
違
憲
の
恐
れ
が
あ
る
と
も
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。

本
来
、
議
員
立
法
の
審
議
に
さ
い
し
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
解
釈
を

求
め
る
こ
と
自
体
、
三
権
分
立
の
建
前
か
ら
言
っ
て
、
立
法
府
の
権
威

資

を
お
と
し
め
る
態
度
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
「
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
法
文
の
表
現
を
巡
る
諸
説

ω
茂
串
内
閣
法
制
局
長
官
(
昭
和
五
一
年
四
月
七
日
。
衆
・
予
算
委
)

同
長
官
の
答
弁
は
、
日
本
原
子
力
船
開
発
事
業
団
法
附
則
二
条
の

「
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
」
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
事
業
団
の
存
廃
に

は
廃
止
の
手
続
き
が
必
要
か
ど
う
か
の
質
問
に
答
え
た
も
の
で
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
コ
」
の
規
定
は
、
そ
の
定
め
ら
れ
た
期
限

内
に
こ
の
法
律
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
意
図
、
方

針
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
:
:
:
」

こ
の
答
弁
で
は
、
「
す
る
も
の
と
す
る
。
」
の
解
釈
は
「
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」
と
は
同
義
で
は
な
く
、
立
法
者
の
意
図
や
方
針
を
表

す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。L
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真
田
同
長
官
(
昭
和
五
二
年
二
月
一
一
一
日
。
衆
・
予
算
)

同
長
官
の
答
弁
も
、
お
な
じ
く
、
上
記
事
業
団
の
存
廃
を
め
ぐ
り
、

次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
寸
こ
れ
は
五
年
内
に
廃
止
す
る
方
針
で
あ

る
と
い
う
立
法
の
政
策
、
方
針
を
宣
明
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

.

.

.

.

.
 L
 

こ
の
答
弁
で
も
、
「
す
る
も
の
と
す
る
。
」
が
強
制
規
定
で
は
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ω
佐
藤
達
夫
同
長
官
(
「
新
版
法
制
執
務
堤
要
」
)



消費税廃止関連法案の立案・審議過程

こ
の
中
で
、
同
氏
は
、
「
す
る
も
の
と
す
る
。
L

の
表
現
は
、
「
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、

一
般
に
は
、
一
般
的
の
原
則
な
り
、
方
針
な
り
を
示
す
と
い
う
気
持

が
強
い
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

仙
林
修
三
同
長
官
(
「
法
令
用
語
の
常
識
」
)

「
も
の
と
す
る
L

の
用
法
は
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
が
、
解

釈
論
と
し
て
は
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
よ
り
は
弱
く
、
合
理
的

な
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
す

る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
表
現
は
、
強
制
あ
る
い
は
義
務
規
定
で
は
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
提
案
者
は
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら

こ
の
文
言
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

七
、
提
案
者
の
立
法
意
図
と
正
し
い
解
釈

ω
国
民
税
制
改
革
協
議
会
は
、
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
の
審
議
会

で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
に
基
づ
く
審
議
会
の
報
告

は
行
政
府
を
拘
束
す
る
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
八
条
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
審
議
会
の
答
申
が
拘
束
力
を
も
っ
場
合
が

あ
る
の
は
、
必
ず
そ
の
設
置
法
に
お
い
て
寸
:
:
:
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
必

要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ

ヲ

G

。例
え
ば
、
運
輸
省
設
置
法
第
七
条
第
二
項
で
は
「
運
輸
大
臣
は
、
前
項

の
勧
告
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
必
要
な
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

自
治
省
設
置
法
第
一
一
条
第
二
項
「
自
治
大
臣
は
、
前
項
の
勧
告
を
受

け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
」
電
波
法
第
九
九
条
の
一
三
第
二
項
「
郵
政
大
臣
は
、
前
項
の
勧
告
を
受

け
た
と
き
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
必
要

な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
へ
と
あ
る
。

し
た
が
っ
て
諮
問
機
関
た
る
国
民
税
制
改
革
協
議
会
の
性
格
と
そ
の
報

告
の
も
つ
法
的
性
格
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。

ω
国
民
税
制
改
革
協
議
会
の
報
告
は
、
第
八
条
第
一
項
に
あ
る
よ
う

に
、
内
閣
総
理
大
臣
と
国
会
と
に
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
内
閣
総
理
大
臣

に
対
し
、
及
び
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
国
会
に
対
し
」
と
い
う
の
は
、

内
閣
に
設
置
さ
れ
る
機
関
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
長
で
あ
る
内
閣
総
理

大
臣
に
対
し
て
報
告
す
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
事
柄
の
性
格
(
法
律
で

設
置
し
、
法
律
に
よ
っ
て
諮
問
す
る
)
か
ら
国
会
に
対
し
て
も
報
告
す
る

の
が
妥
当
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
人
事
院
の
よ
う
な
独

北法41(4・313)1773



料

立
行
政
機
関
で
あ
れ
ば
、
国
会
に
対
し
直
接
報
告
を
行
う
法
制
も
考
え
ら

れ
よ
う
が
、
同
協
議
会
は
、
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
機
関
で
あ
る
の
で
、

内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
す
る
手
続
き
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で

も
提
案
者
の
立
法
方
針
は
明
確
で
あ
る
。

ω
国
家
行
政
組
、
織
法
第
八
条
機
関
の
な
か
で
、
再
改
革
法
第
八
条
第

二
項
の
よ
う
に
、
内
閣
と
国
会
に
対
す
る
尊
重
規
定
を
定
め
た
法
案
は
こ

れ
ま
で
例
が
な
く
、
初
め
て
の
法
案
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
よ
う
に
、
前

例
を
参
照
で
き
な
い
法
文
解
釈
に
つ
い
て
は
、
提
案
者
が
議
事
録
に
「
法

文
の
解
釈
」
を
宣
明
す
れ
ば
、
そ
れ
が
成
立
後
の
法
律
の
解
釈
の
重
要
な

指
針
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。

凶
「
所
要
の
措
置
L

に
関
す
る
自
民
党
の
解
釈
は
、
狭
い
だ
け
で
な

く
、
提
案
者
の
意
図
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
提
案
者
は
、

「
所
要
の
措
置
」
と
は
内
閣
に
対
し
て
行
政
手
続
き
や
立
法
手
続
き
、
立

法
府
に
対
し
て
立
法
措
置
を
促
す
こ
と
だ
け
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
広
義
の
意
味
で
、
国
民
税
制
改
革
協
議
会
の
報
告
を
受
け
た
後
の
、

報
告
の
検
討
や
立
法
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
法
律
案
の
提

出
な
ど
も
ろ
も
ろ
の
措
置
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

し
か
も
、
立
法
府
で
あ
る
国
会
は
自
ら
の
判
断
で
審
議
会
た
る
協
議
会

の
報
告
を
受
け
止
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
拘
束
力
、
強
制
力
と
い
う

よ
う
な
議
論
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。

資

同
税
制
の
再
改
革
は
、
「
消
費
税
の
創
設
を
中
心
と
す
る
先
の
税
制
改

革
に
代
え
て
行
う
」
(
第
一
条
・
目
的
)
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
寸
消
費

税
の
創
設
を
中
心
と
す
る
先
の
税
制
改
革
が
広
く
国
民
の
理
解
と
信
頼
を

得
た
上
で
行
わ
れ
た
も
の
と
は
い
い
難
い
状
況
に
か
ん
が
み
、
か
っ
、
消

費
税
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
の
合
意
に
基
づ
き
」
(
第
二
条
・

趣
旨
)
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
議
員
立
法
を
も
っ

て
制
定
す
る
基
本
法
で
あ
る
以
上
、
協
議
会
の
報
告
も
た
だ
行
政
府
に
委

ね
る
だ
け
で
な
く
、
報
告
を
受
け
て
議
員
立
法
と
し
て
提
案
す
る
場
合
ゃ

あ
る
い
は
報
告
に
つ
い
て
審
議
す
る
等
の
立
法
府
と
し
て
の
積
極
的
関
わ

り
の
余
地
を
残
し
た
も
の
で
あ
る
。

八
条
二
項
の
文
言
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
税
制
再
改
革
基
本
法
全
体

の
趣
旨
の
な
か
に
お
い
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
提
案
者
の
立
法
意
図
、

そ
の
合
憲
性
は
明
白
で
あ
る
。

自
民
党
の
こ
の
条
項
に
対
す
る
反
応
は
極
め
て
不
可
解
で
あ
り
、
奥
田

「
見
解
L

が
ナ
チ
ス
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
ま
で
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
て

も
異
常
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

北法41(4・314)1774



〈
資
料
叩
V

議
長
へ
の
法
案
修
正
申
入
れ
(
八
九
・
一
一
・
二
七
)

日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
議

員

会

長

公
明
党
・
国
民
会
議

赤
桐

議

員

団

長

木

連
合
参
議
院

表

代

民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合

議

員

会

長

山
田
耕
三
郎

田
淵

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

参

議

院

議

長

土

屋

義

彦

殿

平
成
元
年
九
月
二
十
八
日
私
た
ち
四
会
派
か
ら
、
久
保
亘
君
外
七
名
の

発
議
者
に
よ
っ
て
提
案
し
、
現
在
「
税
制
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」

に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
い
る
法
案
中
「
税
制
再
改
革
基
本
法
(
参
第
四
号
)

L

に
つ
き
ま
し
て
、
左
記
の
よ
う
に
改
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
議

長
に
お
い
て
よ
ろ
し
く
お
取
り
は
か
ら
い
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し

ま
す
。

日
υ

税
制
舟
改
革
基
本
法
(
参
議
院
第
四
号
)
中

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
国
会
に
対
し
」

を
削
除
し
、
同
第
八
条
二
項
中
寸
内
閣
及
び
国
会
」
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」

に
、
「
速
や
か
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
L

を
「
こ
れ
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

操
忠
雄

哲
也

北法41(4・315)1775



資料

〈資料11>

O 消費税廃止関連9法案ー「法案ミス」・正誤・修正事項
関係法案 事項・内容 経 過 最終処哩

① 地方税法の一部 電気税が非課税となる対象製品からりん化合物を

を改正する法律 除くべき 11.2正誤

案

② 向上 「併料』は「併科J の誤り 11.2正誤

③ 法人税法等のー 「端教」は「端数J の誤り

部を改正する法 11.6正誤

律案

④ 物品税法案 「前条J は「前項J の誤り 11.6正誤

⑤ 同上 「それぞれの月」は「それぞれその月」の誤り 11.6正誤

⑥ 通行税法案 「あったとき」は「あったとき」の誤り 11.7正誤

⑦ 消費税法を廃止 仕入れ税額控除をする場合等に普通乗用自動車に 11.9明らかになり、

する法律案 適用される 6%の特例税率の規定がない 正誤手続きをと 12.11修正

る

⑧ 物品税法案 物品税を沖縄の観光免税対象とすべきところ該当 11.13理事会で問題に

規定がない される

法案徹回要求

⑨ 向上 課税物品中軽自動車の規格が平成2年 1月改正前 国対で修正合意

のままとなっている 11.14発議者から釈明

⑩ 税制再改革基本 8条により改革協議会から報告を受けたときは内 11.16宮沢質問、参議

法案 閣及び国会は「速やかに所要の措置を講ずるもの 院法制局長答弁

とする」とされるのは憲法違反ではないか 11.20谷川質問、内閣 12.11修正

法制局長官答

弁、空転

11.22 4会派見解発表

11.24国対で修正合意

11.27 4会派代表者か

ら議長に修正申

入れ

⑪ 法人税法等のー 相続税及び贈与税の税率引上げの施行日が平成2 11.17理事懇談会で出

部を改正する法 年4月1日とあるのは、 2年又は3年の 1月l日 される 12.11修正

律案 とあるべき 11.24国対で修正合意

⑫ 消費税法を廃止 引用条文第十三条「第五項」は「第三項」の誤り 11.17理事懇談会で出

する法律案 される 11.27正誤

正誤扱い含みで先送り

⑬ 法人税法等のー f前項」は「同項」の誤り 11.20非公式折衝で出

部を改正する法 される 11.27正誤

律案 正誤扱い含みで先送り

⑭ 消費税法を廃止 「輸入」は「輸入J の誤り 11.27谷川質問で指摘

する法律案
11.29正誤

⑮ 消費譲与税法を 平成3年度以降の消費税収入も地方に譲与すべき 12.7松浦質問で指

廃止する法律案 摘・主張

理事懇談会で修
12.11修正

正方向

北法41(4・316)1776 



消費税廃止関連法案の立案・審議過程

伴う整理を行う

北法41(4・317)1777

12.8理事懇談会で修

正合意

12. 8理事懇談会で合

意



料資

〈
資
料
口
①
v

消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

普
通
乗
用
自
動
車
に
対
す
る
特
例
税
率
に
関
し
、
附
則
第
十
条
第
一
項

及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

〈
資
料
ロ
⑨
V

消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

平
成
三
年
度
以
後
の
消
費
税
収
に
つ
い
て
も
、
消
費
譲
与
税
と
し
て
地

方
公
共
団
体
に
譲
与
す
る
も
の
と
し
、
当
該
譲
与
額
は
、
当
該
年
度
分
の

地
方
交
付
税
の
基
準
財
政
収
入
額
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

〈
資
料
ロ
③
〉

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要

旨
平
成
三
年
度
以
後
の
消
費
税
の
収
入
額
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
定
割
合

を
地
方
交
付
税
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

〈
資
料
ロ
④
v

税
制
再
改
革
基
本
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

一
第
八
条
第
一
項
中
「
、
及
び
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
国
会
に
対

し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
内
閣
及
び
国
会
L

を
寸
内
閣
総
理
大

臣
」
に
、
「
速
や
か
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
し
を
「
こ
れ

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
こ
と
。

二
臨
時
脳
死
及
び
臓
器
移
植
調
査
会
設
置
法
が
平
成
元
年
十
二
月
一
日

に
成
立
し
た
こ
と
に
伴
い
、
附
則
第
四
項
を
追
加
し
、
同
法
の
規
定
の

整
理
を
行
う
こ
と
。

〈
資
料
口
⑤
v

法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

相
続
税
法
の
改
正
規
定
の
施
行
期
日
及
び
経
過
措
置
の
適
用
区
分
に
係

る
期
日
を
平
成
三
年
一
月
一
日
に
改
め
る
こ
と
。

〈
資
料
ロ
⑥
v

物
品
税
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
旨

一
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
百
二
十
九
号
)
第
八
十
五
条
第
一
項
(
関
税
等
の
特
例
)
に
物
品

税
を
加
え
る
こ
と
。

二
軽
自
動
車
の
範
囲
に
つ
い
て
、
別
表
の
う
ち
課
税
物
晶
表
の
う
ち
第

二
種
の
物
品
第
七
号
中
寸
三
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
・
「
五
五

O
立
万

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
L

と
あ
る
の
を
「
三
三

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
・
「
六

六
O
立
万
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
こ
と
。

北法41(4・318)1778



〈
資
料
日
v
消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
の
審
議
未
了
、
廃
案
に
関
す
る
共
同
声

明

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

(
八
九
・
一
二
・
一
五
)

日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同

国

会

対

策

委

員

長

大

出

俊

公
明
党
・
国
民
会
議

国

会

対

策

委

員

長

坂

井

弘

一

民
社
党
・
民
主
連
合

国

会

対

策

委

員

長

吉

田

之

久

一
、
わ
れ
わ
れ
三
会
派
と
連
合
参
議
院
の
共
同
提
案
に
か
か
る
参
議
院
提

出
の
消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
は
、
絶
対
多
数
を
背
景
と
す
る
自
民
党

の
ゴ
リ
押
し
に
よ
り
、
本
日
の
衆
議
院
税
制
問
題
調
査
特
別
委
員
会
に

お
げ
る
討
論
、
採
決
を
経
る
こ
と
な
く
審
議
未
了
、
廃
案
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
民
意
を
無
視
し
、
参
議
院
の
院
議
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
り
、

断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。
そ
の
責
任
は
あ
げ
て
自
民
党
に
あ
る
。

一
、
消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
に
対
す
る
政
府
、
自
民
党
の
態
度
は
、
参

議
院
の
審
議
途
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
民
党
国
対
委
員
長
が
「
審
議

未
了
、
廃
案
L

を
公
言
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
初
め
に
「
廃

案
あ
り
き
」
の
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
会
期
末
に
お
け
る
与

〈資料14>

O 第118回国会消費税関連法案の衆議院における審議過程(平成 2 年 2 月 27 日~6 月初日)

発議者

伊藤茂(社) 中野寛成(民)
消費譲与税法を廃止する法律案(衆法第5号) 森井忠良(社) 菅直人(進)
地方交付税法の一部を改正する法律案(衆法第6号)中村正男(社) 宮地正介(公)
税制再改革基本法案(衆法第7号) 元信尭(社) 神崎武法(公)

平成2年4月19日提出
消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第10号)

平成2年3月6日提出
2 衆議院税制問題等に関する調査特別委員会(平成2年5月17日設置)
委員長山崎 拓(自)
理事加藤紘一(自)

村山寓市(社)
伊吹文明(自)
小泉純一郎(自)
田原 隆t自)
吹田 晃(自)
村山達雄(自)
大木正吾(社)
戸回菊夫(社)
渡辺嘉蔵(社)
正森成二(共)

消費税法を廃止する法律案(第118国会衆法第4号)

中西啓介(自) 中村正三郎(自)

野

川

井

奥

笹

林

村

金子一義(自)
鈴木宗男(自)
平沼越夫(自)
村上誠一郎(自)

誠亮(自)
尭(自)
義郎(自)
仁(白)

関谷勝嗣(自)

渡部一郎(公)
太田誠一(自)
桜井 新(自)

鳩山由紀夫(自)
町村信孝(自)

信隆(社)

修三(社)
英介(公)

井
田
回

筒
安
山

鈴木喜久子(社)
武藤山治(社)
日笠勝之(公)
江田五月(進)

譲(社)
勝(社)
輝二(公)
治(民)

崎
川
谷
井

嶋
早
小
中

巌(自)
静夫(社)
英男(自)
隆(自)

修(自)
裕久(自)
伯夫(自)
敬治(社)
健次(社)

義久(公)
英勝(共)

藤
田
海
杉
鳥
井
沢
藤
沢
上
井

工
和
内
小
高
藤
柳
佐
中
井
吉

法案

員委
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3 審議経過

資料

時刻ー終

明

明

明

明

説

説

説

説

冒

冒

会

旨

旨

趣

趣

員

趣

趣

定

案

劇

疑

陵

草

案

決

案

車

し

法

質

問

法

L
会

法

し

量

一

首

止

案

特

止

直

聴

止

直

笠

見

廃

両

髄

陥

見

公

戸

ー

は

-

4

。

一

凹

す

印

刷

仰

帥

師

同

拍

一

。

一

叩

仁

o
l
l

aA-

取
守

時

一

後

志

後

後

前

後

前

後

i
議

1
1
1
1問

I

l

-

-

一

生

制

日

一

昨

月

槻

木

月

火

水

月

一

謝

日

謝

口

U

ロ

ロ

一衆

6

衆

5

6

?
O
I
l
-
-
c
 

軍

軍

法

し
止

直
廃

見
0

0

0

9

 

0

0

0

0

 

0

0

 

1
 

1

1

 

前

後

前

後

木

金
4

5

 

16 土 l前 10: 00 I公聴会

後 1: 00 

草

案
し

法

直

止

台

見

廃

仙

川

岡

田

川

却

凶

1

叩

1

9

前

後

前

後

前

月

火

水

8

9

0

 

1

1

2

 

，] 木 l前 10: OU I廃止法案

後 2 : 01 I見置し案

皇室主笠

|…大臣伊藤高(社)
塩川正十郎(白人嶋崎譲(社)、佐藤敬拍(社)
山田英介(公)、木島日出男{共)、伊藤英成(民)

要員長互選・理事選任
神崎武法(公)
橋本大蔵大臣

加藤紘一(白人伊吹文明(自)
町付iJ孝(自)、村山富市(社)、矢追秀彦(公)
吉井英勝(共)、中井恰(民)、江田五月(進)
村上誠一郎(自)、村井仁(自}
金子一義(自)、嶋山由紀夫(白人武藤山泊(社)
渡部一郎(公}、吉井英勝(共)、伊藤英成(民)
楢崎弥之助{進)
柳沢伯夫(白)、小杉隆(白)
小杉隆{自)、鈴木喜久子(社)、井上善久(公}
藤井裕久(白人中沢健主(社)、町村信孝(自)
和田静夫(社)
日笠勝之(公)、筒井信隆(社)、正森成ニ(共)
和田一仁(民)
公述人河野光雄、牛嶋正、小早川新、中村紀伊
質疑者 e関苔勝嗣(白人鈴木喜久子(社)、山田英介(公)
正轟成二(共)、中井治(民)

公述人大島隆夫、山本守之
質疑者工藤巌(白人渡辺嘉歳(社)、山田英介(公)
吉井英勝(共}、中井治(民)

早川勝(社)、大木正吾(社)
大木正吾(社)、小在輝ニ(公}、渡辺嘉蔵(社)
車中光雄(共)、正轟成二(共)、柳田稔(民)
太田誠(自)、村井仁(自)、原因轟昭(白)
安田修三(社)、遠藤和良{公)、真鍋光広(自)
江田五月(進)、戸回菊雄(社)、野田実(自)
委員派遣(地方公聴会)
意見陳述者竹揮滑降、佐竹元春、千坂侃雄、野崎明、針生弘
吉、松沢建男
小泉純一郎(白人渡辺嘉蔵(社)、井上韮久(公)
正森成ニ(共)、高木義明(民)、江田五月{進)
工藤艦(白)、鈴木喜久子(社)、中沢健主(社)
安田修三(社)、戸田菊雄(社)、日笠勝之(公)
渡辺一郎(公)、吉井英勝(共)、中井治(民)
江田五月{進)

質疑終局
内閣の窓見聴取 |橋本大蔵大隠(国会法571駐の3によるもの)

|興田自治大臣(念のため)
討論 l中西碑介(白j

嶋崎議(社)
小谷輝ニ{公)
正森成三{共}
中井措(民)
江田五月(進)

討論終局

採決

。果議院本会議
22 金 t後 1 : 00 1委員長報告

討論

討論終局
採決

廃止3案 否決
再改革基本法案 否決
見直し案可決

山崎拓委員長
山花貞夫(社) 廃止4車質成・見直し事反対
関谷勝嗣(自) 反対・ 賛成
浅井英幸(公) 質成・ 反対
古堅実吉(共) 廃止3案賛成・再改革基本法案と見直し案反対
神回以(民) 廃止4案賛成・見直し案反対

廃止3軍記名投票投票総数 484 
白票(否) 270 
背票(可) 214 否決

再改革基本法案起立採決 否決
見直し車記名投票投票総数 487 

白票(可) 273 
宵票(否) 214 可決

日後

後 3: 23 

桂 5: 16 
佳 o: 01 

後 6: 05 
後 o: 01 

後 6: 01 
前 11: 54 

t主 6: 07 
桂 o: 01 

桂 6: 12 

後 o: 04 

後 2: 38 
前 11: 55 

後 6: 05 
前 11: 58 

桂 5・00
後 o: 36 

佳 1: 01 

後 9: 07 

疑 見直し案は害議院に送付され、審議未了

後 2: 32 
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野
党
の
公
平
な
審
議
の
保
障
を
妨
害
す
る
日
程
に
固
執
し
、
委
員
長
職

権
で
自
民
党
単
独
で
委
員
会
開
会
を
強
行
し
、
あ
ま
つ
さ
え
発
議
者
に

誹
誘
中
傷
を
加
え
る
な
ど
、
ま
さ
に
党
利
党
略
を
優
先
す
る
態
度
に
終

始
し
た
。
こ
れ
は
自
民
党
の
「
消
費
税
見
直
し
」
に
対
す
る
野
党
の
批

判
を
恐
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

て
消
費
税
廃
止
関
連
九
法
案
は
、
参
議
院
選
挙
に
お
け
る
民
意
に
応
え

た
画
期
的
な
議
員
立
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
院
制
度
下
の
参
議
院
で
可

決
さ
れ
た
意
義
は
筆
舌
を
こ
え
る
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
国
民
的
期
待
に
応
え
る
た
め
、
来
る
べ
き
総
選
挙
で
自
民
党
を
過

半
数
割
れ
に
追
い
込
む
決
意
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
共
同
で
声
明
す

る。

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

〈
資
料
日
v

消
費
税
廃
止
法
案
提
出
に
伴
う
代
替
財
源
に
関
す
る
統
一
的
見
解

(九

0
・
四
・
一
九
)

日
本
社
会
党
政
策
審
議
会
・
公
明
党
政
策
審
議
会

民
社
党
政
策
審
議
会
・
社
会
民
主
連
合
政
策
審
議
会

提
出
す
る
法
案

ω
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
、
進
歩

民
主
連
合
の
四
会
派
は
、
連
合
参
議
院
と
も
協
議
、
連
携
を
と
り
つ
つ
、

今
特
別
国
会
に
衆
議
院
に
お
い
て
、
先
般
の
総
選
挙
に
際
す
る
公
約
で

あ
る
消
費
税
廃
止
法
案
を
提
出
す
る
。

ω
提
出
す
る
議
案
は
、
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
、
消
費
譲
与
税

法
を
廃
止
す
る
法
律
案
、
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

の
廃
止
三
法
案
並
び
に
消
費
税
を
廃
止
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
実
施
さ
れ

る
べ
き
税
制
の
再
改
革
に
係
る
税
制
再
改
革
基
本
法
案
の
四
法
案
と
な

る。

1 2 

消
費
税
廃
止
に
係
る
税
収
減

提
出
す
る
廃
止
三
法
案
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
年
一

O
月
一
日
と
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
廃
止
後
に
お
い
て
は
消
費
税
収
入
は
基
本
的

に
皆
滅
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
減
収
額
は
、
平
成
二
年
度
に
お
い

て
は
概
算
二
兆
五
二

O
O億
円
程
度
ご
般
会
計
分
約
二
兆
円
)
、
平
成

北法41(4・321)1781 



料

三
年
度
概
算
六
兆
三
九
O
O
億
円
程
度
と
見
込
ま
れ
る
(
一
般
会
計
分

約
五
兆
一
一
O
O
億
円
)
。

3

当
面
の
代
替
財
源
に
つ
い
て
の
考
え
方

山
消
費
税
廃
止
に
係
る
代
替
財
源
に
つ
い
て
は
、
既
に
昨
年
の
国
会
に

代
替
財
源
五
法
案
と
し
て
参
議
院
に
提
出
し
、
参
議
院
で
可
決
成
立
後
、

衆
議
院
に
送
付
さ
れ
た
。

ω
昨
年
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
は
、
予
算
案
も
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
今
国
会
に
お
い
て
は
平
成
二
年
度
政
府
予
算
案
が
国
会
に
提
案

さ
れ
て
い
る
。
今
国
会
に
お
い
て
は
、
政
府
の
消
費
税
見
直
し
法
案
も

提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
代
替
財
源
法
案
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

ω
消
費
税
廃
止
に
係
る
代
替
財
源
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
昨
年
の
第

一
一
六
臨
時
国
会
に
提
案
し
た
代
替
財
源
を
踏
襲
す
る
。
こ
こ
に
そ
の

フ
レ
ー
ム
を
明
示
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
平
成
二
年
度
政
府
予
算
額
の

資

組
み
替
え
を
要
求
す
る
。

ω
代
替
財
源
法
案
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
廃
止
法
案
が
成
立
し
た
時
点

で
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ω
我
々
は
、
消
費
税
に
つ
い
て
経
過
措
置
等
の
関
係
か
ら
や
む
を
得
ず

廃
止
法
案
の
施
行
期
日
を
一
O
月
一
日
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
平
成
二
年
度
政
府
予
算
案
中
、
一
O
月
以
降
の
消
費
税
の
計
上
に
つ

い
て
は
同
意
で
き
な
い
。
こ
れ
は
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る

北法41(4・322)1782

附
な
お
、
消
費
税
を
廃
止
し
て
も
、
我
々
の
代
替
財
源
案
と
税
収
見
積

是
正
等
に
よ
っ
て
財
政
的
に
何
ら
支
障
は
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
政
府

に
お
い
て
も
平
成
二
年
度
中
に
土
地
税
制
の
抜
本
改
革
案
に
つ
い
て
成

案
を
得
る
と
し
て
お
り
、
我
々
も
平
成
三
年
度
か
ら
実
施
を
前
提
と
し

て
土
地
税
制
の
抜
本
改
革
に
着
手
す
る
決
意
で
あ
る
。

ま
た
、
消
費
税
廃
止
に
つ
い
て
与
野
党
で
一
致
す
る
な
ら
代
替
財
源

に
つ
い
て
は
、
我
々
の
提
案
の
み
に
固
執
せ
ず
、
不
公
平
税
制
の
是
正

を
一
層
進
め
る
な
ど
協
議
に
応
ず
る
用
意
が
あ
る
。

消
費
税
廃
止
に
伴
う
代
替
財
源
案
に
つ
い
て
(
第
一
次
案
)

消
費
税
廃
止
に
係
る
代
替
財
源
は
、
先
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
参
議
院

で
可
決
さ
れ
た
関
連
法
案
を
基
本
的
に
踏
襲
す
る
。

〔
国
税
〕

1

有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
に
つ
い
て
、
み
な
し
譲
渡
利
益
率
を
七
%
(
現

行
五
%
)
と
す
る
。

2

有
価
証
券
取
引
税
の
税
率
は
、
株
券
等
の
第
二
種
に
対
す
る
税
率
を

0
・
四
%
(
現
行

0
・
一
二
%
)
と
す
る
な
ど
引
き
上
げ
る
。

3

物
品
税
に
つ
い
て
は
、
四
%
・
六
%
・
八
%
・
一
O
%
に
税
率
を
調

整
し
た
上
で
復
元
す
る
。



4 

酒
税
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
分
を
上
乗
せ
し
た
税
率
調
整
を
行
う
。

た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
分
を
上
乗
せ
し
た
税
率
調
整
を
行

〉フ。

5 

消費税廃止関連法案の立案・審議過程

通
行
税
は
、
基
本
税
率
を
五
%
(
旧
一
O
%
)
、
離
島
相
互
間
又
は
離

島
・
本
土
聞
に
つ
い
て
は
三
%
(
旧
五
%
)
と
し
て
復
元
す
る
。

7

入
場
税
は
、
税
率
を
五
%
(
旧
一
O
%
)
と
し
て
復
元
す
る
。

8
相
続
税
・
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
最
高
適
用
税
率
を
七
五
%
(
現
行

七
O
%
)
に
引
き
上
げ
る
。

9

法
人
税
の
基
本
税
率
を
特
例
的
に
二
・
五
%
上
乗
せ
し
、
四
O
%
(
現

行
三
七
・
五
%
)
に
引
き
上
げ
る
。

叩
貸
倒
引
当
金
の
繰
り
入
れ
限
度
額
を
三
年
で
三
分
の
一
程
度
圧
縮
す

る。

6 日
賞
与
引
当
金
を
一
O
年
で
廃
止
す
る
。

ロ
受
取
配
当
益
金
不
算
入
割
合
を
六
O
%
に
圧
縮
す
る
。

口
外
国
税
額
控
除
制
度
の
適
正
化
を
実
施
す
る
。

(注
)
1
1
7
に
つ
い
て
は
二
年
一
O
月
一
日
か
ら
、

8
に
つ
い
て
は
三

年
一
月
一
日
か
ら
、

9
1日
に
つ
い
て
は
三
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す

ヲ
令
。

〔
地
方
税
〕
電
気
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
三
%
(
旧
五
%
)
で
、
旧
免
税
点
を
復

1 

活
さ
せ
た
上
で
復
元
す
る
。

2

ガ
ス
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
二
%
で
、
旧
免
税
点
を
復
活
さ
せ
た
上

で
復
元
す
る
。

3

料
理
飲
食
等
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
免
税
点
五
O
O
O
円
・
一
万
円
・

税
率
一
O
%
で
復
元
す
る
。

4

娯
楽
施
設
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
完
全
復
元
す
る
。

5

地
方
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
税
負
担
を
変
更
さ
せ
な
い
よ
う

消
費
税
分
の
税
率
調
整
を
行
う
。

(
注
)
以
上
の
改
正
は
、
二
年
一
O
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
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